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巻頭言

ニューノーマル時代の新たな保健師教育に向けて

一般社団法人全国保健師教育機関協議会　副会長
臺　有桂

パンデミックは，図らずも，広く国民に保健師が認知される機会をもたらし，かつてないほどに保健師のプレゼン

スが高まっています．このような時代に，我々は保健師教育に携わっています．

2019年 12月に新型コロナウイルス感染症の初発例が確認されて以降，2020年 3月に世界保健機構（WHO）のパン

デミック宣言，国内での度重なる緊急事態宣言・まん延防止等重点措置と，2年以上にわたり保健師は感染症の脅威

から人々の健康・生命・生活をまもり続けています．保健師教育では，大きな制約がある中でも教育の質を落とさな

いよう，対面とオンラインの併用，不足する演習・実習体験を補うためのシミュレーションやプログラムなど，会員

校がそれぞれに創意工夫を重ねてきました．この機関紙「保健師教育」第 6巻に，これまでで最も多くの教育実践に

関する論文が投稿されたことは，その表れと言えます．

また，会員校の皆様の多くが，日常業務の傍ら，保健所など現場での応援業務に従事し，教育機関と現場はより一

層緊密な関係を築いてまいりました．この歴史的な事態の中，さまざまな制約や限られたリソースにもかかわらず，

それぞれの場でその役割を最大限に果たそうと尽力されている全ての保健師の方々に心から敬意を表します．

さて，本協議会は，延期となっていた 40周年記念式典をオンデマンドで開催しました．この記念式典は，先人たち

が，さまざまな時代背景や社会の変化とともに新たに生じる健康課題に対峙しながら，根気強く積み上げた保健師教

育や公衆衛生看護活動への理解と，これからの方向性を考える貴重な機会となりました．折しも，2022年 4月より，

31単位の新カリキュラムが運用開始となります．保健師教育では，これまでの土台に，パンデミックをはじめとした

健康危機管理能力の向上，ニューノーマル（新しい生活様式）に沿った公衆衛生看護活動の再構築と，基礎教育と現

任教育がシームレスに接続しながら新たなチャレンジを重ねていくことが求められています．温故知新の精神を基に，

パンデミックに向き合ってきた経験を生かし，より質の高い保健師教育にジャンプアップする好機ととらえ，今こそ

会員校の皆様の力と叡智を結集し，保健師教育の真価を示せるよう，共に前進してまいりたいと思います．
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講演記事

地域看護学におけるコミュニティ・ナースの実践
―コミュニティ・ナース養成の必要性と可能性―

徳島文理大学大学院看護学研究科
金井一薫

抄 録

本文は令和 3年 8月 21日に開催された「第 36回　全国保健師教育機関協議会」において講演した内容をまとめたも

のである．

講演では以下の 3点について述べた．

1．我が国における“コミュニティ・ナース”養成の必要性と可能性について．―2011年～2012年に行った「文部科学

省・科学研究費助成事業・挑戦的萌芽研究」を土台にして―

2．ドイツの“老年看護師”の育成とその実践について．

3．イギリスにおける“地域看護”の発展過程にみるナイチンゲールの施策と実践の姿について．

I．はじめに

地域包括ケアをコミュニティケアと置き換えて考え

ると，コミュニティケアを実現させるためには，ケア

領域における新たな人材が不可欠である．現時点での

人材は主に「保健師」と「訪問看護師」であるが，現

在とこれからの地域住民の健康問題や生活課題の解決

あたっては，両職種だけでは人材が大幅に不足してい

る．保健師は行政職として果たさなければならない領

域があり，それは感染症対策や母子保健，精神保健領

域に重点がおかれている．また訪問看護師は，依頼が

あった対象者に限定しての看護活動であるため，この

2つの領域の間にあって，健康問題や生活課題を抱え

ながら暮らす人々の全てのニーズに応える体制には

なっていない．

また，看護師養成カリキュラムにおける「在宅看護

論」の内容は，文字通り自宅で療養する利用者の健康

問題へのアプローチが主であり，コミュニティ全体の

把握とそこに必要な具体的看護実践能力についての学

習が不足している．早急に「生活支援型看護モデル」

の構築が求められる．

さて，これまで日本では「コミュニティ・ナース」

という言葉は使われたことがなかった．「コミュニ

ティ・ナース」は，日本語では「地域看護師」として

位置づけられる．しかし，「地域看護師」という言葉か

らは，具体的な活動が適切にイメージできない．そこ

で，筆者は「コミュニティ・ナース」設置を提唱し，

コミュニティ・ナースを次のように定義する．

「コミュニティ・ナースとは，コミュニティの中で，

住民が抱える解決すべき健康問題や生活課題に取り組

む職種である．その活動は公衆衛生看護とは区別する．

利用者の自宅を訪問して，あるいは住民との相談・交

流拠点を設けて，適切な医療・看護ケアや助言を提供

し，関連職種や家族・地域住民との連携を図りながら，

住民一人ひとりの健康と自立と安寧の実現を手助けす

る人材である．」

本稿では，以下の 3点について述べる．

1．我が国における“コミュニティ・ナース”養成の必

要性と可能性について．―2011年～2012年に行っ

た「文部科学省・科学研究費助成事業・挑戦的萌

芽研究」を土台にして―

2．ドイツの“老年看護師”の育成とその実践について．

3．イギリスにおける“地域看護”の発展過程にみるナ

イチンゲールの施策と実践の姿について．

II．調査研究より

1．調査研究の目的

地域で実践している看護師に対し，量的調査を行う
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ことにより，看護実践能力について概念化し，かつ概

念を構成する具体的な能力における期待の程度を明ら

かにする．

2．研究方法

1）研究デザイン

量的調査研究である．

2）調査対象

東京都 23区，及び全国の政令指定都市 19都市にあ

るすべての地域包括支援センター 946事業所，並びに

それらの自治体における訪問看護ステーション 1,054

事業所の計 2,000事業所に所属する看護職を調査対象

とした．

3）調査内容

地域で仕事をする看護師に期待する能力課題と，地

域で仕事をする看護師に欠けていると思われる能力課

題について，選択式回答項目を提示し，回答を求める

他，自由記述欄を設けて意見を求めた．

本調査の質問項目として抽出した「能力項目」は，

最新の職務要件書をベースに作成したものであり，今

日の地域において不可欠な要素として「58項目」を設

定した．各々の項目について，A．現在の能力につい

ての評価，B．今後の期待，を 4段階評価で回答して

もらった．

3-1．研究結果（1）

1）アンケートの回収率と研究対象者の属性

調査票 692通（回収率 34.6%）が回収され，不備の

あった 41通を除外した 651通を分析対象とした．

地域包括支援センターと訪問看護ステーションの回

答率は，ほぼ同数であった．保健師の回答率は 15.3%，

看護師の回答率は 84.7%であった．

3-2．研究結果（2）

結果「現状と期待との隔たりが顕著であるとされた

概念 9項目」と「現在の能力が優れていると考えられ

る概念 3項目」が明らかにされた．

1）現状と期待との隔たりが顕著な項目＝コミュニ

ティ・ナースとして必要な能力

（1）精神障害者へのケア

（2）虐待防止・人権擁護

（3）福祉用具・住宅改修

（4）多職種連携及び地域連携

（5）相談援助・問題解決―社会資源や関係法規を使

いながら問題解決を図る能力

（6）指導教育―指導・スーパービジョン，各種療法

に関する能力

（7）一般的マナー・人間関係―対象者やその家族と

の関係づくり，対応の態度

（8）認知症へのケア

（9）ケアプラン・連絡調整

2）現在の能力が優れていると考えらえる項目＝訪問

看護師として必要な能力

（1）医療処置・観察・終末期ケア

（2）基本的生活援助―介護職との連携・協働が可能

（3）急変時対応

3）「自由記載」から得られた期待する能力項目＝訪問

看護師として必要な能力

（1）コミュニケーション能力―信頼関係の構築，互

いに了解できるレベルを調整することなど

（2）医療機器や処置の高度化に伴う技術力

（3）難病患者や重症児への看護能力

4．調査結果からわかること（考察にかえて）

本研究は全国を対象として行われたが，広域に及ぶ

研究は当時においては皆無で，かつ対象人数において

も最多数であった．それゆえに 10年前の研究ではある

が，現在の状況を慮るうえで充分参考になると思われ

る．

現時点において地域で働く看護職の多くは，実践の

基盤を病院における病人の看護においている傾向にあ

るので，自らの強みとして医療処置や急変時のケアが

挙げられるのは当然である．一方で，弱みの項目のほ

とんどは社会福祉領域と重なっている．コミュニティ・

ナースの能力として求められるのは，まさにこの分野

の知識と実践力である．加えてコミュニケーション能

力が欠けていると判断された．現在の看護基礎教育で

は，この点に重点をおいたカリキュラムが組まれるよ

うになっているが，人と人との関係性が希薄になりつ

つある今日の社会にあっては，さらにこの能力を高め

るとともに，自らの人間性を豊かにする思考を培い，

相手の気持ちを察することのできる人材育成が求めら

れよう．

III．コミュニティ・ナースの活動の場

1．コミュニティ・ナースの活動形態（事例）

島根県雲南市の矢田明子さんが始めたコミュニ

ティ・ナース活動が，今話題になっている．矢田さん

が創った組織では，「コミュニティ・ナースとは，まち
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の人々とつながり，すぐそばで長く付き合いながら，

専門性を地域で生かし，地域の健康に貢献していく人」

と位置づけている．

また「暮らしの身近な場所で，事業や制度にとらわ

れない自由な活動を生み出しているのがコミュティ・

ナース」であるとも言う．

現在，講座を開設して人材を育成中であるが，受講

して育っていった人たちが全国に 200名以上存在し，

様々な活動を展開している．“おせっかいやき”という

側面を大事にしながら，専門資格を問わず，誰でもコ

ミュニティ・ナースになれるとして，その活動の場を

広げようとしている．全国の看護学生たちに対しても

その名を広げ，活動を理解してもらおうと独自の動き

を起こしている．

2016年 11月，矢田さんたちの活動と筆者の先の論

文がマスメディアの目に留まり，NHKの朝番組<さき

どり>で取り上げられ，コミュニティ・ナースの活動

と存在が全国に伝わった．

2．コミュニティ・ナースの活動形態

看護師や保健師たちが始めた地域活動が今，社会の

中に根づき始めている．彼らはコミュニティ・ナース

という肩書では働いていないが，その活動形態は正に

コミュニティ・ナースそのものである．

1）「まちの保健室」「暮らしの保健室」

こころとからだの健康相談だけでなく，健康情報の

提供や健康学習の支援，そして住民同士のコミュニケー

ションの場やネットワークづくりの場として，探せば

全国に広がっているのがわかる．

2）全国の地域包括支援センターに所属するナースたち

本来，地域包括支援センターの看護職は保健師とさ

れているが，看護師資格の者も多く働いている．彼ら

はコミュニティ・ナースそのものである．

3．コミュニティ・ナースの課題

1）法的裏付けがない．

2）経営面での不安定さ．

3）誰がコミュニティ・ナースになるのか？

こうした課題を早急にクリアする必要性があるが，

逆に，法的縛りがないので自由裁量が効き，活動が伸

びやかになるという利点がある．この点を活かして，

訪問看護ステーションと併設して拠点を作ったり，ク

リニックと併設する「町の保健室」を作るなど，安定

化の道を探りながら，新たな活動の展開を模索すべき

であろう．

4）カリキュラム改正のなかで「地域・在宅看護論」

を担当する教員の意識がどこにあるかが問われ

る．

今後，地域看護をコミュニティケアとして位置づけ

るには，教育内容の十分な検討と質の豊かさが求めら

れる．

IV．ドイツにおける看護の発展過程から学ぶ

1．なぜドイツの看護から学ぶのか

今後の地域包括ケアを支える人材の育成を考えるに

あたって，日本の現状をふまえると，どうしても解決

しておきたいテーマがある．それは「看護と介護」の

関係である．日本の介護福祉士は 1987年に社会福祉領

域の専門職として誕生したが，その専門性の本質は，

地域に暮らす人々に対して生活の自立と質の向上を目

指して行われる“生活のケア”にある．これは看護が内

包するケアの目的と完全に一致する．したがって，地

域包括ケアの実現のためは，地域看護師＝コミュニ

ティ・ナースは，介護職と“連携と協働”の世界を現在

よりも強固に創らなければならないことは明白である．

しかしながら，この連携は学問レベルでも法制度レベ

ルでも整っていない．相変わらず“看護と介護は違う”

という立場をとり続けているのが現状であろう．

実は日本の介護福祉士はその資格形成過程におい

て，ドイツの Altenpfleger/in（アルテンプレガー：女性

名詞／アルテンプレゲリン：男性名詞）をモデルにし

ているとされ，ドイツの制度に倣っている面が多かっ

た．ところが筆者が視察して得た事実から，ドイツに

は「介護福祉士」たちは存在しないことが明らかとなっ

た．ドイツでは介護福祉士ではなく“老年看護師”とし

て存在しているのだ．この事実をふまえて，ドイツの

看護教育制度から学ぶべき点を整理しておきたい．

2．ドイツの“老年看護師”の育成とその実践

ドイツの看護教育制度は目下改革の途上にあるが，

制度全体としてみると，看護師には 3種類が存在して

いる．

1）病院看護師（病院で一般患者の看護に当たるが，

最近は地域ケアにも携わる）

2）小児看護師（病院で子どもの看護に当たるが，最

近は地域ケアにも携わる）

3）老年看護師（特に地域で高齢者の看護に当たる）

入学を希望する者は，あらかじめどの領域で働く看
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護師になるかを決めて，3種類の看護学校のいずれか

に入学して資格を取得する．最近では 3資格を統合し

た資格がとれるよう大学化が進んでいるが，その卒業

生はまだ少なく基本的にはマイスター制度が色濃く残

るドイツの教育制度を踏襲している．

この中で「アルテンプレガー」は老年看護師であり，

日本が説明している介護福祉士ではない．彼らは正規

の「医療職」として活躍している．

3．日本はドイツから何を学ぶべきか

日本でコミュニティ・ナースを育成し，発展させる

ためには，ケアの担い手としてドイツにおける「老年

看護師」の存在は参考になるだろう．

対策の 1つとして，看護教育カリキュラムの「老年

看護学」の科目において，地域ケアに関する項目を強

化することである．そうすれば看護師として地域ケア

に携わる時にはその知識と技術が活きてくる．

2つ目の対策として，大学卒業の介護福祉士たちに

看護師への道を拓き，社会福祉学と看護学の知識と技

術を兼ね備えた人材として，コミュニティ・ナースの

仕事を託すことである．大卒の介護福祉士たちに欠け

ているものは，医療系の知識と実践である．この点を

強化すれば，ドイツのように優れた老年看護師を得ら

れよう．

諸外国では介護と看護は 1本の教育システムでつな

がっている．両者間には壁はなく，単位制であるため，

単位を増やして学習を積み重ねれば，ヘルパーからで

も大学院卒の看護師の資格をとることができる．これ

が「グローバル・スタンダード」である．日本も資格

制度を見直し，諸外国と同様の位置づけをすべき時が

来ているように思う．

V．イギリスにおける地域看護の発展過程

1．ナイチンゲールは公衆衛生分野の専門家だった

18世紀から 19世紀にかけてのイギリスは，産業革

命後の発展の陰で国の衛生環境は劣悪だった．こうし

た状況を改善すべく早くから公衆衛生の専門家たちが

活躍している．特にナイチンゲールとの関係でみてみ

ると，ナイチンゲールがまだ看護師として自立した人

生を歩む前の 20歳代前半において，彼女はすでに国内

外の衛生状況や病院の環境衛生などに興味を抱き，手

当たり次第に入手できる報告書や白書に目を通して学

習していた事実がある．1848年にエドウィン・チャド

ウィックによって起案された公衆衛生法について周知

もしており，またチャドウィックが編纂した大部の報

告書『大英帝国における人口集団の衛生状態に関する

報告書』にも目を通していたことも判明した．ナイチ

ンゲールは若くして公衆衛生の専門家になるべく自己

研鑽していたのである．つまりナイチンゲールはクリ

ミア戦争に従軍する前から，感染対策や貧困や不衛生

の問題に関心を抱き，自らの意見をはっきりと把持し

ていたことが判るのである．戦後にそれが数々の業績

となって表面化していく．

2．ナイチンゲールの衛生思想の発現形態

ナイチンゲールは生涯で 150点以上もの印刷文献を

書き遺した人物であるが，その代表的な書作は公衆衛

生思想が具現化されたものといってよい．以下に彼女

の衛生思想が発現している著作または論文を列記する．

①1857年：『病院覚え書』（第 1版）

 1863年：『病院覚え書』（第 3版）

 →病院の感染防止策と有効な病院設計

②1860年：『看護覚え書』

 →病院と家庭における衛生看護のあり方

③1869年：『救貧覚え書』

 →貧困者のための福祉政策

④1871年：『産院覚え書・序説』

 →産科病棟の感染防止策と有効な産院構造

⑤1876年：「貧しい病人のための看護」

 →District Nurseの創設と地域看護

⑥1893年：「病人の看護と健康を守る看護」

 →Health Missionerの創設と役割の明確化

⑦1894年：「町や村での健康教育」

 →Health Missionerの働き方と機構改革

3．“地域看護師＝ District Nurse”の創設

ナイチンゲールは“病院看護師”を育成する以前から，

District Nurse（地域看護師＝訪問看護師）の育成を考

えていた．地域で暮らす貧しい人々への第一級の看護

の提供が目的であった．

訪問看護活動はウイリアム・ラスボーンとの連携の

なかで生まれたが，ナイチンゲールの地域看護師への

期待は大きかった．彼女は貧しい人々にとって，いか

に地域看護師の存在が不可欠であるかを強調したうえ

で，地域看護師はどうあるべきか，何をすべきかを具

体的に論述している．以下にナイチンゲールの具体的

言葉を示してみよう．

・われわれは，すべての母親が健康を守る看護師と
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なり，貧しい病人はすべて自宅に地域看護師を迎

えるその日の来るのを待とう．

・究極の目的は，すべての病人を家庭で看護するこ

とである．

・地域看護師は，家庭に住み込んでひとりの患者に

付ききりで看護するのではなく，貧しい病人を自

宅に訪問して看護にあたる看護師である．

・地域看護師はまず看護しなければならない．

・地域看護師は病院看護師よりもさらに高度な学習

を積み充分な訓練を受けていなければならない．

・地域看護師は，病人だけでは解決できない衛生上

の欠陥を，保健官や関係当局へ通報しなければな

らない．

・地域看護師は彼女自身何かを与えるということは

ないが，必要なものを提供したり，実生活上の要

求に適当な措置を講じてくれたりする地方機関の

ことを知っているし，また知っていなければなら

ない．

これを読めば，ナイチンゲールの地域看護師に向け

た期待と方針がみえてくる．コミュニティのシステム

を熟知したナースが求められているのがみてとれる．

4．“保健指導員（Health Missioner）”の創設

ナイチンゲールは，上記の地域看護師とは別の職種

として新たに保健指導員（Health Missioner）を創設した．

ヘルス・ミッショナーの必要性とその役割について

は，以下の 2つの論文にまとめられている．

①Sick-Nursing and Health-Nursing（病人の看護と健

康を守る看護）1893年

②Health Teachings in Towns and Villages（町や村での

健康教育）1894年

ヘルス・ミッショナーは，後に Health Visitorとな

り，英国における「保健師」として位置づけられている．

では，ヘルス・ミッショナーはどのような役割をも

つ職種なのだろうか．以下，ナイチンゲールが示唆し

た方向性と希望について紹介する．

・われわれは，ひとつひとつの地域によく訓練され

た看護師と保健指導員とを必要とする．

・保健指導員の指導は，まず村落で講義をし，つい

でそれぞれの家庭に入り，母親との話し合いとい

う個人的な指導法が用いられる．

・保健指導員は，衛生問題に関しては協力体制をと

ることがいかに価値あるかを教える．

・全体的な状況の鍵になるのが，保健指導員になる

希望をもっている教育のある女性である．

・話をしてまわる保健指導員は，田舎家の母親たち

の多忙な生活に精通していなければならない．

保健師の先駆けとしての保健指導員は，村落の母親

にとって身近な存在であり，家と家族の健康を守るた

めに具体的な健康指導と健康教育をする職種として期

待された．ナイチンゲールは家を守る女性たちに衛生

を教え，健康的な生活の送り方について指導すること

で，社会に蔓延する感染対策を行い，特に子どもたち

の健康を守ろうとしたのである．

5．現在のイギリスの地域ケアシステム

イギリスでは，地域ケアは全て公的医療保障制度

（NHS）に位置づけられているので，病院医療と共に全

ての国民が利用可能である．

地域看護師を広くコミュニティ・ナースと呼び，コ

ミュニティ・ナースは，プライマリケアで主に地域・

在宅患者に対するサービスを提供する看護師の総称と

して使われている．

地域ケアの担い手としては，（ 1）GP（General

Practitioner）と呼ばれている家庭医が存在している．

家庭医は診療所に勤務し，入院が必要な患者には病院

を紹介する．（2）District Nurse（地区／訪問看護師）

が地域ケアの主役である．彼らの中には 診療所に配属

されると独立した診察室で診療する者も現われ，ナー

ス・プラクティショナーへとつながっている．（3）

Health Visitor（保健師）も地域ケアの重要な担い手で

ある．現在は学校看護師や産業看護師と共に，公衆衛

生専門看護師（specialist community public health nurse）

として免許登録をしており，家庭訪問をするほか，子

どもセンターなどを拠点に，妊産婦と 5歳未満の乳幼

児の健康管理と子育て支援に従事している．イギリス

において助産師は，看護師とは別の職種として独立し

ており，保健師と共同して働いている．

イギリスの医療保障制度は，短期間に新たな編成が

断行される傾向にあり，本誌ではごく最近の情報を紹

介できない点をお断りしておく．

VI．おわりに
―日本のコミュニティ・ナースのこれから―

今，わが国では保健師と訪問看護師の間にあって，

住民の健康ニーズに応えることができるコミュニティ・

ナースを，いかに養成していくかが問われている．

まずは，基礎教育においてコミュニティ・ナースの
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立ち位置を明らかにし，活動のための具体的方法を模

索することから始めなければならない．育成にはおそ

らく 2単位以上の授業計画が必要であろう．できれば，

2単位の実習も組み込みたい．

またコミュニティ・ナースのあり方は，今後，多職

種連携教育の中で学べる可能性がある（2017年度から

の厚労科研事業）．

厚生労働省は，看護師，介護福祉士，社会福祉士，

精神保健福祉士，理学療法士，作業療法士の 6資格に

ついて，その資格取得のための共通基礎課程モデルカ

リキュラムを検討している．この制度が完成すれば，

看護師の資格を有しながら，地域ケアを担う人材とし

ての知見や技術の習得が容易になることから，筆者が

目指すコミュニティ・ナースが誕生する土台が出来上

がる．多職種連携の真の姿をみることが可能となる時

代の到来に期待したい．
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新型コロナウイルス感染症に対応する保健所保健師の活動の実際
ドキュメンタリー映画「終わりの見えない闘い
―新型コロナウイルス感染症と保健所―」から

帝京平成大学
工藤恵子，髙橋郁子，猪股久美

I．はじめに

2021年の第 9回秋季教員研修会は「多様な状況下に

おける保健師教育の質保証と向上に向けて」というテー

マで開催された．昨年，この研修会を企画した時には，

新型コロナウイルス感染症が終息するであろうという

予測で，会場でドキュメンタリー映画「終わりの見え

ない闘い―新型コロナウイルス感染症と保健所―」

（ピース・クリエイト社，2021）を披露し，意見交換を

行うという計画であった．しかし予測とは大きく異な

り，研修会はコロナ禍のためオンデマンド配信で，意

見交換会のみ LIVE配信（2021年 10月 9日実施）で

あった．本稿では，研修会で紹介したドキュメンタリー

映画の場面からみた保健師活動の現状と課題，保健師

教育との関連について加筆したものである．

II．映画の概要

1．製作の経緯

2020年 3月末，新型コロナウイルス感染症の蔓延

で，本学の卒業式も中止になった．新年度はどうなる

のか先行きが見えない中，臨地実習のことも気になっ

た．そこで大学キャンパスから徒歩 15分の中野区保健

所を訪ねてみると，保健所内は混乱状態で，実習の話

などできるような状況にはなかった．実習が無理なら，

せめてこの状況を写真にして学生に見せたいと保健師

に伝えたところ「ビデオか何かできちんと記録してお

きたい」という返事があった．これが映画製作のきっ

かけである．

2．映画の内容

撮影期間は 2020年 6月から 2021年 3月で，撮影場

所の中心は中野区保健所であったが，保健所と関係す

る地域の医療機関や高齢者施設，撮影の了解を得られ

た地域住民の協力も得て訪問場面などを収録した．収

録時間は 100時間以上に及び，その記録をドキュメン

タリー映画として約 100分に編集した．

第 1波の時期と重なって撮影準備が進められたが，

実際に撮影が開始されたのは，すでに緊急事態宣言は

解除され，患者発生状況は落ち着き始めたところであっ

た．第 1波（2020年 4～5月）の状況は，保健師等が

その時の様子を振り返って語る形の映像になっている．

中野区の人口は約 33万 5千人（2020年 10月現在），

保健所は 1か所で，感染症担当を含む 7人の保健師が

配置されている．4月に入って間もなく，区役所内や

保健センターなどに分散配置されていた保健師に兼務

発令が出され，保健所に応援に行くという体制がとら

れた．

続く第 2波（2020年 7～8月）は，いわゆる「夜の

街」が話題となった．中野区は新宿区に隣接しており，

その関係者の多くは中野区内にも在住している．感染

者数は一時期，東京 23区内で最も人口の多い世田谷区

（約 91万人）に次いで，中野区が 2番目になった．ま

たこの時期には，高齢者施設や保育園などでのクラス

ターも多く発生した．

第 3波（2020年 11月～2021年 1月）は感染者が急

増し，自宅療養している陽性者の病状が悪化し，入院

先の医療機関を探すことに苦慮する場面がある．

撮影は第 4波が始まろうとしていた 2021年 3月で終

了している．年度末，研修会を兼ねて保健師が集まり，

1年間の振り返りをする場面が最後になっている．

III．映画にみる保健師活動

1．地域住民に向き合う保健師の姿勢

映画の冒頭は，朝のミーティングの場面で，続いて

電話で対応する保健師の映像が重なる．保健師が電話

で陽性を告知した患者や家族などの相談を受けたり，

聞き取り調査を行ったりする場面が随所に出てくる．

中には調査を拒否する事例や，家族や職場には自分が
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陽性であることを伝えられないという事例もある．そ

のような事例に，保健師も悩んだり，迷ったりしなが

ら対応している．担当する保健師はベテランばかりで

はない．多くはまだ経験の浅い若手の保健師である．

保健師の丁寧な対応に感動したというコメントが，映

画を観た学生のみならず，一般住民からも多く寄せら

れた．マスコミ等で行政の対応が問題であるという報

道が多々あったが，地域住民と向き合う保健師の基本

的な姿勢は，コロナ禍にあっても変わらないであろう．

映像は，このことを再確認するものとなった．

2．家庭訪問

保健師の地区活動は，当然のことながら所内に限定

されるものではない．感染症対策における保健師の活

動の多くは保健所の外で行われるものであり，実際に

保健師等が積極的疫学調査などで現場に出向いてい

る．しかしながら，この場面をタイムリーに撮影する

ということは困難だった．感染症の発生は対象者にとっ

ては突然のことであり，混乱状態の中にある．そこに

第三者である撮影スタッフが関わることの合意を得る

ことは難しかった．その時の状況を振り返る形で，高

齢者施設のスタッフや家族等が，インタビューに応じ

る形で登場してはいるが，できれば保健師の家庭訪問

の場面を収録したいと考えた．結果として唯一，映画

の中に収録されているのは結核患者の DOTSとしての

家庭訪問場面である．担当保健師が定期的に訪問して

いたケースの協力によるものであった．コロナ禍にお

いて人との接触を極力避けるということで，電話，オ

ンライン会議やオンライン診療，メールなどのソーシャ

ルメディアの活用など，これらのツールの活用に拍車

がかかった．しかし，そのようなときであるからこそ，

保健師の活動の中で人と会うこと，訪ねていくことの

重要性を改めて問いたい．

3．分散配置とジョブローテーション

映画の初めの方に，新型コロナウイルス感染症に保

健所の保健師だけでは対応しきれず，他の部署に分散

配置されている保健師 56名に兼務が発令されたという

説明がある．映画の中にも，様々な所属の肩書の保健

師が登場する．混乱状態の保健所に応援としてやって

きた保健師が，「無我夢中だった，大変だったけど大変

とも思えなかった」「衝撃的な映像で，すごい緊張状態

が続いた」など，その時の状況を振り返っての発言す

る場面がある．

保健師の分散配置は以前から議論されてきたことで

ある．特に特別区は，政令市や保健所設置市と同様，

都道府県の保健所業務と市町村のヘルスに関する業務

をすべて担っている．保健師の所属は同じ自治体では

あるが，配属される部署は保健所，保健センターにと

どまらず，多岐にわたっている．新任期のみならず，

中堅期の保健師であっても，感染症対策の業務が未経

験であるものもいた．保健師のキャリアアップには，

ジョブローテーションも重要であるとされている（厚

生労働省，2016）．しかし多数の部署に配置されている

現状で，どのようなローテーションが可能であるのか

を検討していかなくてはならない．

なお，保健師を含む保健所職員等のメンタルヘルス

ケアは非常に重要な課題ではあるが，他の機会に譲る

こととし，ここでは言及しないことにする．

IV．保健師教育への課題

2020年，コロナ禍で臨地実習が困難な中，東京都特

別区では保健師の実習を最低でも 3日は受け入れると

いうことを決めた．本学の実習はちょうど第 2波と重

なったが，中野区との協議で 3日間の実習の中の 1日

を保健所で行った．その一部は映画の一場面として収

録されている．臨地でのオリエンテーション等，実習

の一部は教員が担った．実習場所も保健所内に限定さ

れ，短い時間で十分な実習であったとはいえない．そ

れでも，電話相談を行う保健師の隣で，相談の内容を

聞きながら体験できる実習は貴重であった．コロナ禍

の影響が続くであろうこれから先の臨地実習を最大限

効果的に行う工夫は，今後の課題である．

基礎教育を終えて卒業を迎え，国家試験に合格すれ

ば，4月からは新人保健師として現場で働くことにな

る．卒業後の現任教育は，現状では職場の OJTと，一

部は Off-JTによって実施されている．学生から新人保

健師になり，個々の保健師にとっては基礎教育と現任

教育は連続したものであるが，教育する機関は異なる．

先に述べたジョブローテーションの課題とも関連し，

現任教育を見据えた基礎教育のあり方，あるいは基礎

教育から現任教育への連続性は，臨地実習の機会が十

分に得られなかったコロナ禍の時期のみではなく，こ

れから継続して考えていかなくてはならないことであ

ろう．

加えて，コロナ禍で保健所は，多くの業務委託や人

材派遣会社からの派遣看護師の活用を必要に迫られて

取り入れてきた．しかし，保健師の業務の何を委託し
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て，どのようなことなら派遣職員が担うことが可能な

のか，このような体制が保健所機能強化につながって

いるのかの検討は必要である．

人材派遣と関連し，第 5波の時には，教員も含め，

保健師等の資格をもつ人材を登録するようにという依

頼があった（厚生労働省，2020）．看護教育に携わる教

員は多忙である．コロナ禍では所属教育機関内の感染

予防対策や，職場によってはワクチンの職域接種など

も担わなくてはならない．保健師として地域で何かで

きることはないのかという気持ちはありつつも，教員

として，所属機関の一員として業務もある．教員が人

材バンクに登録しても，どれだけ実働が可能であるの

かは疑問が残る．もし教育と並行して現場の実務を担

うことが必要となり，それが有効であるのなら，根本

的な体制の構築を図ることが不可欠である．

V．おわりに

映画製作には多くのスタッフが関わる．監督やカメ

ラ，音声などの撮影スタッフ，音楽や編集などの技術

スタッフなど，いずれも作品となった映画の中には一

切登場しない．改めて，一つの作品が，これらプロ

フェッショナルの仕事の集大成なのだということを

知った．この映画が，これからの保健師活動や保健師

教育について考える一つの素材となることを期待する．

そして映画製作には多大な資金が必要である．全国

保健師教育機関協議会，そして会員校のみなさんのご

協力で映画が完成したことについて，感謝の念に堪え

ない．
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事業報告

保健師教育評価の指標（改正版）
全国保健師教育協議会版（2020）について

教育課程委員会（2020 年度）
岩本里織（神戸市看護大学），
滝澤寛子（京都看護大学大学院），
平野美千代（北海道大学），
大木幸子（杏林大学），

下山田鮎美（東北福祉大学），
橋本文子（徳島文理大学），
波田弥生（兵庫医療大学），
松原三智子（北海道科学大学），
入野了士（愛媛県立医療技術大学），

佐伯和子（北海道大学），
鈴木美和（三育大学）

I．はじめに

現在，保健師教育は，大学院修士課程，学部での全

員必修の課程，学部での選択制課程，大学・短大専攻

科，保健師看護師統合カリキュラム校での課程，専修

学校など多様な教育課程により行われています．どの

ような教育課程においても，一定水準以上の保健師と

しての基礎的な知識の修得と能力の育成が求められて

おり，それを保証することが，全国保健師教育機関協

議会の務めでもあります．

全国保健師教育機関協議会では，2014年「保健師教

育におけるミニマム・リクワイアメンツ全国保健師教

育機関協議会版（2014）」を作成しました（一般社団法

人全国保健師教育機関協議会保健師教育検討委員会，

2014）．ミニマム・リクワイアメント（以下，MR2014）

とは，卒業時までに全学生が必ず習得する最低限の技

術のことを指します．この MR2014は，厚生労働省の

示した「保健師に求められる実践能力と卒業時の到達

目標と到達度」（厚生労働省，2010）が基になっていま

す．さらに，2016年には MR2014に基づく，保健師教

育の評価ツールの開発を目的に「保健師教育における

ミニマム・リクワイアメンツ全国保健師教育機関協議

会コンパクト版（2016）―保健師教育の継続的評価の

ために―」の報告書にまとめました．その後，教育の

評価指標であることが明示的になるように，この呼称

を変更し，MR2014に基づく保健師教育の質を評価す

るために用いるものとして作成したものが「保健師教

育評価の指標 全国保健師教育機関協議会版（2016）」

（教育検討委員会，2017）です．これは，MR2014の中

項目の習得を達成するために中核と考えられる小項目

を選定し，それらの小項目を代表する行動目標を教育

評価項目として抽出したものです．そのため，この保

健師教育評価の指標を用いることにより，MR2014の

達成状況を簡便に評価することができます．

2020年には厚生労働省は保健師助産師看護師学校養

成所指定規則を改正し（厚生労働省，2020），それによ

り保健師カリキュラムも改正されました．さらに「保

健師に求められる実践能力と卒業時の到達目標と到達

度」についても改正が行われました（厚生労働省，

2019）．そこで，教育課程委員会においては，今回の保

健師助産師看護師学校養成所指定規則および「保健師

に求められる実践能力と卒業時の到達目標と到達度」

の改正に対応させるために「保健師教育評価の指標 全

国保健師教育機関協議会版（2016）」も改正し，2020

年「保健師教育評価の指標（改正版）全国保健師教育

機関協議会版（2020）」を作成しました．
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II．活動内容

1．「保健師教育評価の指標（改正版）（2020）」の改正

方法について

（1）保健師助産師看護師学校養成所指定規則改正に

伴う保健師教育課程カリキュラムの改正で重視された

内容に合わせて，保健師教育評価の指標の評価項目の

文言や項目の追加および修正を行いました．

（2）「保健師に求められる実践能力と卒業時の技術到

達目標と到達度」の項目や卒業時の到達レベルの改正

に応じて，保健師教育評価の指標の評価項目について，

項目の追加，および到達度の修正を行いました．なお，

到達度の修正や新たな項目の追加については，MR2014

の行動目標を参考にしました．

（3）（1）（2）については，全国保健師教育機関協議

会教育課程委員会委員で検討し「保健師教育評価の指

標（改正版）全国保健師教育機関協議会版（2020）改

正案）（以下，保健師教育評価の指標改正案）を作成し

ました．

（4）保健師教育評価の指標改正案の妥当性を検討す

るために，全国保健師教育機関協議会会員校への

Survey Monkeyを活用したオンライン調査を 2020年 8

月末から 9月に実施しました．オンライン調査の内容

は，①回答者の属性（所属の保健師教育課程，職位），

②保健師教育評価の指標改正案（62項目）について

は，「妥当である」「概ね妥当である」「概ね妥当である

が修正が必要」「不要である」の 4択での回答とし，「概

ね妥当であるが修正が必要」「不要である」の回答につ

いては，自由記載で修正案やその理由についての回答

を得ました．また評価指標の卒業時に求められる到達

度について，I 少しの助言で自立して実施できる，II

指導の下で実施できる，III 学内演習で実施できる，IV

知識として分かる，の 4選択肢から回答を得ました．

さらに保健師教育評価の指標の活用状況を把握するた

めに，「保健師教育の評価指標」の使用状況，保健師教

育内容の評価として使用している指標について問いま

した．

III．オンライン調査の結果

1．回答率と回答者の属性（表 1）

会員校 218校のうち 63校から回答を得，有効回答

60校（有効回答率 45.9%）を分析対象としました．回

答者の属性は，教授 38 人（63.3%），准教授 10 人

（16.7%）でした．回答者が所属する保健師教育機関の

教育方法は，学部での選択制（人数制限あり）が最も

多く 38 校（63.3%）で，次いで大学院 8 校（13.3%）

でした．

2．保健師教育の評価指標の活用方法について（表 2）

（1）「保健師教育の評価指標全国保健師教育機関協議

会版（2016）」の活用方法について問うたところ，最も

多かったのが「本指標を知っているが，教育評価とし

て活用していない」33人（55.0%）でした．活用の方

法は，「最終学年に 1度評価を行い，教育の改善に役立

てている」8人（13.3%），「実習前後で評価を行い，教

育の改善に役立てている」7人（11.7%），「学年毎に段

階的評価を行い，教育の改善に役立てている」4 人

（6.7%）でした．それ以外の方法で活用している者が

8人（13.3%）あり，「講義・演習・実習の評価指標と

して一部は使用したり参考にしている」や「カリキュ

ラムやシラバスの策定時に参考にしている」などがあ

りました．

（2）保健師教育内容の評価として用いている指標

（表3）

保健師教育内容の指標として用いている指標を複数

回答で問うたところ，最も多いのが「保健師教育の技

術項目の卒業時の到達度」36人（60.0%），次いで「自

校で独自に作成した学習目標等」32人（53.3%），「保

健師教育の評価指標全国保健師教育機関協議会版

（2016）」20人（33.3%）でした．その他の指標を用い

ていたものには，「保健師教育におけるミニマム・リク

ワイアメンツ全保協 2014年版」「公衆衛生看護学教育

モデル・コア・カリキュラム」の回答がありました．

表 1 回答者の保健師教育体制と職位

n %

回答者のご所属の教育体制
大学院 8 13.3%

大学専攻科 0 0.0%

大学選択制（人数制限あり） 38 63.3%

大学選択制（人数制限なし） 2 3.3%

全員履修 1 1.7%

専修学校・短期大学 2 3.3%

無回答 9 15.0%

回答者の職位
教授 38 63.3%

准教授 10 16.7%

講師 6 10.0%

助教・助手 5 8.3%

その他 1 1.7%

事業報告
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3．保健師教育の評価指標案の妥当性について

（1）保健師教育評価の指標改正案の小項目に関する

意見（表 4）

会員校の回答結果から，保健師教育の評価指標の各

項目について「妥当である」「概ね妥当である」の割合

を算出しました．「妥当である」「概ね妥当である」が

9割以上のものは，項目として妥当であると判断し，

そのまま採用しました．8割以上 9割未満が 14項目あ

り，これらの項目については修正意見の記載内容を参

考に教育課程委員で修正の必要性や修正案を検討しま

した．「妥当である」「概ね妥当である」が 8割未満の

項目はありませんでした．

（2）保健師教育評価の指標の卒業時の到達度レベル

の意見（表 4）

保健師教育評価の指標の卒業時の到達度レベルに対

する意見については，委員会で検討した到達度レベル

案と回答者の回答した到達度とを比較しました．回答

者が回答した到達度レベルの割合が最も多いものが，

委員会の到達度案と同様であるものは，そのまま採用

しました．回答者の回答割合が最も多い到達レベルと

委員会案が異なる項目が 8項目ありました．これらの

項目は，委員会内で現状の教育内容や「保健師に求め

られる実践能力と卒業時の到達目標と到達度」および

カリキュラム改正の方向性を考慮して，修正の必要性

を検討しました．

検討の結果，最終的に完成したのが「保健師教育評

価の指標　全国保健師教育機関協議会修正版（2020）」

です（表 5）．

IV．「保健師教育評価の指標 全国保健師教育
機関協議会修正版（2020）」の活用方法の

提案について

杉森らは，教育評価とは「教育の目的・目標を基準

として学生の知識・技術・態度を調べ，あるいは測定

した結果などの様々な条件を含めた上，総合的に価値

決定を行うこと」と定義し，教育評価の意義を，「教育

目標の実現を目指して行われる教育活動に関する決定

にあたって，必要な資料を収集し，整理して，それら

をフィードバックする手続きである」と述べています．

したがって，全国保健師教育機関が推奨する保健師教

表 2 「保健師教育の評価指標全国保健師教育機関協議会版（2016）」の活用方法

n %

1．自校の保健師教育の評価のために，学年毎に段階的評価を行い，教育の改善に役立てている 4 6.7%

2．自校の保健師教育の評価のために，最終学年に 1度評価を行い，教育の改善に役立てている 8 13.3%

3．自校の保健師教育の評価のために，実習前後で評価を行い，教育の改善に役立てている 7 11.7%

4．自校の保健師教育の評価のために活用しているが，上記以外の活用方法をしている（自由記載に内容を記載） 8 13.3%

5．本指標を知っているが，教育評価として活用していない 33 55.0%

6．本指標自体を知らない 0 0.0%

上記 4の活用方法の自由記載の内容
・講義・演習・実習の評価指標として一部は使用し，一部は参考にしている/実習，演習目標の参考としている．
・カリキュラムやシラバスの策定時に参考にしている/カリキュラム改訂時に教育内容の評価として使用している．
・実習前後というよりも，実習の目的や評価として評価表の文言に活用し，実習成績評価に活用している．しかし，臨地の実習指導
者（保健師）からは，貴学の実習到達目標は，目標が高すぎる，現任教育でも新人にこのような高いレベルは求めていないという指
摘を受けている．そこで，実習評価表の文言を変えて，目標の表現を下げることに苦戦して活用するに至っている．

表 3 保健師教育内容の評価として用いている指標（複数回答）

n %

1．保健師教育の評価指標（全国保健師教育機関協議会版　2016） 20 33.3%

2．保健師教育の技術項目の卒業時の到達度 36 60.0%

3．自校で独自に作成した学習目標等 32 53.3%

4．教育内容の評価は行っていない 1 1.7%

5．その他 5 8.3%

合計 94

上記 5その他の記載内容
・保健師教育におけるミニマムリクワイアメンツ全保協 2014年版
・日頃の教育内容について，特に今は新カリキュラムを考えるに至って 2017年の公
衆衛生看護学教育モデル・コア・カリキュラムについても再度振り返ってみています．
・保健師に求められる実践能力と卒業時の到達目標と到達度

（ 13 ）



表 4 保健師教育評価指標改正案に関する調査結果
タキソノミー　　●認知領域，■情意領域　★精神運動領域
到達度レベル　　I：少しの助言で自立して実施できる／II：指導の下で実施できる／III：学内演習で実施できる／IV：知識として分かる

大
項
目

個
人
/
家
族 

集
団
/
地
域

中項目 小項目（案）

タ
キ
ソ
ノ
ミ
ー

小項目案の
「妥当である」・
「概ね妥当で
ある」の
回答割合

到
達
度
（
案
）

卒業時の到達度レベルの意見

委員会検討後の修正内容
到
達
度
Ⅰ
%

到
達
度
Ⅱ
%

到
達
度
Ⅲ
%

到
達
度
Ⅳ
%

無
回
答
%

Ⅰ．地域の健康課題の明確化と計画・立案する能力

１
．
地
域
の
健
康
課
題
を
明
ら
か
に
し
，
解
決
・
改
善
策
を
計
画
・
立
案
す
る

個
人
/
家
族

A．地域の人々の
生活と健康を多角
的・継続的・包括
的にアセスメントす
る

(1)自然環境，生活環境，社会文化的な情報，対象者
の病態，発達課題の情報に基づき個人 /家族をアセスメ
ントできる．

● 95.0% Ⅰ 66.7% 25.0% 5.0% 0.0% 3.3%

(2)観察や面接，測定など直接的な関わりによって得た
情報に基づき，個人 /家族が自らの健康課題をどのよう
に捉えているのかをアセスメントできる．

● 95.0% Ⅰ 68.3% 21.7% 6.7% 0.0% 3.3%

B．地域の顕在的，
潜在的健康課題を
明確にする

(3)健康課題をもちながら自ら表出しない，表出できない個
人 /家族の予防的，潜在的課題を，地域的・社会文化
的背景や過去の対処行動，健康意識の視点から分析で
きる．

● 91.7% Ⅰ 55.0% 31.7% 8.3% 1.7% 3.3%

(4)個人 /家族の持つ健康課題を解決・改善し健康増
進する能力をアセスメントできる． ● 98.3% Ⅰ 65.0% 23.3% 8.3% 0.0% 3.3%

C．地域の健康課
題に対する活動を
計画・立案する

(5)個人 /家族の健康課題の優先度について，緊急性，
重要性，実現可能性，公平性などから多角的に判断できる．● 95.0% Ⅰ 50.0% 35.0% 8.3% 3.3% 3.3%

(6)健康課題解決・改善のための具体的な目的・目標を
個人 /家族とともに設定し，目標達成するための支援方
法を具体的に提示できる．

● 95.0% Ⅰ 45.0% 38.3% 10.0% 3.3% 3.3%

(7)個人 /家族の健康課題に応じて，地域の社会資源
や地域住民との交流等を活用した具体的な支援計画を
立案できる．

● 95.0% Ⅰ 43.3% 38.3% 11.7% 3.3% 3.3%

集
団
/
地
域

A．地域の人々の
生活と健康を多角
的・継続的・包括
的にアセスメントす
る

(8)地域の人々の身体的・精神的な健康状態を，収集し
た情報に基づきアセスメントできる． ● 95.0% Ⅰ 60.0% 31.7% 6.7% 0.0% 1.7%

(9)地域の人 が々活用できる社会資源について，既存資
料，地区踏査，地域の人 と々の面談，地区活動などの
情報に基づきアセスメントできる．

● 98.3% Ⅰ 56.7% 33.3% 8.3% 0.0% 1.7%

(10)自然環境や社会環境，社会文化的背景が，地域
集団（自治体，地区 /小地域，学校，事業場）に属す
る人々の生活や健康へ与える影響をアセスメントできる．

● 95.0% Ⅰ 53.3% 36.7% 8.3% 0.0% 1.7%

(11)個人・家族のアセスメント結果と地区踏査，既存資
料，関係者や住民インタビューから得た地区の情報を統
合し分析できる．

● 98.3% Ⅰ 51.7% 40.0% 6.7% 0.0% 1.7%

B．地域の顕在的，
潜在的健康課題を
明確にする

(12)収集した情報の分析結果から，顕在化している健康
課題を明らかにできる． ● 96.7% Ⅰ 53.3% 38.3% 6.7% 0.0% 1.7%

(13)収集した情報の分析結果から，潜在化している健康
課題の有無を判断できる． ● 93.3% Ⅰ 48.3% 40.0% 8.3% 0.0% 3.3%

(14)地域（自治体，地区 /小地域，学校，事業場）で，
健康づくりに関わる地区組織の数や活動内容，行政と
の協働の状況など多角的な視点から地域の人々の持つ力
（健康課題に気づき，解決・改善，健康増進する力）を
見出すことがきる．

● 96.7% Ⅰ 45.0% 41.7% 8.3% 3.3% 1.7%

C．地域の健康課
題に対する活動を
計画・立案する

(15)集団・地域の健康増進能力を高めるための支援目
的・目標を設定し，活動計画を立案できる． ★ 95.0% Ⅰ 40.0% 43.3%43.3% 11.7% 3.3% 1.7%

Ⅱが僅差で多かったが，現状の
教育内容を加味し到達度Ⅰのま
まにした

Ⅱ．地域の健康増進能力を高める個人・家族・集団・組織への継続的支援と協働・組織活動及び評価する能力

２
．
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
き
，
地
域
の
人
々
・
関
係
者
・
関
係
機
関
等
と
協
働
し
て
，

健
康
課
題
を
解
決
・
改
善
し
，
健
康
増
進
能
力
を
高
め
る

個
人
/
家
族

D．活動を展開する

(16)個人 /家族の生活様式，行動様式，経済状況，習慣，
価値観など生活に配慮した支援計画の立案，支援ができ
る．

★ 90.0% Ⅱ 36.7% 53.3% 8.3% 0.0% 1.7%

(17)個人 /家族の健康課題に応じた保健指導（健康
教育・健康相談・家庭訪問）を実施できる． ★ 96.7% Ⅱ 26.7% 60.0% 11.7% 0.0% 1.7%

(18)個人 /家族の健康課題解決のために，個別支援と
集団的・組織的アプローチを組み合わせて活用できる． ★ 98.3% Ⅱ 16.7% 65.0% 13.3% 3.3% 1.7%

E．地域の人々・
関係者・関係機関
等と協働する

(19)個人 /家族の支援の際に，協働する地域の人 ・々
関係者・機関の人と信頼関係が保てるように情報交換
ができる．

★ 86.7% Ⅱ 20.0% 60.0% 15.0% 3.3% 1.7%

「個人 /家族の支援の際に，
協働する地域の人 ・々関係者・
機関の人とお互いの立場を尊
重し信頼関係を築くことができ
る」に修正した

(20)個人 /家族の支援の際に，協働する地域の人 ・々
関係者・機関の人と，相互の役割を認識し，連携・協働
できる．

★ 91.7% Ⅱ 15.0% 60.0% 15.0% 8.3% 1.7%

F．活動を評価・フォ
ローアップする

(21)個人 /家族の支援の際に，評価結果を生かした次
回の支援計画を立案できる． ★ 96.7% Ⅰ 51.7% 35.0% 8.3% 3.3% 1.7%

(22）評価結果からその後の継続的な関わりが必要な対
象を抽出できる． ● 95.0% Ⅱ 16.7% 68.3% 10.0% 3.3% 1.7%

集
団
/
地
域

D．活動を展開する

(23)地域の人 と々コミュニケーションを取りながら，人 が々
主体的に意思決定できるよう支持的な立場で支援できる．● 91.7% Ⅲ 15.0% 46.7% 30.0% 6.7% 1.7%

(24)個人 /家族と組織的アプローチ等を組み合わせた
活動を取り上げ，支援方法を分析できる． ● 86.7% Ⅱ 18.3% 56.7% 16.7% 6.7% 1.7%

「個人 /家族と組織的アプロー
チ等を組み合わせた活動を取り
上げ，支援方法を考えることが
できる」に修正した

E．地域の人々・
関係者・関係機関
等と協働する

(25)健康課題の解決のため，保健師が協働する地域の
キーパーソンや関係者とコミュニケーションをとりながら信
頼関係を構築することができる．

★ 91.7% Ⅱ 10.0% 58.3% 18.3% 11.7% 1.7%

F．活動を評価・フォ
ローアップする

(26)活動の評価結果に基づき，その後の集団 /地域の
活動の継続やスクラップビルドの必要性について示すこと
ができる．

● 80.0% Ⅲ 5.0% 36.7%36.7% 36.7%36.7% 20.0% 1.7% ⅡとⅢが同一％であったが，原案どおりのレベルⅢのままとした

事業報告

（ 14 ）



表 4 （続き）
Ⅲ．地域の健康危機管理能力

３
．
地
域
の
健
康
危
機
管
理
を
行
う

個
人
/
家
族

G．平時から健康
危機管理体制を整
える

(27)特定の個人 /家族に生じる健康危機（虐待，DV
など）の背景，発生機序，支援にあたっての問題・課題
を分析し，発生予防・減災対策の教育活動を行える．

★ 83.3% Ⅱ 5.0% 45.0% 33.3% 13.3% 3.3%
レベルが高いという意見が多
かったが，到達度は妥当なので，
このままとした

H．健康危機の発
生に対応する

(28)健康危機（虐待，DVなど）発生時に個人，家族
の情報交換を迅速に行える体制（関係者・機関，情報
の授受の方法，共有する情報等）を整え対応できる．

● 83.3% Ⅲ 1.7% 18.3% 58.3% 20.0% 1.7%
レベルが高いという意見が多
かったが，到達度は妥当なので，
このままとした

I．健康危機からの
回復に対応する

(29)特定の個人 /家族の健康危機（虐待，DVなど）
への対応と管理体制を評価し，課題への対応策を計画
できる．

● 90.0% Ⅳ 1.7% 25.0% 33.3% 38.3% 1.7%

集
団
/
地
域

G．平時から健康
危機管理体制を整
える

(30)感染症による健康危機発生時に備えた集団，地域
への平常時の対応策（健康危機の発生防止，健康危
機発生時に備えた準備）を提案できる．

● 91.7% Ⅲ 5.0% 26.7% 46.7% 20.0% 1.7%

(31)災害による健康危機発生時に備えた集団，地域へ
の平常時の対応策（健康危機の発生防止，健康危機
発生時に備えた準備）を提案できる．

● 91.7% Ⅲ 6.7% 26.7% 40.0% 25.0% 1.7%

H．健康危機の発
生に対応する

(32)集団 /地域で発生した健康危機（感染症）の原因
を分析し，解決・改善・予防策を立案できる． ● 91.7% Ⅲ 3.3% 21.7% 50.0% 23.3% 1.7%

(33)健康危機（災害）発生時に，集団，地域の中で被
害が拡大する要因を検討し，被害の拡大を防止する方法
を提案できる．

● 91.7% Ⅲ 3.3% 21.7% 46.7% 26.7% 1.7%

(34)特定の集団 /地域の健康危機（感染症）を支援
するチームとなる関係者・機関との連絡調整を実施できる．● 85.0% Ⅲ 1.7% 11.7% 50.0% 35.0% 1.7%

レベルが高いという意見が多
かったが，到達度は妥当なので，
このままとした

(35)特定の集団 /地域の健康危機（災害）を支援する
チームとなる関係者・機関との連絡調整を実施できる． ● 85.0% Ⅲ 1.7% 11.7% 45.0% 40.0% 1.7%

レベルが高いという意見が多
かったが，到達度は妥当なので，
このままとした

I．健康危機からの
回復期に対応する

(36)健康危機の発生に伴って生じる集団 /地域の健康
課題の内容，時期に応じた対策を計画できる． ● 93.3% Ⅲ 6.7% 13.3% 48.3% 30.0% 1.7%

(37)健康危機（災害）発生からのコミュニティの再構築
に向けた支援を計画できる． ● 93.3% Ⅲ 6.7% 11.7% 46.7% 33.3% 1.7%

Ⅳ．地域の健康水準を高める事業化・施策化・社会資源開発・システム化する能力

４
．
地
域
の
人
々
の
健
康
を
保
障
す
る
た
め
に
，

公
平
・
公
正
に
制
度
や
資
源
を
管
理
・
開
発
す
る

J．事業化する

(38)地域の人々の特性 ･ニーズ，健康課題にかかわる
情報収集・分析から，法令や組織の方針・計画との整
合性を踏まえて事業を立案できる．

● 91.7% Ⅲ 3.3% 33.3% 56.7% 5.0% 1.7%

(39)（地方自治体における）予算のしくみを理解し，根拠
に基づき予算案を作成できる． ● 91.7% Ⅳ 0.0% 15.0% 43.3%43.3% 40.0% 1.7% Ⅲの意見が多かったが，僅差なので，Ⅳとした
(40)事業をストラクチャー・プロセス・アウトカムの観点か
ら評価し成果を説明できる． ● 96.7% Ⅲ 3.3% 18.3% 58.3% 18.3% 1.7%

K．施策化する

(41)必要な情報を収集し施策化の必要性を明確にでき
る． ★ 93.3% Ⅰ 20.0% 36.7%36.7% 25.0% 16.7% 1.7%

レベルⅡが多かったものの，カリ
キュラム改正の方向性を加味し
Ⅰのままとした

(42)施策化の必要性を伝えるために関係する部署・機
関と協議・交渉できる． ● 86.7% Ⅲ 0.0% 11.7% 48.3% 38.3% 1.7%

レベルが高いという意見が多
かったが，到達度は妥当なので，
このままとした

L．社会資源を活
用・開発・管理す
る

(43)特定の地域の健康課題を解決するために活用でき
るフォーマル・インフォーマルな社会資源の利用上の問題
を分析できる．

● 93.3% Ⅰ 23.3% 30.0% 31.7%31.7% 13.3% 1.7% 到達度Ⅱが多かったため，Ⅱへ
変更した

(44)地域における既存の資源を活用したり，新たな社会
資源を開発できる． ● 81.7% Ⅲ 1.7% 18.3% 50.0% 28.3% 1.7%

「地域の既存の資源をアセス
メントし，新たな社会資源を開
発できる」に修正した

(45)健康課題にかかわる社会資源が機能しているか継
続的に評価・改善できる． ● 83.3% Ⅲ 3.3% 13.3% 46.7% 35.0% 1.7%

M．ケアシステムを
構築する

(46)健康課題の解決のために，システムを構成する関係
者・関係機関が，どのような役割・機能を担っているか現
状を分析できる．

● 91.7% Ⅲ 3.3% 30.0% 45.0% 20.0% 1.7%

(47)関係機関や地域の人 と々協働して地域ケアシステム
を構築できる． ● 83.3% Ⅲ 1.7% 6.7% 55.0% 35.0% 1.7%

Ⅴ．専門的な自律と継続的な質の向上能力

５
．
保
健
・
医
療
・
福
祉
及
び
社
会
に
関
す
る
最
新
の
知
識
・

技
術
を
主
体
的
・
継
続
的
に
学
び
，
実
践
の
質
を
向
上
さ
せ
る

N．倫理的課題に
対応する

(48)地域の人々の生命・健康，人間としての尊厳と権利
を擁護できる． ★ 93.3% Ⅰ 53.3% 25.0% 13.3% 6.7% 1.7%

(49)保健師活動の基本理念としての社会的正義・公正
に基づき支援ができる． ★ 93.3% Ⅱ 35.0% 43.3% 11.7% 8.3% 1.7%

O．研究の成果を
活用する

(50)研究成果を健康教育や健康相談など実習場面での
公衆衛生看護活動に活用できる． ★ 88.3% Ⅱ 15.0% 58.3% 11.7% 13.3% 1.7%

「研究成果を健康教育や健康
相談など実践場面での公衆衛
生看護活動に活用できる」に
修正した

(51)地域住民の健康や生活の向上において，保健師
活動の研究・開発を行うことができる． ● 88.3% Ⅳ 5.0% 33.3% 18.3% 41.7% 1.7%

「地域住民の健康や生活の質
の向上において，保健師活動
の研究・開発を行うことができ
る」に修正した

P．継続的に学ぶ

(52)保健医療福祉の専門職に必要な社会情勢・知識・
技術について，自ら進んで自己学習を継続できる． ★ 91.7% Ⅰ 65.0% 18.3% 5.0% 8.3% 3.3%

(53)組織としての人材育成方策を理解し，活用すること
ができる． ● 86.7% Ⅳ 15.0% 26.7% 11.7% 43.3% 3.3%

「組織としての人材育成方策を
理解し，自己研鑽に活用するこ
とができる」に修正した

Q．保健師としての
責任を果たす

(54)保健師として活動するための自己の課題を明示でき
る． ★ 91.7% Ⅰ 50.0% 33.3% 8.3% 5.0% 3.3%
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育の目的・目標や各保健師教育機関が設定する保健師

教育の目的・目標が達成しているかどうかを総合的に

判断していくことは，教育活動の改善を行う上で重要

と考えます．教育評価を行うことは，質の高い保健師

教育の実施に向けて不可欠です．

教育評価には，Bloom B.S.による診断的評価，形成的

評価，総括的評価があります（Bloom et al., 1971）．診

断的評価は，単元の学習などに先立って行うもので，

学習者の能力・適性，単元目標の事前の到達度，単元

学習に必要不可欠な先行学力などの測定を行うもので

す．形成的評価は，教育活動進行中に，目指した方向

に学習過程が進んでいることを確認し，その結果に基

づき，必要に応じて，教育活動を修正，改善するもの

です．総括的評価は，教育活動の終了時に行われる事

後評価となるもので，教育目標に達成したことを確認

するために重要なものです．

今回改正した保健師教育評価の指標（改正版）

（2020）は，各教育機関の活用目的によって多様な使用

方法ができると考えます．例えば，卒業時に評価する

ことにより，総括的評価として用いることが可能であ

り，教育目標に到達しているかどうかを確認すること

ができます．その結果をもとに，教育者は次年度の教

育内容や方法の改善を検討することができると考えま

す．

また，学年進行中に測定することで，形成的評価と

して用いることができます．例えば，各学年の前期，

後期の科目修了後に本評価指標を用い評価すること

で，目的とした学生の学習が段階的に進行しているか

を確認することができます．さらに学習が不足してい

る点は，補足・強化することができます．また，教育

評価の指標は，MR2014に基づき作成したものであり，

目的・目標が達成されていない項目は，MR2014に立

ち戻り関連する行動目標や小項目，中項目を見直し，

それらを含めた教育内容・方法の改善を検討していた

だくとよいと考えます．

ここ 1，2年においては，Covid-19感染拡大が保健師

教育にも影響を及ぼしており，平常時には実施されて

いた臨地実習の短縮化や，対面での講義・演習の機会

の制限がなされています．このような状況が学生の卒

業時の学習到達状況にも影響を及ぼしていることが危

惧されます．毎年，同一評価指標を用い教育評価を行

うことは，現在の Covid-19の教育影響のような不測の

状況下における学習影響を評価できるものとなると考

えます．

さらに全国保健師教育機関協議会や各ブロックなど

で，本教育評価の指標を用いた評価を行い集約するこ

とで，全国的な保健師教育の状況を把握することがで

き，次期の保健師助産師看護師学校養成所指定規則改

正に向けて，国へ提言していく材料ともなると考えて

おります．

2018年に日本看護学教育評価機構が設立されるなど

（日本看護学教育評価機構，2021），それぞれの専門職

の教育の質を担保する動きがあります．全国保健師教

育機関協議会においても，保健師教育の質を保証する

機関の必要性の有無について検討を進めているところ

です．このような中，全国保健師教育機関協議会によ

る保健師教育評価の指標を作成することは，どのよう

な教育機関においても一定水準の教育を保証する仕組

表 4 （続き）
Ⅵ．公衆衛生看護の対象と活動の場に応じた対象別実践能力

６
．
地
域
で
生
活
す
る
人
々
の
健
康
の
維
持
増
進
と
予
防
を
行
う

公
衆
衛
生
看
護
に
必
要
な
実
践
能
力
と
応
用
力
を
養
う

母子保健活動
(55)乳幼児および保育者の健康課題を解決するため，
対応力，発達段階を踏まえた支援計画を立案し，実施，
評価できる．

★ 91.7% Ⅱ 25.0% 61.7% 11.7% 0.0% 1.7%

成人保健活動
(56)成人の健康課題を解決するため，生活習慣や家族
の発達段階を踏まえた支援計画を立案し，実施，評価で
きる．

★ 90.0% Ⅱ 25.0% 60.0% 13.3% 0.0% 1.7%

高齢者保健活動
(57)高齢者および家族の健康課題を解決するため，生
活や対応力，発達段階を踏まえた支援計画を立案し，実
施，評価できる．

★ 90.0% Ⅱ 25.0% 58.3% 13.3% 1.7% 1.7%

障害者保健活動
(58)疾患や障害をもつ人と家族の生活や健康課題を解
決するため，生活や家族関係，対処能力，社会資源を踏
まえた支援計画を立案し，実施，評価できる．

● 91.7% Ⅲ 13.3% 48.3%48.3% 33.3% 3.3% 1.7% レベルⅡが多かったため，Ⅱへ修正した

感染症の保健活動

(59)感染者，感染症患者の特徴と疾患管理の課題を踏
まえた支援計画を立案し，実施，評価できる． ● 91.7% Ⅲ 13.3% 41.7%41.7% 36.7% 6.7% 1.7% レベルⅡが多かったため，Ⅱへ修正した
(60)集団や地域を対象とした，感染症の集団感染の予
防に向けた計画を立案し，実施，評価できる． ● 93.3% Ⅲ 11.7% 36.7% 40.0% 10.0% 1.7%

学校保健活動

(61)学校の健康課題を解決するため，児童，生徒の発
達段階や生活の特徴を踏まえた保健教育，保健管理，
組織活動を学校関係者とともに計画立案し，実施，評価
できる．

★ 93.3% Ⅱ 11.7% 38.3%38.3% 38.3%38.3% 10.0% 1.7%

産業保健活動 (62)労働者の健康の保持増進，快適な職場環境づくり
に向けた計画を立案し，実施，評価できる． ★ 91.7% Ⅱ 10.0% 45.0% 35.0% 8.3% 1.7%

「妥当である」「概ね妥当である」が 9割未満であった項目　  委員会案と同様の到達度レベルが最も多かったもの　  委員会案と到達度レベルが異なっていたもの

事業報告

（ 16 ）



表 5 保健師教育評価の指標 全国保健師教育機関協議会修正版（2020）
【到達度レベル】

I：少しの助言で自立して実施できる
II：指導の下で実施できる
III：学内演習で実施できる
IV：知識として分かる
実践能力 個

人
/
家
族 

集
団
/
地
域

中項目
到
達
度

評価項目 
 

●認知領域：想起，解釈，問題解決 
■情意領域：興味・関心，態度，価値観 

★精神運動領域：技能
大項目

タ
キ
ソ

ノ
ミ
ー

NO

Ⅰ．地域の健康課題の明確化と計画・立案する能力

１．地域の健康課
題を明らかにし，解
決・改善策を計画・
立案する

個
人
/
家
族

Ａ．地域の人々の生
活と健康を多角的・
継続的・包括的に
アセスメントする

Ⅰ ● 1 自然環境，生活環境，社会文化的な情報，対象者の病態，発達課題の情報に基づき個人 /家族をアセス
メントできる．

Ⅰ ● 2 観察や面接，測定など直接的な関わりによって得た情報に基づき，個人 /家族が自らの健康課題をどのよ
うに捉えているのかをアセスメントできる．

B．地域の顕在的，
潜在的健康課題を
明確にする

Ⅰ ● 3 健康課題をもちながら自ら表出しない，表出できない個人 /家族の予防的，潜在的課題を，地域的・社会
文化的背景や過去の対処行動，健康意識の視点から分析できる．

Ⅰ ● 4 個人 /家族の持つ健康課題を解決・改善し健康増進する能力をアセスメントできる．

C．地域の健康課
題に対する活動を計
画・立案する

Ⅰ ● 5 個人 /家族の健康課題の優先度について，緊急性，重要性，実現可能性，公平性などから多角的に判断
できる．

Ⅰ ● 6 健康課題解決・改善のための具体的な目的・目標を個人 /家族とともに設定し，目標達成するための支
援方法を具体的に提示できる．

Ⅰ ● 7 個人 /家族の健康課題に応じて，地域の社会資源や地域住民との交流等を活用した具体的な支援計画
を立案できる．

集
団
/
地
域

Ａ．地域の人々の生
活と健康を多角的・
継続的・包括的に 
アセスメントする

Ⅰ ● 8 地域の人々の身体的・精神的な健康状態を，収集した情報に基づきアセスメントできる．

Ⅰ ● 9 地域の人々が活用できる社会資源について，既存資料，地区踏査，地域の人 と々の面談，地区活動などの
情報に基づきアセスメントできる．

Ⅰ ● 10 自然環境や社会環境，社会文化的背景が，地域集団（自治体，地区 /小地域，学校，事業場）に属する人々
の生活や健康へ与える影響をアセスメントできる．

Ⅰ ● 11 個人・家族のアセスメント結果と地区踏査，既存資料，関係者や住民インタビューから得た地区の情報
を統合し分析できる．

B．地域の顕在的，
潜在的健康課題を
明確にする

Ⅰ ● 12 収集した情報の分析結果から，顕在化している健康課題を明らかにできる．
Ⅰ ● 13 収集した情報の分析結果から，潜在化している健康課題の有無を判断できる．

Ⅰ ● 14
地域（自治体，地区 /小地域，学校，事業場）で，健康づくりに関わる地区組織の数や活動内容，行政と
の協働の状況など多角的な視点から地域の人々の持つ力（健康課題に気づき，解決・改善，健康増進す
る力）を見出すことがきる．

C．地域の健康課
題に対する活動を計
画・立案する

Ⅰ ★ 15 集団・地域の健康増進能力を高めるための支援目的・目標を設定し，活動計画を立案できる．

Ⅱ．地域の健康増進能力を高める個人・家族・集団・組織への継続的支援と協働・組織活動及び評価する能力

２．PDCAサイクル
に基づき，地域の
人々・関係者・関
係機関等と協働し
て，健康課題を解
決・改善し，健康
増進能力を高める

個
人
/
家
族

D．活動を展開する
Ⅱ ★ 16 個人 /家族の生活様式，行動様式，経済状況，習慣，価値観など生活に配慮した支援計画の立案，支援

ができる．
Ⅱ ★ 17 個人 /家族の健康課題に応じた保健指導（健康教育・健康相談・家庭訪問）を実施できる．
Ⅱ ★ 18 個人 /家族の健康課題解決のために，個別支援と集団的・組織的アプローチを組み合わせて活用できる．

E．地域の人々・関
係者・関係機関等
と協働する

Ⅱ ★ 19 個人 /家族の支援の際に，協働する地域の人々・関係者・機関の人とお互いの立場を尊重し信頼関係を
築くことができる．

Ⅱ ★ 20 個人 /家族の支援の際に，協働する地域の人 ・々関係者・機関の人と，相互の役割を認識し，連携・協働 
できる．

F．活動を評価・フォ
ローアップする

Ⅰ ★ 21 個人 /家族の支援の際に，評価結果を生かした次回の支援計画を立案できる．
Ⅱ ● 22 評価結果からその後の継続的な関わりが必要な対象を抽出できる．

集
団
/
地
域

D．活動を展開する
Ⅲ ● 23 地域の人々とコミュニケーションを取りながら，人々が主体的に意思決定できるよう支持的な立場で支援

できる．
Ⅱ ● 24 個人 /家族と組織的アプローチ等を組み合わせた活動を取り上げ，支援方法を考えることができる．

E．地域の人々・関
係者・関係機関等
と協働する

Ⅱ ★ 25 健康課題の解決のため，保健師が協働する地域のキーパーソンや関係者とコミュニケーションをとりなが
ら信頼関係を構築することができる．

F．活動を評価・フォ
ローアップする Ⅲ ● 26 活動の評価結果に基づき，その後の集団 /地域の活動の継続やスクラップアンドビルドの必要性につい

て示すことができる．
Ⅲ．地域の健康危機管理能力

３．地域の健康
危機管理を行う

個
人
/
家
族

G．平時から健康危
機管理体制を整える Ⅱ ★ 27 特定の個人 /家族に生じる健康危機（虐待，DVなど）の背景，発生機序，支援にあたっての問題・課題

を分析し，発生予防・減災対策の教育活動を行える．
H．健康危機の発生
に対応する Ⅲ ● 28 健康危機（虐待，DVなど）発生時に個人，家族の情報交換を迅速に行える体制（関係者・機関，情報

の授受の方法，共有する情報等）を整え対応できる．
I．健康危機からの
回復に対応する Ⅳ ● 29 特定の個人 /家族の健康危機（虐待，DVなど）への対応と管理体制を評価し，課題への対応策を計画

できる．

集
団
/
地
域

G．平時から健康危
機管理体制を整える

Ⅲ ● 30 感染症による健康危機発生時に備えた集団，地域への平常時の対応策（健康危機の発生防止，健康危
機発生時に備えた準備）を提案できる．

Ⅲ ● 31 災害による健康危機発生時に備えた集団，地域への平常時の対応策（健康危機の発生防止，健康危機
発生時に備えた準備）を提案できる．

H．健康危機の発生
に対応する

Ⅲ ● 32 集団 /地域で発生した健康危機（感染症）の原因を分析し，解決・改善・予防策を立案できる．

Ⅲ ● 33 健康危機（災害）発生時に，集団，地域の中で被害が拡大する要因を検討し，被害の拡大を防止する方
法を提案できる．

Ⅲ ● 34 特定の集団 /地域の健康危機（感染症）を支援するチームとなる関係者・機関との連絡調整を実施できる．
Ⅲ ● 35 特定の集団 /地域の健康危機（災害）を支援するチームとなる関係者・機関との連絡調整を実施できる．

I．健康危機からの
回復期に対応する

Ⅲ ● 36 健康危機の発生に伴って生じる集団 /地域の健康課題の内容，時期に応じた対策を計画できる．
Ⅲ ● 37 健康危機（災害）発生からのコミュニティの再構築に向けた支援を計画できる．
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みを整備する一貫として重要であると考えます．

各保健師教育機関の皆さまに置かれましては，本教

育評価の指標を，教育評価の一つの指標として用いて

いただき，教育機関内部における教育の質を改善する

仕組みを構築していただきますと幸いです．
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本事業の調査にご協力いただきました会員校の皆様

に感謝申し上げます．

文 献

Bloom B.S., Hastings J.T., Madaus G.F. (1971): Handbook on

formative and summative evaluation of student learing, 91–92,

McGraw-Hill, New York.

一般社団法人全国保健師教育機関協議会保健師教育検討委員
会（2014）：保健師教育におけるミニマム・リクワイアメン
ト全国保健師教育機関協議会版（2014）―保健師教育の質
保証と評価に向けて，http://www.zenhokyo.jp/work/doc/h26-

iinkai-hokenshi-mr-houkoku.pdf（検索日：2021年 11月 25日）
厚生労働省（2010）：看護教育の内容と方法に関する検討会第
一次報告，2010,11,10，https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other

-isei_127329.html（検索日：2021年 11月 25日）
厚生労働省（2019）：看護基礎教育検討会報告書，令和元年

10 月 15 日，https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07297.html

（検索日：2021年 11月 25日）
厚生労働省（2020）：保健師助産師看護師学校養成所指定規則
の一部を改正する省令の公布について（通知），令和 2年文
部科学省・厚生労働省令第 3 号，令和 2 年 10 月 30 日，
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5425&dataType

=1&pageNo=1（検索日：2021年 11月 25日）
教育検討委員会（2017）：保健師教育評価の指標全国保健師教
育機関協議会版（2016）の作成，保健師教育，1(1), 26–32.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/hokenshikyouiku/1/1/1_26/_

pdf/-char/en（検索日：2021年 11月 25日）
日本看護学教育評価機構，https://jabne.or.jp/（検索日：2021年

11月 25日）

表 5 （続き）
Ⅳ．地域の健康水準を高める事業化・施策化・社会資源開発・システム化する能力

４．地域の人々の
健康を保障するた
めに，公平・公正
に制度や資源を管
理・開発する

J．事業化する
Ⅲ ● 38 地域の人々の特性･ニーズ，健康課題にかかわる情報収集・分析から，法令や組織の方針・計画との整

合性を踏まえて事業を立案できる．
Ⅳ ● 39 （地方自治体における）予算のしくみを理解し，根拠に基づき予算案を作成できる．
Ⅲ ● 40 事業をストラクチャー・プロセス・アウトカムの観点から評価し成果を説明できる．

K．施策化する
Ⅰ ★ 41 必要な情報を収集し施策化の必要性を明確にできる．
Ⅲ ● 42 施策化の必要性を伝えるために関係する部署・機関と協議・交渉できる．

L．社会資源を活用・
開発・管理する

Ⅱ ● 43 特定の地域の健康課題を解決するために活用できるフォーマル・インフォーマルな社会資源の利用上の
問題を分析できる．

Ⅲ ● 44 地域の既存の資源をアセスメントし，新たな社会資源を開発できる．
Ⅲ ● 45 健康課題にかかわる社会資源が機能しているか継続的に評価・改善できる．

M．ケアシステムを
構築する

Ⅲ ● 46 健康課題の解決のために，システムを構成する関係者・関係機関が，どのような役割・機能を担っている
か現状を分析できる．

Ⅲ ● 47 関係機関や地域の人 と々協働して地域ケアシステムを構築できる．
Ⅴ．専門的な自律と継続的な質の向上能力

５．保健・医療・
福祉及び社会に
関する最新の知
識・技術を主体的・
継続的に学び，実
践の質を向上させ
る

N．倫理的課題に対
応する

Ⅰ ★ 48 地域の人々の生命・健康，人間としての尊厳と権利を擁護できる．
Ⅱ ★ 49 保健師活動の基本理念としての社会的正義・公正に基づき支援ができる．

O．研究の成果を活
用する

Ⅱ ★ 50 研究成果を健康教育や健康相談など実践場面での公衆衛生看護活動に活用できる．
Ⅳ ● 51 地域住民の健康や生活の質の向上において，保健師活動の研究・開発を行うことができる．

P．継続的に学ぶ
Ⅰ ★ 52 保健医療福祉の専門職に必要な社会情勢・知識・技術について，自ら進んで自己学習を継続できる．
Ⅳ ● 53 組織としての人材育成方策を理解し，自己研鑽に活用することができる．

Q．保健師としての
責任を果たす Ⅰ ★ 54 保健師として活動するための自己の課題を明示できる．

Ⅵ．公衆衛生看護の対象と活動の場に応じた対象別実践能力

６．地域で生活す
る人々の健康の維
持増進と予防を行
う公衆衛生看護に
必要な実践能力と
応用力を養う

母子保健活動 Ⅱ ★ 55 乳幼児および保育者の健康課題を解決するため，対応力，発達段階を踏まえた支援計画を立案し，実施，
評価できる．

成人保健活動 Ⅱ ★ 56 成人の健康課題を解決するため，生活習慣や家族の発達段階を踏まえた支援計画を立案し，実施，評価
できる．

高齢者保健活動 Ⅱ ★ 57 高齢者および家族の健康課題を解決するため，生活や対応力，発達段階を踏まえた支援計画を立案し，
実施，評価できる．

障害者保健活動 Ⅱ ● 58 疾患や障害をもつ人と家族の生活や健康課題を解決するため，生活や家族関係，対処能力，社会資源を
踏まえた支援計画を立案し，実施，評価できる．

感染症の保健活動
Ⅱ ● 59 感染者，感染症患者の特徴と疾患管理の課題を踏まえた支援計画を立案し，実施，評価できる．
Ⅲ ● 60 集団や地域を対象とした，感染症の集団感染の予防に向けた計画を立案し，実施，評価できる．

学校保健活動 Ⅱ ★ 61 学校の健康課題を解決するため，児童，生徒の発達段階や生活の特徴を踏まえた保健教育，保健管理，
組織活動を学校関係者とともに計画立案し，実施，評価できる．

産業保健活動 Ⅱ ★ 62 労働者の健康の保持増進，快適な職場環境づくりに向けた計画を立案し，実施，評価できる．

事業報告
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事業報告

保健師教育の評価の意義及び方向性について
―教育評価準備委員会―

教育評価準備委員会
中山直子（神奈川県立保健福祉大学），
斉藤恵美子（東京都立大学），
大河内彩子（熊本大学），
神崎由紀（山梨大学），

矢島正榮（群馬パース大学），
荒木田美香子（川崎市立看護短期大学），
臺 有桂（神奈川県立保健福祉大学），
村嶋幸代（大分県立看護科学大学）

I．はじめに

一般社団法人全国保健師教育機関協議会（以下，全

保教）は，2021年度に教育評価準備委員会を発足させ

た（2020年 3月 13日，第 5回理事会）．その理由は，

将来的な認証評価の仕組み作りを視野にいれ，保健師

教育の評価について検討するためであった．特に，「評

価」で何を目指すのか，及び，保健師教育の評価の意

義を明確にすることが使命として課せられた．

全保教では，従来，教育の質保証や評価に関しては，

主に教育体制委員会と教育課程委員会が活動してき

た．教育体制委員会は，教育の質保証の中でも質の高

い教育体制の推進や教育評価基準の作成と普及を目指

す委員会であり，保健師教育課程の教育体制を自己評

価するツールとして，「保健師教育課程の質を保証する

評価基準」（教育体制委員会，2017）を作成し，会員校

へパイロット調査や評価基準修正版を用いた調査など

を実施してきた（教育体制委員会，2019）．教育課程委

員会は，到達度の精選と普及や教育内容の充実を使命

とし，「保健師教育評価の指標 全国保健師教育機関協

議会版（2016）」を作成すると共に，2020年の指定規

則改正を受けて改変した修正版（2021年 5月）を作成

した．この評価指標は，学生の到達度や教育評価を教

育改善につなげるように作成されており，今後普及し

ていく必要がある．

このように，教育の質保証としての基準作成と評価

枠組みの構築，また，学生個人の到達度評価の指標開

発はあるものの，それらを活用して，保健師教育の評

価を実施するための体制構築に向けては，未だ取り掛

かれてはいなかった．そこで，今回，新たに設置された

「教育評価準備委員会」は，従来の取り組みを基盤とし

て，保健師教育の評価について検討することを目的と

する．本稿では，この委員会の取り組みの経緯と議論

の内容を紹介することによって，今後の全保教におけ

る保健師の教育評価の意義や方向性について報告する．

II．活動の方法

委員会は，計 4回実施した．

先ず，既存の他の評価機関（大学などの評価），及

び，看護師教育・助産師教育を含む他分野の評価，産

業保健分野や学校保健分野の評価システムについて委

員が手分けして情報収集し，委員会で共有した．その

上で，各機関が行っている評価の仕組み等について強

みと弱みを分析し，全保教が取るべき教育評価の方向

性について検討した．

III．活動の結果

1．他分野における教育評価機構や評価システム

1）他分野における教育評価機構について

他分野における教育評価機構としては，「一般社団法

人リハビリテーション教育評価機構」，「一般財団法人

日本助産評価機構」と，「公益財団法人日本高等教育評

価機構」，「一般財団法人大学教育質保証・評価セン

ター」について，評価機能や体制などの情報収集を行
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い，概要をまとめた（表 1）．

「一般社団法人リハビリテーション教育評価機構」で

は，設立から 2019年度までは評価料は無料であり，全

国リハビリテーション協会がバックアップしている．

しかし，2020年度からは評価料を徴収しており，非会

員校は評価料が高めの設定となっている．世界作業療

法士連盟の認定申請など国際組織との関係性を強めて

いること，前回の指定規則の改定の際に厚生労働省の

ガイドラインが変更となり，5年に 1度認証を受けな

ければならないことになっていることも特徴である．

「一般財団法人日本助産評価機構」は，4つの団体

（公益社団法人日本看護協会，公益社団法人日本助産師

会，一般社団法人日本助産学会，公益社団法人全国保

健師教育協議会）が専門職団体会員として協働してい

ることが特徴である．助産学分野の専門職大学院の開

設をきっかけとして，専門職教育の評価システムやそ

のあり方を調査し，様々な教育課程に適応できる多元

的な評価システムを構築している．各教育機関の規模

や多様性に対応でき，柔軟かつ弾力的な評価システム

に基づく，助産教育の第三者評価が必要であるとの認

識から，2007年 1月にまずは特定非営利法人日本助産

評価機構として設立し，2014年 11月に一般社団法人

化された．評価の項目は，①助産教育評価として，大

学院，学士課程，助産学専攻科/別科，専修学校/専門

学校，②助産専門職大学院認証評価，③助産所評価の

3種類となっている．評価内容としては，大学院，学

士課程，専攻科/別科，専修学校/専門学校別の各評価

基準があり，それぞれに行われている．

次に，「公益財団法人日本高等教育評価機構」は，大

学等の自律的な質の向上及び改善を支援し，もって日

本の大学等の発展に寄与することを目的に設立された．

大学設置基準に則って，全国の私立大学や私立短期大

学の評価を実施している．創設以来ピア・レビューの

精神を礎に，各大学とのコミュニケーションを重視し

ながら，各大学の個性・特色に配慮し，建学の精神を

生かした改革・改善に資する活動に取組んでいる（大

学機関別認証評価実施大綱より）．評価の対象は完成年

度を経た大学としており，基本的な方針として，（1）

内部質保証を重視した評価，（2）評価機構の定める「評

価基準」に基づく評価，（3）教育活動の状況を中心と

した評価，（4）大学の個性・特色に配慮した評価，（5）

各大学の改革・改善に資する評価，（6）ピア・レビュー

を中心とした評価，（7）定性的評価を重視した評価，

（8）コミュニケーションを重視した評価，（9）透明性

が高く，信頼される評価が明記されている．特色とし

ては，評価の体制として，評価を実施する判定委員会

のもとに評価チームを編成していることである．評価

委員は登録制として，広く大学の関係者で構成されて

おり，評価員の研修を実施して評価員の意思統一や評

価の質の向上を図っている．

「一般財団法人大学教育質保証・評価センター」は，

一般社団法人公立大学協会が設立した機関である．

2012年度から，各公立大学における第 1巡目の認証評

価受審の実績を踏まえ，協会内の研究組織で，認証評

価についての検討を実施してきた．同時に，「公立大学

法人評価に関する調査研究」を文部科学省からの委託

により実施し，さらには会員校に出向き，新たな考え

方のもとでの試行評価を繰り返してきた．

これらの取り組みを踏まえ，2018年 3月，本セン

ターを独立組織としたうえで，文部科学大臣に対し，

認証評価機関としての認証申請を行った．2019年 8月

21日，文部科学大臣から認証を得て，大学の機関別認

証評価を行う認証評価機関として，正式に活動が開始

された．大学の教育研究等についての評価等を行うこ

とを通じ，大学の自律的な質保証活動を支援すること

を目的として，（1）大学の教育研究の質を保証するこ

と，（2）大学の教育研究の水準の向上に資すること，

（3）大学の教育研究の特色の進展に資すること，（4）

大学の教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組み

（以下「内部質保証」という．）の実質化を促すことを

評価の目的としている．大学評価の基準として，（1）

基盤評価：法令適合性の保証，（2）水準評価：教育研

究の水準の向上，（3）特色評価：特色ある教育研究の

進展の 3点を明記し，自己点検・評価の状況は「点検

評価ポートフォリオ」に示されている．特に，内部質

保証を機能させるために，①オーナーシップ，②リー

ダーシップ，③自己評価能力の向上を大切にしている

ことが特色として挙げられる．

2）健康経営評価システム（表 2）

産業保健分野においては，2017年度から健康経営評

価システムが導入されている．「健康経営」とは，従業

員等の健康管理を経営的な視点で考え，戦略的に実践

することであり（経済産業省），企業理念に基づき，従

業員等への健康投資を行うことで，結果的に業績向上

や株価向上につながると期待されている．経済産業省

は，健康経営の推進のために，「健康経営銘柄」の選

定，および「健康経営優良法人」の認定に係る制度を

創設した．企業が「健康経営優良法人」に認定される

事業報告
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表 1 他分野における教育評価機構の概要

評価名　　 リハビリテーション教育評価 助産教育認証評価 大学機関別認証評価

実施機関 一般社団法人リハビリテー
ション教育評価機構

一般財団法人日本助産評価
機構

公益財団法人日本高等教育
評価機構

一般財団法人大学教育質保
証・評価センター

設立年 2010年 4団体でリハビリテー
ション教育評価機構準備委員
会を設立
2012年一般社団法人リハビリ
テーション教育評価機構を
設立
・日本リハビリテーション学
校協会，全国理学療法士・作
業療法士学校連絡協議会，日
本言語聴覚士養成校教員連絡
協議会を統合し，全国リハビ
リテーション学校協会が設立

2007年 1月特定非営利活動
法人日本助産評価機構設立
2014年 11月一般社団法人日
本助産評価機構設立

2004年日本高等教育評価機
構設立
2005年 7月 12日文部科学大
臣の認証

2012年公立大学の質保証に関
する特別委員会を設置
2013年公立大学政策・評価研
究センターに改組
2016年公立大学改革支援・評
価研究センターに改組
2019年一般財団法人へ改組・
名称変更
※2019年 8月 21日文部科学
大臣の認証を得る

会員校数と
種別など

全国リハビリテーション学校
協会；274校
（2019年 9月 26日現在；HPよ
り）

・会員の種別
（1）専門職団体会員
（2）認証会員
（3）賛助会員

全国 350大学と 25短期大学
が会員となっている．（令和
2年度大学機関別認証評価
結果報告書より抜粋）

2021年 7月 2日現在，全国 53
公立大学が会員となっている．

年会費 一般社団法人全国リハビリ
テーション学校協会
年会費は 1組織 6万円，1つ増
える毎に 2万円増加

・寄付金・賛助会費
（1）専門職団体会員：50万円
（2）認証会員
教育機関/助産所：1万円
アドバンス助産師：6千円
（3）賛助会員
企業・団体：1口 5万円
病院・診療所・助産所：1口
1万円
個人：1口 3千円

年会費：25万円～45万円 ×
7年間
・大学
1学部　25万円
2学部　35万円
3学部以上　45万円
・独立大学院大学
1大学　10万円
・短期大学
1短期大学　10万円

学生定員別
・1,000人未満　12万円
・1,000人以上 2,000人未満　
24万円
・2,000人以上　36万円

評価にかか
る費用

【会員校】
1学校養成施設当たり
基本費用（1課程評価料を含
む）
120,000円（税別）
1課程当たり 70,000円（税別）
【非会員校】
（一般社団法人全国リハビリ
テーション学校協会非会員校）
1学校養成施設当たり
基本費用（1課程評価料を含
む）
840,000円（税別）
1課程当たり 490,000円（税別）

・助産教育評価：500,000円
（消費税込み）
＊現地調査時の評価員 3名
の旅費，宿泊費は受審機関の
負担とする．
・助産専門職大学院認証評
価：1,500,000円（消費税込み）
＊現地調査時の評価員 3名
の旅費，宿泊費は受審機関の
負担とする．
・助産所評価：150,000円 +
前年度分娩件数に応じた金
額がプラスされる．

（1）基本費用　1大学　200
万円
（2）1学部当たり　50万円
（3）1研究科当たり　25万円
（4）実地調査に関わる経費の
一部（宿泊費，会議の会場
費，昼食代等）

【会員】
大学基本額　1,600,000円
1学部あたり　350,000円
1研究科あたり　200,000円
【非会員】
大学基本額　3,500,000円
1学部あたり　600,000円
1研究科あたり　400,000円
再度の評価に係る評価手数料
（消費税別）
会員　大学基本額　800,000円
非会員大学基本額　1,250,000
円

課程，評価
の種類/評
価の方針
など

課程は，理学療法士，作業療
法士，言語聴覚士の各課程お
よび昼間課程，夜間課程をそ
れぞれ 1課程とカウントする

評価の種類
・助産教育評価：大学院，学
士課程，助産学専攻科/別科，
専修学校/専門学校
・助産専門職大学院認証
評価
・助産所評価

評価の方針
・内部質保証機能を重視
・評価機構の定める「評価基
準」に基づく
・教育活動の状況を中心に総
合的に評価
・大学の個性・特色に配慮
・各大学とのコミュニケー
ションを重視
・建学の精神を生かした改
革・改善に資する
・ピアレビューの精神
・定性的評価を重視
・透明性が高く，信頼される

評価の目的
（1）大学の教育研究の質を保
証すること
（2）大学の教育研究の水準の
向上に資すること
（3）大学の教育研究の特色の
進展に資すること
（4）大学の教育研究活動等の
改善を継続的に行う仕組み
（以下「内部質保証」という．）
の実質化を促すこと

受審状況 5年に 1回
（前回の指定規則の改正のとき
にガイドラインに 5年に 1度
認証を受けるという項目が
入っている．）

5年に 1回
（適格認定を更新している）

大学は 7年以内に一度，文部科学大臣の認証を受けた評価機
関による評価（認証評価）を受ける
（学校教育法第 109条第 2項）．

（ 21 ）



ことで，自社内での意識の高まり，求職者へのアピー

ル，関係企業や金融機関からの肯定的評価を受けられ

るという利点がある．また，健康経営優良法人には地

域や金融機関からのインセンティブもある．例えば，

公共工事・入札審査での入札加点，ホームページやリー

フレットなどでの自治体の企業 PR，県知事による表

彰，健康経営事業に対する補助金・奨励金の交付，自

治体主催の企業就職説明会への優先参加，地方銀行・

信用組合からの融資の優遇，低利率での融資提供，保

証料の減額や免除，特別利率による運転資金融資，サ

ポート預金やサポートローンの適用，メディカルコー

ルサービスの提供，地域創生ファンドの適用，保険会

社からの健康経営優良法人用の割安プラン・商品の提

供，団体定期保険の契約保険料の割引，業務災害総合

保険に割引を適用などである．このように企業にとっ

て，認定されることのメリットは大きい．

健康経営優良法人認定の申請は，多くの企業が参加

する「健康経営度調査結果」を利用し，企業は認定を

受けるために新たな書類を作成する必要はない．健康

経営度調査は，申請する企業がWebで回答できるよう

になっており，大規模法人部門と中小規模法人の 2部

門がある．また，申請後に結果サマリーが返却され，

健康スコアリングレポートとして各健保組合の健康状

態や医療費，予防・健康づくりへの取り組み状況等に

ついて全健保組合平均や業態平均と比較した見える化

されたデータがフィードバックされている．第 1回か

ら年々認定企業も増加している．

3）学校評価ガイドライン，学校評価好事例集（表 3）

文部科学省では，子どもたちがよりよい教育を享受

できるよう，その教育活動等の成果を検証し，学校運

営の改善と発展を目指す取り組みとして，学校評価を

行っている．学校評価ガイドライン（平成 28年改訂

版）では，自己評価と学校関係者評価を基本としてお

り，学校関係者評価（保護者，地域住民，関係団体な

表 1 （続き）

評価名　　 リハビリテーション教育評価 助産教育認証評価 大学機関別認証評価

実施機関 一般社団法人リハビリテー
ション教育評価機構

一般財団法人日本助産評価
機構

公益財団法人日本高等教育
評価機構

一般財団法人大学教育質保
証・評価センター

評価の体制 評価認定委員会
【PT評価班・OT評価班・ST
評価班にそれぞれに評価委員】
●書面審査
●実地調査
●審査結果の通知と公表

【受審機関】
・助産教育課程認証評価の
申請後，自己評価報告
・面談対象者の選定
・評価報告書（原案）に対す
る申し立て
【機構】
・評価委員会で申請書受理
・評価チームによる「書面調
査」
・面談対象者選定依頼
・現地調査（1泊 2日）：評
価員 3名
・評価員チームによる調査報
告書作成
・評価委員会による確認・
検討
・認証評価評議会：評価報告
書の確定
・評価報告書の公表

評価員：登録制，大学の関係
者，目安は大学等での経験が
10年以上，研修を受講
評価チーム：評価員の中から
原則 5人程度で編成
判定委員会：国公私立大学の
関係者，高等学校関係者，学
協会及び経済団体の関係者
等 18人以内
評価対象の大学に直接関係
する評価委員は評価の業務
に従事させない．

【評価組織体制】
●認証評価委員会
●評価実施チーム
●大学評価部会
●意見申立審査会

協働団体 日本理学療法士協会，日本作
業療法士協会，日本言語聴覚
士協会，日本リハビリテーショ
ン学校協会

公益社団法人日本看護協会，
公益社団法人日本助産師会，
一般社団法人日本助産学会，
公益社団法人全国助産師教
育協議会
⇒専門職団体会員（寄付金）
50万円/年

一般社団法人公立大学協会が
全面的にバックアップして
いる
→寄付金 1500万円/年

出典；一般社団法人リハビリテーション教育評価機構；http://jcore.or.jp/
一般財団法人日本助産評価機構；https://josan-hyoka.org/
公益財団法人日本高等教育評価機構；https://www.jihee.or.jp/top/
一般財団法人大学教育質保証・評価センター（JAQUE）；http://jaque.or.jp/
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ど），第三者評価は必要時に受審することとなってお

り，義務・努力義務ではない．積極的な情報提供とし

て，保護者や地域住民に評価の結果を公表することが

示されている．評価項目については，すべてを網羅す

るのではなく，重点的に行うこととしており，日々の

評価をどう日常に生かしていくかというところに配慮

されている．

学校評価好事例集（2010年）では，好事例に共通す

るポイントとして，自己評価と学校関係者評価の 2つ

に焦点を絞って，①目標の共有，②プロセスの設計，

③チーム力ある組織などのポイントをまとめ，好事例

に共通する 3つの要素として抽出されている．これら

は，「評価プロセス」の照会ではあるが，どのように

PDCAに生かしていけば好評価になるかというポイン

トとしても示されており，好ましいと言える．

IV．全保教が目指す保健師教育評価の
方向性について

他分野における教育評価機構や，産業保健・学校保

健分野で行われている評価システムを調べたところ，

自己評価や自己点検を基に評価なされていることがわ

かった．また，「健康経営評価システム」は，「健康経営

度調査結果」を利用する形で行われ，認定を受けるた

めに新たな書類を作成する必要がなく応募企業の負担

が少ないこと，「学校評価」では，外部評価や第三者評価

ではなく，自己評価をしっかり実施して地元や学校関

係者と評価を積み重ねること等の工夫がなされていた．

これまでの情報取集と検討の結果，全保教が目指す

保健師教育評価の前提として，①ポジティブ思考にす

る，良い点に焦点を当てていく，元気になること，②

表 2 健康経営優良法人認定制度の概要

大規模法人部門 中小規模法人部門

認定の種類 健康経営銘柄
ホワイト 500
健康経営優良法人

ブライト 500
健康経営優良法人

認定の申請 健康経営度調査回答法人 健康宣言に取り組む法人・事業所
【5つの大項目】 【5つの大項目】（※大規模法人と同じ項目）

1．経営理念（経営者の自覚） 1．経営理念（経営者の自覚）
2．組織体制 2．組織体制
3．制度・施策実行 3．制度・施策実行
4．評価・改善 4．評価・改善
5．法令遵守・リスクマネジメント（自主申告） 5．法令遵守・リスクマネジメント（自主申告）

認定要件の違い 1．経営理念：健康宣言の社内外への発信：必須
　　・評価項目①トップランナーとして健康経営
の普及に取り組んでいること⇒大規模法人で
は，①～⑮のうち 12項目以上選択

※ホワイト 500の認定には必須項目となる

1．経営理念：必須

2．組織体制：必須 2．組織体制：必須
3．制度・施策実行：評価項目②～⑮のうち 12項
目以上選択，その他の中・小項目は必須

3．制度・施策実行：
・中項目【従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討】
⇒小項目・「対策の検討」は必須
　　　　・「健康課題の把握」は評価項目①～③のうち少

なくとも 1項目選択
・中項目【健康経営の実践に向けた基礎的な土台づくりと
ワークエンゲイジメント】⇒評価項目④～⑦のうち少なく
とも 1項目選択
・中項目【従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的
対策】⇒評価項目⑧～⑭のうち 3項目以上選択
・小項目「受動喫煙対策」は必須

4．評価・改善：必須 4．評価・改善：評価項目①～⑮のうち 6項目以上を選択
5．法令遵守・リスクマネジメント：必須 5．法令遵守・リスクマネジメント：必須

これまでの
認定数

2017年：235
2018年：539
2019年：813
2020年：1,473
2021年：1,801

2017年：318
2018年：775
2019年：2,501
2020年：4,811
2021年：7,934

出典；経済産業省，健康経営の推進の概要について，https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html
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費用負担を抑えることが提案された．これらを勘案し，

教育評価準備委員会として，評価の目的とメリット，

教育評価を行う際の配慮点，評価方法について検討し

た結果が下記である．

1．評価の目的とメリット

本委員会が検討する教育評価の目的としては，保健

師教育の質保証，体制の保証，教育の到達度（教育課程

委員会），質保証の基準（教育体制委員会）を踏まえて，

これらをどう活用し動かしていくか，中身が見えて改

善につながるような評価システムを創っていく重要性

が確認された．また，評価することにより，教員や学

生を含めた大学がそれを目指して元気になれるよう，

創意工夫や普段から積み上げていることについての自

己評価や自己点検を基盤とし，学内の看護教員へのア

ピールにもつながり，最終的には大学の広報・宣伝に

もつながることを含めて検討することが合意された．

教育評価のメリットとしては，（1）認定を受ける側

が享受できるメリット，（2）学術や産学連携上のイン

パクトを創出する可能性，（3）社会的に求められ，イ

メージアップとなること，更に，（4）入学試験志願者

数の増加，入学者の入学時点の偏差値の上昇，国家試

験合格率の向上，就職率の向上などの効果も考えられ

る．また，（5）認定制度を設けて，評価項目の精緻化

や必須・選択課程の教育内容が公表されることで，保

健師教育の見える化につながることが期待される．さ

らに，（6）認定基準が整備され全保教ホームページ上

で公表されるようになり，その申請がオンラインで行

えるよう整備すれば，評価システムの開発にもつなが

ると考えられる．

2．全保教で教育評価を行う際に配慮する事項

全保教で教育評価を実施する際に配慮する事項とし

て，1）認定におけるハードルを低くする工夫，2）イ

ンセンティブの検討，3）実施／持続可能な体制づく

り，4）評価方法についての検討の 4つの視点から，以

下にまとめた．

1）認定におけるハードルを低くする工夫

①認定のための申請業務の負担の軽減

教育機関の書類作成の負担や認定にかかる時間的・

表 3 学校評価ガイドラインの概要（平成 28 年改訂）

学校評価の目的 ①各学校が，自らの教育活動その他の学校運営について，目指すべき目標を設定し，その達成に
向けた取組の適切さ等について評価することにより，学校としての組織・断続的な改善を図ること．
②各学校が，自己評価及び保護者など学校関係者等による評価の実施とその結果の公表・説明に
より，適切に説明責任を果たすとともに，保護者，地域住民等から理解と参画を得て，学校・家
庭・地域の連携協力による学校づくりを進めること．
③各学校の設置者等が，学校評価の結果に応じて，学校に対する支援や条件整備等の改善措置を
講じることにより，一定水準の教育の質を保証し，その向上を図ること．

学校評価の定義と留意点 ①【自己評価】　学校評価の基本．各学校の教職員が行う評価
②【学校関係者評価】　保護者，地域住民等の学校関係者などにより構成された評価委員会等が，
自己評価の結果について評価することを基本として行う評価
③【第三者評価】　学校とその設置者が実施者となり，学校運営に関する外部の専門家を中心とし
た評価者により，自己評価や学校関係者評価の実施状況も踏まえつつ，教育活動その他の学校運
営の状況について専門的視点から行う評価
※学校評価は，あくまでも学校運営の改善による教育水準の向上を図るための手段であり，それ
自体が目的ではない．学校評価の実施そのものが自己目的化してしまわないよう，地域の実情も
踏まえた実効性のある学校評価を実施していくことが重要となる．

学校評価により期待される
取組と評価

・学校評価は，限られた時間や人員を，必要度・緊急度の高い活動や教育効果の高い活動に集中
するといった，学校の教育活動の精選・重点化を進める上で重要な役割を果たすものである．
・評価の結果を踏まえ，各学校が自らその改善に取り組むとともに課題意識を共有し，それによ
り教職員や保護者，地域住民の相互理解を深めることが重要となる．また第三者評価を通じて，
学校が自らの状況を客観的に見ることができるとともに，専門的な分析や助言によって学校課題
に対する改善方策が明確となる．
・学校評価の取組を通じて，学校として組織的に，今，重点的に取り組むべきことは何かを把握
し，その伸長・改善に取り組むようになることが期待される．

学校評価の好事例に共通する
3つの要素

①目標の共有
②プロセスの設計
③チーム力のある組織

出典；文部科学省（2016）学校評価ガイドライン〔平成 28年改訂〕https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakko-hyoka/1295916.htm
文部科学省（2010）：「学校の第三者評価の評価手法等に関する調査研究」 各学校・設置者における学校評価の好事例の収集
に係る調査研究，学校評価 好事例集，株式会社野村総合研究所，https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakko-hyoka/05111601/
1297652.htm
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心理的負担を低くする必要がある．

②費用負担を抑制

できるだけお金をかけずにシンプルに，プロセス評

価を重視したユニークな視点で評価できるように工夫

することが必要である．

③保健師課程担当の少人数の教員でも対応できる内

容・方法等

どの大学も保健師課程担当教員は少人数であるた

め，負担がなく対応できる内容や方法を検討する．

2）インセンティブの検討

ポイント制で単位が取れるようにすること，評価基

準を決めて，その基準に適合していること，創意工夫

している取り組みがあれば表彰するなどの仕組みを構

築することなどが重要である．

3）実施／持続可能な体制づくり

担当する教員等が変わっても状況が変わっても対応

できるルールや枠組み，ガイドラインが必要であるこ

と，また，現場との協働や，実施するための社会的な

支援などを含めて協働する団体とも調整していく必要

性が認識された．

4）評価方法についての検討

評価の観点については，評価項目としては，これま

でに全保教から公表されている各種指標を活用し，そ

れぞれの教育機関で工夫して実施していることを記述

すること，評価項目についてはすべてを網羅するので

はなく，重点的に行うことが提案された．評価の視点

としては，受審校が評価を希望する項目，今後強化し

たい項目や過程から始め，プロセス評価をしていくこ

とが明確となるとよいのではないかと提案された．

対象としては，個人または組織，教育形態別（大学，

選択，上乗せ 1年，2年，他）の設定があるが，これ

らは今後検討する必要があり，これまでの全保教での

教育課程委員会と教育体制委員会の活動を基盤とし

て，成果をつなぎ，役割を明確にして，委員会同士の

連携についても，今後継続的に検討することになった．

教育評価の受検のタイミングとしては，各教育評価

機構やシステムのように数年に 1回とするか，手上げ

とするか義務とするかなど，今後継続して検討してい

く必要がある．

全保教で行う教育評価方法・体制としては，①自己

評価・自己点検，②第三者評価，③利害関係者（ステー

クホルダー）による評価などが示され，全国保健師長

会や，日本産業保健師会等と連携を取り，後援を依頼

する等，実践現場と連携する必要性も提案された．

V．ま と め

2021年度は，これまでの全保教の取り組み，教育体

制委員会と教育課程委員会の活動などを踏まえて，教

育評価準備委員会として行うべき保健師教育評価の方

向性や性質，望ましい像について，他分野の教育評価

方策に関する情報を収集し，全保教で実施する教育評

価についての議論を重ねてきた．

その結果，次の 3点に整理された．①保健師教育の

質保証，②教員・学生も大学も教育評価を目指して元

気になるようなものとする，③大学の広報等宣伝の要

素も取り入れたものを検討すること，である．特に，

教育評価の利点として，「認定を受ける側が享受できる

メリット」，「学術や産学連携上のインパクトを創出す

る可能性」を念頭に置くこととなった．

今後は，これまでの議論を基盤として，全保教が行

う保健師教育評価の意義を明確にし，そのあり方や具

体的な方法，内容を検討すること，また，保健師教育

の評価の実施に向けて会員校の意向調査なども課題と

して挙げられた．
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事業報告

2021 年度教育体制委員会企画夏季教員研修報告
大学院の設置に至るプロセスとカリキュラムの実際

教育体制委員会
白石知子（中部大学），
西出りつ子（三重大学），

和泉京子（武庫川女子大学大学院），
佐藤千賀子（秋田県立衛生看護学院），
堀井節子（京都光華女子大学），
水谷真由美（三重大学），

菅原京子（山形県立保健医療大学）

I．まえがき

教育体制委員会では，読み替えなしの上乗せ保健師

教育課程を推進する活動として，毎年夏季教員研修会

において分科会を開催してきた．2021年 4月現在，大

学院教育課程が 17課程，大学専攻科が 2課程と，年々

その数は増加している．2021年 4月 1日より施行され

た改正保健師助産師看護師学校養成所指定規則による

保健師教育課程の変更申請に伴い，今後ますます上乗

せ教育が進むことが見込まれる．そこで今年度の夏季

教員研修会では「大学院の設置に至るプロセスとカリ

キュラムの実際」をテーマに，4月に大学院教育課程

が開始されたばかりの 3校（国立，県立，私立）の先

生方を講師に迎え，大学院化に至るプロセス，工夫さ

れたことやご苦労，カリキュラムの特徴についてご講

演いただき，その後のグループワークにおいて上乗せ

教育の推進につながる要因と取り組みのあり方や具体

策を検討した．

本稿では，2021年 8月 21日（土）にオンラインで

実施した第 36回全国保健師教育機関協議会夏季教員

研修会の第二分科会の内容を報告し，大学院における

上乗せ教育推進に関する示唆について述べる．

II．分科会の概要

2021年度の活動方針に基づき，本委員会が企画・運

営した夏季教員研修会の分科会の概要は次に示す通り

である．

【テーマ】

「大学院の設置に至るプロセスとカリキュラムの実

際」

【目的】

1）大学院保健師教育課程を本年度から開始した教育

機関における設置に向けたプロセスと課題，工

夫，カリキュラムの実際を知る機会とする．

2）上乗せ教育推進につながる要因と取り組みのあり

方や具体策について参加者が講師とともに主体的

に考えて共有する場，さらに保健師教育への新た

な視点を得る機会とする．

【開催日時】

2021年 8月 21日（土）13:00～15:00

【方法】

Web会議システム Zoomミーティングによるオンラ

イン開催

【構成】

1）講演：2021年度より大学院での保健師教育を開

始された 3校に，大学院化に至るプロセスおよび

カリキュラムの特徴についてご紹介いただいた．

2）意見交換：Zoomミーティングのブレイクアウト

ルーム機能を用い 5グループに分かれて，「上乗

せ教育の推進につながる要因」と「要因に応じた

取り組みやあり方の具体策」について意見交換し

た．各グループには教育体制委員会のメンバーが

1名ずつ参加した．

3）全体での共有：代表して 2つのグループに意見交

換の内容を発表してもらうとともに，各グループ
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から出た主要な質問事項を全体で共有し，講師か

らの応答を得た．なお，各グループの記録用紙

（Wordファイル）は分科会終了前にチャット機能

により参加者全員で共有した．

【参加者】

講師と教育体制委員会および当日運営サポートメン

バー計 9名を除く参加状況は，講演参加 33名，グルー

プワーク参加 22名であった．

III．講演内容

1．修士課程における保健師教育～設置に至るプロセ

スを中心に～

（講師：長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専

攻　教授　中尾理恵子氏）

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科は，医学・歯学・

薬学の 3学部からなる研究科であり，保健師養成は保

健学専攻で行っている．保健学専攻には，修士論文コー

ス，助産師養成コース，遺伝看護・遺伝カウンセリン

グコースがあり，2021年度から開始された保健師養成

コースは，多様化する社会において，地球規模（グロー

バル）の動向や健康課題と，地方・地域（ローカル）

の動向や健康課題の相互の関係性および多角的なネッ

トワーク構築といった「グローカル」な観点を持つ人

材育成を目指している．

修士課程での保健師教育に至るまでには，まず 2012

年度に助産師養成コースを修士課程に設置する際，保

健師養成の大学院化についても論議した．この時から

将来的に保健師養成コースも大学院に設置することに

ついて，学科内での合意形成を開始した．同時に大学

院医歯薬学総合研究科および大学本部への相談を開始

し，大学院での保健師養成の将来性について関係者の

理解を深めた．学内での合意を経て 2017年度入学生か

ら学部における保健師教育を廃止した．

文部科学省（以下，文科省）への申請準備に向けて，

保健師教育の大学院化を遂げた先発大学へのヒアリン

グ，看護学部学生や保健師職が就業している地域関連

施設へのニーズ調査を行い，その内容を研究科長や大

学本部に報告し協議を繰り返した．2019年度からは募

集人員の検討に入った．教育体制の質の担保の観点か

ら，研究指導を担当する公衆衛生看護学分野の保健師

専任教員 1名に対し 2名の学生が妥当とし 6名純増を

決定した．同時期には保健師助産師看護師学校養成所

指定規則（以下，指定規則）の改正が確定したため，

改正内容を反映したカリキュラムを検討し，保健師免

許に係る単位を 31単位，修士課程として 30単位の計

61単位で構成した．文科省には 2020年 5月に申請，8

月に承認を得て，12月下旬に入試を公表し，2月上旬

に追加募集の形で保健師養成コースの入試を実施し

た．

学内および文科省への説明資料として準備したもの

は，「構想図（以下，ポンチ絵）」，保健師教育修士課程

化に伴う「入学希望者および保健師需給見通し」，「保

健師現任教育と実習指導者研修実績」である．「ポンチ

絵」は，保健師養成コースの全体像（重要キーワード

で特徴を示す），学部から修士・博士課程への進学モデ

ル，修士課程の募集人員増加の理由（社会的な需要），

社会および長崎大学の中での保健師養成コースの位置

づけ（強化されるべき保健師教育内容と学内他部門・

他教育課程との関係性を含む）など複数を用意し，学

内説明および文科省への説明に用いた．「入学希望者お

よび保健師需給見通し」には，学部生の保健師志向や

大学院進学意向調査，学部選択制保健師教育修了者の

就職状況，県内保健師の採用状況・年齢構成・活動分

野別の配置状況等，行政に対する大学院修了保健師採

用意向，修士課程で保健師教育を開始している他大学

院の受験倍率等の調査結果を用いた．

本学の保健師養成コースのカリキュラムの特徴は，

修士課程修了に必要な 30単位の中に，疫学，保健統計

学に相当する科目やヘルスプロモーション特論を位置

づけ，国際保健看護学にあたるグローバルヘルス特論

や開発協力特論を共通科目として履修可能であるこ

と，熱帯医学・グローバルヘルス研究科の科目を 2単

位まで認めていることである．修了要件 30単位の中で

も保健師としてのグローカルな観点を重ねて学習でき

る体制であるため，指定規則 31単位の充実化を図るこ

とができた．

臨地実習は 1年後期に政令市にて 4単位分，2年前

期に県型保健所で 1単位分を履修する．産業保健や学

校保健については演習の位置づけで 2年次に臨地にて

実習する．

公衆衛生看護学分野にはマル合教員が 5名在籍して

いるが，研究指導は原則として保健師免許を有する 3

名の専任教員が担当している．研究に関する科目につ

いても 1年次から履修し，修士論文は課題研究ではな

く一連の研究プロセスを踏んだ研究成果の提出を課し

ている．
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2．公衆衛生看護高度実践コース設置のプロセスとカ

リキュラム

（講師：愛知県立大学大学院看護学研究科看護学専攻　

教授　柳澤理子氏）

愛知県内では，保健師養成課程の増加により自治体

での臨地実習受け入れ総量が増大し，学部の保健師学

生の実習人数が制限されることになった．そのため

2012年から保健師課程を選択制に移行したが，学部教

育に生じてきた種々の課題と県立大学としての使命に

ついて議論を重ね，教授会での審議を経て大学院化を

決議し，2021年から大学院看護学研究科に公衆衛生看

護高度実践コースを開設することになった．

研究科委員会で大学院化について検討するにあたり，

2015年には本学および東海 3県の大学生・短大生・専

門学校生に保健師大学院課程に対するニーズ調査を実

施した．結果，学部生の 2割，短大生・専門学校生の

3割が大学院に進学したいと回答し，在学生が大学院

に期待するものは実践的かつ高度な知識技術の習得で

あった．また，統括的立場にある保健師への調査では，

保健師教育の大学院化に賛成・どちらかと言えば賛成

が 6割を超え，2割が将来的に院生を採用したいと回

答し，院卒保健師には地域課題に対する政策提言能力，

調査研究能力，地域社会全体の健康マネジメント能力

を期待していることが分かった．これらの結果より学

生の獲得と修了後の就職のニーズはあると判断した．

2016年には公衆衛生看護学コース（選択制）の評価

を行い，「カリキュラムの過密さ」に関する学生の訴え

や，講義・演習と実習との時間的解離のような「保健

師教育上の課題」，看護師課程に特化した授業に参加で

きないことによる保健師学生の看護技術到達度に関す

る自己評価の低さなど「看護師教育上の課題」，合否に

伴う学習意欲の変化など「選抜試験に関連する課題」

が明らかとなった．さらに県立大学の使命について検

討し，他大学が今できていないこと，県民と県内保健

師にとって有益なことを検討した結果，保健師課程を

大学院化し，愛知県の公衆衛生看護を担うリーダーを

育てること，また，学部については，複雑で高度な医

療現場や在宅・災害等包括的で多様な課題に対応でき

るように，4年間をかけてしっかりと看護を学習する

環境を整えることが使命であるという結論に至った．

修了要件は修士課程の 30単位に加え，指定規則の

31単位に独自の 1単位を加えた計 62単位である．科

目は，共通科目，他領域の専門科目，公衆衛生看護の

専門科目で構成される．共通科目では，専門看護師コー

スの学生と共に，フィジカルアセスメントを必修とし，

薬理学または病理学のどちらか 1科目を選択必修とし

ている．他領域の専門科目では感染看護論，家族看護

学，家族社会学，カウンセリング論などから 6単位以

上を履修する．専門看護師コースと共通の科目が多い．

公衆衛生看護の専門科目の特徴は，政府統計やビッグ

データを扱う応用疫学や，老年看護専門看護師コース

と共通の老年保健福祉政策論などがある．実習は 8単

位で 1年後期から 2年前期にかけて行い，総合研究は

4単位（課題研究）であり 1年後期に研究計画の発表

を行う．

受験生の関心は高く，特に県内大学の保健師課程の

選抜に漏れた卒業生の希望者が多い．今後の課題とし

ては，長期履修生の実習調整，基礎教育における卒業

研究の取り組み経験の違いへの対応，大学院での国家

試験対策と，学部生の保健師への関心をいかに高める

かなどがある．

3．岐阜保健大学大学院看護学研究科看護学専攻修士

課程（保健師コース）の概要

（講師：岐阜保健大学大学院看護学研究科看護学専攻　

教授　船橋香緒里氏）

本学は，1989年に医療専門学校として看護学科の設

置認可を受け，その後，2007年に岐阜保健短期大学看

護学科を開設，2019年には岐阜保健大学として看護学

部を開設した．学部開設当初より将来構想として，保

健師・助産師は上乗せ教育で行うことを計画しており，

2021年に看護学研究コース，保健師コース，助産師

コースの 3コースからなる看護学研究科を開設した．

看護学部の完成年度以前に開設したのは，前身の岐阜

保健短期大学看護学科の卒業生の進学先として，保健

師・助産師教育課程を設置し地域に貢献するためであ

る．完成年度前の設置について文科省への説明に苦慮

したが，学園長，学長ともに看護学教育に理解が深く，

上乗せ教育の実現に至った．

保健師コースのアドミッションポリシーは「地域の

マネジメント力を高め，地域住民の健康増進に寄与し

たいと考えている者」であり，定員は 5名である．教

育課程は，研究科目，共通科目，専門科目，保健師コー

ス専門科目の 4科目区分で構成され，大学院修了要件

としての 30単位以外に，保健師免許に係る 33単位の

計 63単位を取得する．疫学保健統計，保健医療福祉行

政論は共通科目とせず，保健師コース専門科目として

独立している．保健師国家試験受験資格に係る履修科
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目は，2022年度施行の指定規則に準じている．保健師

コースの担当教員は 5名である．共通科目の中には，

看護科目群と周辺領域科目群があり，更に周辺領域科

目群には，フィジカルアセスメント特論，臨床薬理学

特論，病態生理学特論を選択科目としておき，履修を

推奨している．

大学院での上乗せ教育のメリットは，学生のモチベー

ションが高く，少人数教育のため「保健師像」をつか

んでもらいやすいこと，また，看護師免許を有する学

生のため学習機会における実践が可能であることが挙

げられる．保健師コースのディプロマポリシーにおい

て，多職種や市民との協同や保健師として健康問題や

危機管理の対応ができることを掲げているが，このた

びの新型コロナウイルス感染症禍において，看護師経

験のある大学院生は，岐阜県庁内のコールセンター等

にて支援活動を実施した．事前に，教員の経験に基づ

き活動のポイントを教授した上で支援に参加し，定期

的に学内に戻っては教員との振り返りを行っている．

これは履修単位とは別に行っている活動だが，学生自

身の実践経験を増やすとともに，大学院としての地域

貢献にもつながっている．

本学ではシミュレーションセンターを設置し，モデ

ル人形によるシミュレーション教育にも力を入れてい

るが，同施設を地域開放型の活動の場として，地域の

母子や高齢者が参加する教室や多文化理解のための交

流会などを実施してきた．現在は新型コロナウイルス

感染症対策のため実施できていないが，地域貢献とと

もに学生にとって実践可能な学習の場として今後の活

用を実現したい．

IV．グループワークでの意見交換の内容

5つのグループで話し合われた内容を記録用紙から

抽出したところ，「上乗せ教育推進につながる要因」お

よび「その要因に応じた取り組みのあり方や具体策」

として次のような意見交換が行われていた．

学内関係者（幹部・学部・学科教員および上乗せ教

育に関わる教員）が抱える懸念を払拭しながら共通認

識や合意形成を進めていくことが課題である．そのた

めには，現状の課題を整理し，説得力のあるデータを

収集して資料化する．上乗せ教育を先行する機関への

情報収集を行い，根拠データを示しながら現状の課題

と上乗せ教育のメリットや必要性を説明する．その際

に，保健師教育課程だけでなく看護師教育課程にとっ

てのメリットも検討し，看護師教育の充実化もアピー

ルする．更にそれらが大学のビジョンにも適応してい

ることについて，関係者と共通認識・合意形成するこ

とが大切である．

学内関係者の懸念として，上乗せ教育にかかわる教

員の負担感が予測されるので，上乗せ教育のメリット

を共有し不安を除去する．その他の学科教員の理解を

得るためには，看護師教育の検討の場にも積極的に参

加し，全体の教育方針や方向性を検討する機会を逃さ

ず課題を共有する．特に幹部が懸念する受験生減少や

上乗せ教育開始後の院生の獲得については，先行大学

院の情報やニーズ調査の根拠データを示す．保健師教

育課程が学部教育から撤退することによる教育内容の

不足に関する懸念には，地域・在宅看護論等での具体

的な対応を示す．しかし学部生の保健師への関心を高

めることは課題であり，学部で担当する科目を通して

ロールモデルを示し，保健師の魅力を伝えることは必

須である．

図は，各グループの記録用紙の内容を教育体制委員

会にて整理，統合したものである．「上乗せ教育推進に

つながる要因」の記入欄への記載内容を実線，「要因に

応じた取り組みのあり方や具体策」の記入欄の内容を

点線で示し，注目された課題を太線や網掛けで表した．

質疑応答では，3つの代表的な質問を取り上げ，講

師や一般参加者から意見を得た．

「申請時のポイント」：文科省への説明資料の作成の

ために，入口・出口調査を実施し根拠を示す資料を作

る，自学の教育コースの強みを明確にしデータ化して

示す．

「大学院受験者のリクルート方法」：学部内の看護師

教育において役割を担い保健師の魅力を伝える．学外

に対しては，新型コロナウイルス感染症拡大時期であ

るからこそオンライン説明会に力を入れた．周知方法

の一つとして全保教のブロック別のメーリングリスト

を活用した．

「大学院の実習先の確保」：県庁が中心となり県内の

実習の調整が行われる．県庁が中心となって教員参加

の会議で県・市町の調整を決定する．教員が地域に出

向き，保健師に相談後に保健事業や子育て広場，まち

の保健室等の参加者に継続訪問や大学に来ていただく

ことの承諾を得て実習する．学生が研究のために市町

に通う中で見つけた題材から健康教育につなげる．

V．事後アンケート

実施後のアンケートは Google Formで行った．グルー
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新設/カリキュラム改正の交渉の段階
で上乗せ教育の必要性を説明する

受験生減少の懸念

学内関係者間の共通認識を得る

看護師教育の検討にも積極的に参加する

→上乗せ教育になることでのメリットを共有

看護師教育も保健師教育もしっかり行う

看護師教育の充実をアピール

上乗せ教育にかかわる教員の不安・負担感の除去
学部・学科内の共通認識

大学ビジョンに
応じていること

大学にとっての
メリット

学生は複数の免許が欲しいのではないか？

地域看護の視点がなくなるのでは？

関係者が抱く疑問に答え合意形成する

保健師に関心のある学生がいなくなるのでは？

他の教員の理解を得る
幹部の理解を得る

→地域在宅看護論で対応

→学部教育の中で動機づける
→学生確保に関する懸念への対応

保健師コースだけでなく大学としての
方針・方向性を考える

かかわる教員がメリットを実感 協力者を得る

看護教員との意見交換

１．課題とメリットを示す

授業時間の確保が十分でない

学習の積み重ねが難しい
継続訪問ができない

看護師教育の合間に保健師教育の時間
割を組むことが他の教員にとって負担

統合カリでは過密

現状の課題を整理し訴える

学生のモチベーション（が低い）

実習地側のモチベーション（が低い）

選択制では保健師になる学生がほぼいない
学生の目指す看護師像の変化がある

自立して行動できる人材育成

理論と実践を突合させられる
実践でより求められる教育ができる

多様性のある健康課題への対応ができる
（要になる教育が必要）

上乗せ教育のメリット・必要性を示す

時間的に余裕が生まれる

なりたい人が保健師になれる教育体制の実現
卒業生の多くは保健師として就職

学部卒保健師と院修了保健師の違いを示す
例）根拠を元にした地域診断 例）論理的思考

例）初年度は減少するが2年目以降は
確保でき定員割れは無い

例）院受験生は定員の3倍程度で安定

受験生の増減

例）修了生はほぼ保健師として就職

例）保健師就職のモチベーションが高い
学生が多い

上乗せ教育を先行する機関への情報収集

在学生に進学理由を尋ねる
オープンキャンパスでアンケートを取る

説得力のあるデータの収集と提示

学生・保健師の意見を収集する
学生のニーズ調査

保健師への調査
（院卒保健師に期待するもの，採用したいか等）

現場のニーズ調査

３．根拠データと成果の資料化

２．懸念への対応

学部生にいかに保健師の魅力を伝えるか

1年生から生活をみる視点と地域に出ていく視点を養う

地域看護学概論等で魅力を伝える

学部において保健師活動が具体的に見えるような授業展開

学部教育の中で動機づける 地域在宅看護論での対応

学部生の保健師への関心 地域看護の視点

モチベーションを上げる
（スモールステップ，ほめる，保健師に会う）

保健師のロールモデルを示す

院修了保健師への期待を示す

保健師選抜に漏れた既卒生・他校生も対象
になる（リカレント教育）

大学院の学生確保

学部教育と大学院教育の違いを示す

現任保健師とともに作り上げる教育
看護基礎教育修了者への教育では現場の
保健師が保健師教育に注力できる

実践力を上げる教育体制の構築

現職保健師が修士課程に進学（副次効果）

卒業生の活躍

学生の経済的負担の軽減

教員が研究指導できる学生数の限界学費問題（助成・減額などの
サポート体制の強化）

大学院の場合，養成人数が限られる

教員数の基準の改正が必要

大学院の学生確保に関する検討課題

実線 上乗せ教育推進につながる要因

要因に応じた取り組みのあり方や具体策点線

注目された課題等網掛・太枠・太字

関
係
者
と
の
共
通
認
識
・
合
意
形
成

図 記録用紙から抽出した上乗せ教育推進につながる要因と具体策
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プワーク終了後に案内したためグループワーク参加者

22名のうち 18名から回答を得た（回収率 82%）．職位

別には，教授・准教授 10名（56%），講師・助教 8名

（44%）であり，5名（28%）が既に上乗せ教育が始まっ

ている機関に所属し，上乗せ教育開始時期がほぼ決定

している機関に所属している参加者が 7名（39%）だっ

た．複数回答で尋ねた参加理由の上位 3つは，大学院

保健師教育課程のカリキュラムの詳細を知りたい（10

名），上乗せ教育に至るプロセスを知りたい（9名）上

乗せ教育に向けた具体策を知りたい（8名）であった．

講演については「良かった（15名）」「やや良かった

（3名）」，グループワークについては「良かった（10

名）」「やや良かった（6名）」「ふつう（2名）」と回答

した．感想は，「大学院開設に向けた努力のプロセスが

よくわかった」「エビデンスとなる調査を大学（入学

者・在学生・卒業生）と保健師に実施し，大学と大学

院の各ビジョンが明確化されている」「実習施設確保の

ために教員が地域へ出向いており，地域とつながるこ

とが重要であると再認識できた」などであった．

今後，上乗せ教育に関して知りたい内容（複数回答）

の上位 3つは，保健師課程の教育内容（12名），修了

生・在学生の学び（10名），保健師教育課程の評価（8

名）であった．

VI．あとがき

新型コロナウイルス感染症対策で求められるような，

健康危機管理能力やマネジメント能力の獲得には，保

健師教育課程の上乗せ化が必至であるが，そのために

は盤石な看護基礎教育の体制が必要となる．保健師教

員は，看護師教育課程の基盤づくりにおいて，地域・

在宅看護論での地域看護学教育の質を担保し，他領域

の教員からの信頼を得ることで，高度実践能力を備え

た保健師の育成を実現できる．今回の保健師助産師看

護師学校養成所指定規則の改正に伴う変更申請時に，

保健師教育課程の上乗せ化を検討したが実現できな

かった大学もあり，教育体制委員会としては，教育課

程が多様な会員校の課題に応じた研修や情報共有の場

を今後も提供していく必要がある．
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事業報告

2021 年度教育体制委員会事業報告
大学院化を予定する会員校のためのオンライン交流会

教育体制委員会
西出りつ子（三重大学），

佐藤千賀子（秋田県立衛生看護学院），
堀井節子（京都光華女子大学），
和泉京子（武庫川女子大学大学院），

白石知子（中部大学），
菅原京子（山形県立保健医療大学），

水谷真由美（三重大学）

I．はじめに

全国保健師教育機関協議会（以下，「全保教」）の教

育体制委員会では，2021年度も，大学院と大学専攻科

などを含む上乗せ教育により指定規則に定める単位の

読み替えなしの保健師教育課程推進を活動方針の一つ

としている．この方針に基づく 2021年度当初事業計画

は，8月夏季教員研修会の分科会「大学院の設置に至

るプロセスとカリキュラムの実際」のみであった．し

かし，8月理事会において，大学院教育を始めた（ま

たは大学院教育への変更が決まった）教育課程の教員

がもつ不安や疑問を払拭する必要があるとのご意見を

いただいた．

一方，保健師助産師看護師学校養成所指定規則の改

正により，看護学教育を見直して新しいカリキュラム

を 2022年度入学者から適用する教育機関が多い．この

変革期に，保健師教育のあり方をも再検討する教育機

関が増えるのは当然の成り行きである．それに伴い，

保健師課程大学院化が正式に決まった教育機関では，

担当教員はその準備を具体的に担うからこそ，様々な

疑問や心配をもつものと推察する．本委員会が夏季教

員研修会分科会を振り返ったところ，事後アンケート

の参加目的欄に「先発校の経験を聞きたかった」や「不

安や悩みを話し合いたかった」などの記述がみられた．

また，2020年度に本委員会が緊急開催した「大学院化

を予定している会員校の意見交換会」は，大学院化推

進に向け，大学院化への準備を始めた会員校向けによ

り具体的内容を情報交換できる企画が必要ではないか

との着想から始まった．これらより，本委員会は大学

院化を担当する教員の疑問や不安を低減する身近な活

動が必要であると判断，昨年度の経験から実行可能と

考え，9月に交流会の開催準備に入った．そして 12

月，大学院化という共通の目標をもつ会員校同士の気

軽な交流の場，情報や意見を交換できる場として，大

学院化を予定する会員校を対象にオンライン交流会を

開催した．

本稿では，上乗せ教育課程推進の今後の方策を検討

するための基礎資料として，本事業の概要について報

告する．

II．オンライン交流会事業の概要

企画した本事業名，目的，実施方法などは，以下の

とおりであった．

1．事業：大学院化を予定する会員校のためのオンライ

ン交流会

2．目的

大学院化を予定する会員校同士の気軽な交流の場，

情報や意見を交換できる場を設け，大学院化の準備を

担う教員のもつ疑問の解消と不安の軽減を図る．

3．実施日時：2021年 12月 11日（土）13時 00分～14

時 30分

4．実施方法

周知方法は，全保教会員校向けメールマガジン配信

2回（9月 30日，11月 30日）と各ブロック理事も委

員である 11月理事会における報告であった．オンライ

ンによる事前申し込み制とし，オンライン開催の方式
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をとった．なお，全保教が作成した「保健師教育にお

ける大学院カリキュラムモデル（全保教版 2020）」と

「保健師教育大学院化に向けたステップバイステップ支

援 Q&A集 2020」を資料とし，申込者にメールにより

事前配付した．

5．参加対象

本事業の対象を「2022年度あるいはその後に大学院

化を予定する会員校の教員」とし，保健師教育につい

て意思決定が可能な職位の方の参加を呼びかけた．

III．交流会開催結果

1．参加者の概要

参加申し込み者数は 8名であったが，業務による欠

席が 1名あり，当日参加者は会員校 5校から計 7名，

大学院教育を担う情報提供者 2名，全保教の三役と運

営担当委員 7名を含む計 18名であった．大学院化を予

定する参加者 7名の所属はすべて学部教育選択制の保

健師教育課程であり，大学院化の時期別に 2023年度 1

校，2025年度 1校，検討中 3校であった．なお，情報

提供者は，大西真由美氏（長崎大学大学院教授）と麻

原きよみ氏（聖路加国際大学大学院教授）であり，和

泉京子委員（武庫川女子大学大学院教授）も大学院教

育を担う立場から一部発言を求められた．

2．交流会の構成

運営する委員も含めた参加者数が 20名未満であった

ため，メインルーム 1室による交流とした．交流会の

趣旨説明の後，自己紹介（参加理由と話題にしたい内

容を含む）を皮切りに交流を開始した．参加者から要

望のあったテーマについて，大西氏，麻原氏から情報

提供をしていただき，追加質問を入れながら全員で話

し合った．最後に，オンラインによる事後アンケート

を依頼した．

3．参加者からの要望テーマとその内容

参加申し込み時に話し合いたい内容を調査し，当日

の自己紹介の際にも聞き取った．これらは，①文部科

学省への申請に向けた具体的内容，②カリキュラムの

組み立て，③大学院化のメリット，の 3テーマに分類

できた．説明内容や経験談，発言について下記にまと

めた．

1）文部科学省への申請（立ち上げ）に向けた具体的内容

（1）学部教育との関係性

学部教育と並行して大学院教育を行う場合，学部保

健師課程を閉じてから大学院教育を開始する場合に比

べ，担当教員の負担が大きい．学部と大学院の教育の

重複期間には，学部教育担当者と大学院教育担当者を

明確にわけるよう文部科学省から指導を受けた．申請

時に，演習室を学部用と大学院用に分けて報告する必

要があった（同じ空間を切り分けて報告）．

公衆衛生看護学分野の教員は，大学院保健師課程科

目と学部教育に関わることになるが，教員審査の結果

により大学院の研究指導と教授科目が決まるため，大

学院教育への関わり方と学部教育を担える範囲に違い

が生じる場合がある．

（2）教員数などマンパワーの確保

立ち上げの際は公衆衛生看護学の教授・准教授，在

宅看護学の教授の 3名で申請した．その後に大学院公

衆衛生看護学 4名，在宅看護学 1名，養護教諭教育 1

名となり，全員が在宅看護学実習の指導を行っている．

学部の保健師課程がなくなった際に，1名減員となった．

また，学生定員純増により，教員数も増加した大学

の話もなされた．参加者からは，開設する際に教員の

定員増は考えられないとの発言がある一方，学部教育

との重複期間には非常勤教員の確保により対応すると

組織が方針を示したとの発言もみられた．

学生定員が多い場合，非常勤の助教や TAを活用す

る．社会人経験のある大学院生は学部進学者と異なり，

自立して動ける．演習・実習の 14単位には大変さより

大学院教育の楽しさ，これまでやりたいと思っていた

ことができるというよさがある．また，修士論文（8

単位）ではなく，課題研究（2単位）として科目担当

者が単位を認定，助教も博士の学位をもつため教員全

員が研究指導可能であり，同時に修士論文コースの学

生指導も行っている．高度実践の指導者 Doctor of

Nursing Practice（DNP）も養成しており，エビデンス

をいかに現場に実装するかが，上級実践者の育成にお

いて重要である．実践家の博士号であるため，evidence

based practice（EBP）としていかにエビデンスを実装

させるか，実装研究が重要である．

大学院開設の新規申請であり，教員審査を受審した．

助教も指定規則分の教育が可能と判定されたため大学

院教育に関わることが可能との大学がある反面，学内

での基準に達するか否かにより助教が大学院における

研究指導や科目教授を担当できない大学もみられた．

（3）大学院化の推進要因

助産師課程を先に大学院化した場合，助産師の教員

が保健師課程大学院化の味方となり，支援してくれる．
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大学院化に追い風となる時代の流れや支援者の存在は

大きい．大学院化を可能にした要因には，大学トップ

の先見性，方針，組織の変革・改組，大学の理念と整

合した主張，大学のパイオニア志向が挙げられる．保

健師教育担当教員にとって，継続してあらゆるところ

で伝える，タイミングを逃さない，日頃から構想を練っ

ておく，これらが重要である．

参加者から，将来的に大学院化を推進できるように

県内保健師などに必要性の説明を行い，大学院化を受

け入れる考え方を広めることにより準備を進めている

との発言があった．

2）カリキュラムの組み立て

（1）大学院の科目の位置づけと単位

指定規則改正が予定されていたため最初から保健師

教育 31単位，その単位に含まない共通科目に研究方法

と疫学保健統計学をおき，ヘルスプロモーション特論

を公衆衛生看護学の専門科目に位置付けた．

実習は 6単位（地方自治体か産業において計画から

評価，提案までの内容）の課程と 5単位の課程があり，

研究に時間を費やさないと教育が成り立たず，厳しい

現状があるとの発言もみられた．

研究は 10単位，論文を課している．しかし，大学設

置主体の違いや大学の歴史的背景により，修士論文と

するか否か，学生定員の認可人数など，文部科学省か

ら求められる内容が異なるかもしれない．

（2）実習フィールドの確保と具体的な学習内容

近隣大学が先行して大学院教育を行っているため，

実習施設側に大学院教育を苦労なく受け入れてもらえ

た．産業保健については演習として現場で学習させて

もらい，また公衆衛生看護学実習 4単位の中に産業保

健と学校保健の内容を入れている．

産業・学校保健（計 2単位）を演習扱いとし，卒業

生のいる施設や学部教育の頃から関わりのある施設な

どに依頼している．指定規則 5単位分の実習施設を文

部科学省に届け出ており，自治体（4単位）と訪問看

護ステーション，農村部などにおける地域アセスメン

トも実施している．

どのような学生を育てたいかにより，1年次と 2年

次の実習内容が異なる．アウトリーチを基盤とする活

動が可能な保健師を育てたかったため，1年次は乳児

と高齢者を 1名ずつ継続訪問，2年次は保健所・保健

センターの実習としている．看護師免許をもつ学生の

ため，困難事例に関わる学習機会も依頼している．山

間部における実習では，住民組織に入り込めるよう教

員もともに関わりながら住民の話し合いの場に参加し，

学生がその活動の様子から得た情報を活かして健康教

育を企画・実施するなど，関係性をつくりながら実践

力を高める展開をしている．

3）大学院化のメリット

最後に，大西氏から「教育していて手ごたえがある．

6名と少人数のため学生ひとりひとりの個性を確認し

ながら教育できる．」，麻原氏から「当初は受験生の減

少を心配するが，学内推薦制度や特別奨学金制度など

により対応できる．大学院教育はすごく楽しい．やり

たいと思う教育ができる．」と，大学院化のメリットと

ともに大学院化を進める参加者への励ましの言葉をい

ただき，交流会を終了した．

4．参加者の感想

終了後アンケートの回答者は 7名，参加目的が「達

成できた」3名，「まあまあ達成できた」4名であった．

講師のご説明に，「カリキュラム構成や実習のあり方が

参考になった」，「大学院教育の実際の内容を知ること

ができたことで前向きになり，準備を具体的に考える

ことができそう」など，講師への感謝の感想が多く，

「分科会も参加しており，何度か参加することでいろい

ろな話が繋がり，理解を深めることができた」との感

想も寄せられた．一方，今後の開催を望む意見と「カ

リキュラム完成後も運用と継続に課題が残るが，先行

大学の工夫を共有できる機会があると心強い」，「時間

的制約で仕方がないと思うが，（同じ立場の）他校の先

生方と意見交換もできればなおよかったかと思う」と

今後につながるご意見をいただいた．

IV．あとがき

大学院教育課程を開始する教員の交流を促進するた

めに，来年度もこの事業を活動計画とし，参加者のご

意見を今後の検討課題とする．本委員会が担うべき「上

乗せ教育を推進する役割」を忘れず，教育体制整備に

向けた活動を進めていくので，今後も忌憚のないご意

見をいただきたい．

謝 辞

本交流会の趣旨をご理解いただき，ご協力いただき

ました講師の先生方に，深く感謝申し上げます．先発

校として頼もしく，また終始温かい態度をもって語っ

てくださった大西先生，麻原先生，ありがとうござい
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調査報告

令和 2（2020）年度公衆衛生看護学実習に関する調査報告

一般社団法人 全国保健師教育機関協議会 理事会
鈴木美和（三育学院大学），
岸恵美子（東邦大学），
神庭純子（西武文理大学），
澤井美奈子（湘南医療大学），

臺 有桂（神奈川県立保健福祉大学），
西嶋真理子（愛媛大学）

I．はじめに

令和 2（2020）年度は，新型コロナウイルス感染症

の感染拡大により，保健師養成教育の場において多大

な影響を受けた．特に，公衆衛生看護学実習の実施に

あたっては，実習前の準備を学生個々が自宅等におい

て行ったり，演習の実施にオンラインを用いたり，通

常とは異なる方法をとらざるを得ない状況となった．

そこで，令和 2（2020）年度の公衆衛生看護学実習

の実際を把握し，今後の課題を検討するために「令和

2（2020）年度 公衆衛生看護学実習に関する調査」を

実施することとした．

II．活動結果

1．調査目的

令和 2（2020）年度の公衆衛生看護学実習の実態を

把握するとともに，その実態を令和元（2019）年度の

公衆衛生看護学実習の実態と比較することを通して，

新型コロナウイルス感染症による感染拡大に伴う実習

への影響を明らかにする．また，公衆衛生看護学実習

の今後の課題を検討する．

2．方法

1）対象：（一社）全国保健師教育機関協議会会員校

224校

2）方法：Google formを用いたアンケート調査

3）調査内容：

（1）令和 2年度の実習時期の変更の有無

（2）令和 2年度，令和元年度の実習の時期

（3）令和 2年度の実習施設の変更の有無

（4）令和 2年度，令和元年度の実習施設

（5）令和 2年度の実習施設での実習日数変更の有無

（6）令和 2年度，令和元年度の施設別実習日数

（7）特別区，政令市，保健所，保健センターの実習

技術体験項目

（8）実習地での実習・教育内容（分野・事業名・支

援・活動展開など）

（9）実習にあたっての留意点

（10）臨地実習の代替方法

（11）令和 3年度に向けての課題

4）調査期間：令和 3（2021）年 2月 24日から 3月 12日

3．結果

1）回収数（率）：135校（60.3%）であった．内訳

は，北海道・東北ブロック 13校（9.6%），南関東ブ

ロック 23校（17.0%），北関東・甲信越ブロック 15校

（11.1%），東海・近畿北ブロック 27 校（20.0%），北

陸・近畿南ブロック 21校（15.6%），中国・四国ブロッ

ク 17校（12.6%），九州ブロック 19校（14.1%）であっ

た（表 1）．

2）学校種別（率）：大学院 10校（7.4%），学部選択

制 114校（84.4%），統合カリキュラム 11校（8.1%）で

表 1 回収状況

対象数 回答数 %

回答（全体） 224 135 60.3%

内訳 北海道・東北ブロック 13 9.6%

南関東ブロック 23 17.0%

北関東・甲信越ブロック 15 11.1%

東海・近畿北ブロック 27 20.0%

北陸・近畿南ブロック 21 15.6%

中国・四国ブロック 17 12.6%

九州ブロック 19 14.1%
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あった（表 2）．

3）令和 2（2020）年度の実習時期の変更の有無：実

習時期の変更無しは 76校（56.3%），変更有りは 59校

（43.7%）であった（表 3）．

4）令和 2（2020）年度，令和元（2019）年度の実習

時期（135校）：令和 2（2020）年度は，4～6月が 44校

（32.6%），7～9月が 102校（75.6%），10～12月が 72校

（53.3%），1月～3月が 15校（11.1%）であった．令和

元（2019）年度は，4～6月が 73校（54.1%），7～9月

が 101校（74.8%），10～12月が 53校（39.3%），1月～

3月が 13校（9.6%）であった（表 4）．

5）令和 2（2020）年度の実習施設の変更の有無およ

び学内実習への振替：実習施設の変更無しは 56 校

（41.8%），変更有りは 34校（25.4%），学内実習への振

替は 44校（32.8%）であった（表 5）．

6）令和 2（2020）年度，令和元（2019）年度の実習

施設数：令和 2（2020）年度の実習施設として，東京

23区特別区が 7校（5.2%），政令市が 45校（33.6%），

保健所が 103 校（76.9%），保健センターが 111 校

（82.8%），その他が 60校（44.8%）であった．令和元

表 2 学校種別 n=135

n %

大学院 10 7.4%

学部選択制 114 84.4%

統合カリキュラム 11 8.1%

表 3 令和 2（2020）年度の実習時期の変更 n=135

n %

実習時期の変更無し 76 56.3%

実習時期の変更有り 59 43.7%

表 4 令和 2（2020）年度，令和元（2019）年度の実習時期
（n=135 回答校数：複数回答あり）

令和 2（2020）
年度（校） %

令和元（2019）
年度（校） %

4～6月 44 32.6% 73 54.1%

7～9月 102 75.6% 101 74.8%

10～12月 72 53.3% 53 39.3%

1～3月 15 11.1% 13 9.6%

表 5 令和 2（2020）年度の実習施設の変更の有無および学
内実習への振替（n=134）

令和 2（2020）年度（校） %

実習施設の変更無し 56 41.8%

実習施設の変更有り 34 25.4%

学内実習への振替 44 32.8%

（2019）年度の実習施設として，東京 23区特別区が 7

校（5.2%），政令市が 52校（38.8%），保健所が 117校

（87.3%），保健センターが 117校（87.3%），その他が

61校（45.5%）であった（表 6）．

7）令和 2（2020）年度の実習施設での実習日数の変

更の有無：施設実習日数を変更した学校は 48 校

（35.8%），施設実習日数を変更していない学校が 26校

（19.4%），施設実習を学内実習に振り替えた学校が 38

校（28.4%）であった（表 7）．

8）令和 2（2020）年度の実習施設での実習日数のそ

の他の回答：実習を 25日および時間数の増加と回答し

た学校が 1校，25日と回答した学校が 1校，施設実習

を短縮し，学内またはオンラインとの併用あるいは切

り替えて行った学校が 23校あった．また，課題実習や

遠隔実習といった方法を活用したり，令和 2（2020）

年度の実習を延期したりしたという学校もあった（表

8）．

9）令和 2（2020）年度，令和元（2019）年度の実習

施設別実習日数：令和 2（2020）年度は，令和元

（2019）年度と比較すると，特別区，政令市，保健所，

保健センターのそれぞれの施設に 0日という回答が

あった（表 9-1，2）．

10）特別区，政令市，保健所，保健センター実習技

術体験項目に関する学生の体験割合：次の項目①から

⑯の技術について実習学生の体験の有無（体験者 100%

あるいは 0%）を調査した（表 10）．（1）「実習オリエ

ンテーションで保健所・保健センターの役割・機能を

表 6 令和 2（2020）年度，令和元（2019）年度の実習施設
（n=134 回答校数：複数回答あり）

令和 2
（2020）年度
（校）

%
令和元

（2019）年度
（校）

%

東京 23区特別区 7 5.2% 7 5.2%

政令市 45 33.6% 52 38.8%

保健所 103 76.9% 117 87.3%

保健センター 111 82.8% 117 87.3%

その他 60 44.8% 61 45.5%

表 7 令和 2（2020）年度の実習施設での実習日数の変更の
有無（n=134）

令和 2（2020）
年度（校） %

施設実習日数を変更した 48 35.8%

施設実習日数を変更していない 26 19.4%

施設実習を学内実習に振り替えた 38 28.4%

その他 22 16.4%
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聞く」を全員が体験できた学校は，令和 2年度は，72

校に止まった．（2）「地域診断に必要な情報を収集す

る」を全員が体験できた学校は，令和 2年度は，91校

であった．（3）「地域の健康課題を明らかにする」を全

員が体験できた学校は，令和 2年度は，92校であっ

た．（4）「保健師に同行して家庭訪問を見学する」を全

員が体験できた学校は，令和 2年度は，28校であり，

体験できなかった学校は，34校であった．（5）「家庭

訪問で計測や相談，情報提供等の保健師活動をいずれ

か 1つ以上体験する」を全員が体験できた学校は，令

和 2年度は，25校であり，体験できなかった学校は，

53校であった．（6）「同一事例に 2回以上の訪問を体

験する」を全員が体験できた学校は，令和 2年度は，

9校であり，体験できなかった学校は，104校であっ

た．（7）「教員や保健師の前で健康教育のリハーサル・

発表を行う」を全員が体験できた学校は，令和 2年度

は，96校であり，体験できなかった学校は，14校で

あった．（8）「住民の前で健康教育を行う」を全員が体

験できた学校は，令和 2年度は，21校であり，体験で

きなかった学校は，51校であった．（9）「家庭訪問を

除く健康相談・健康診査事業等で，相談や健康診査を

見学する」を全員が体験できた学校は，令和 2年度は，

72校であり，体験できなかった学校は，15校であっ

た．（10）「家庭訪問を除く健康相談・健康診査事業等

で，問診や相談等の保健師活動をいずれか 1つ以上体

験する」を全員が体験できた学校は，令和 2年度は，

表 8 令和 2（2020）年度の実習施設での実習日数のその他の回答（n=49）

実習日数 学校数 内容

25日および時間数の増加 1
施設実習を短縮し，学内実習で補完し，時期変更と他施設を追加し，実習時間
を増加させた．

25日 1 保健所・市町村実習　20日間，学校・産業保健　5日間
施設実習を短縮 23 施設実習を短縮した．学内実習またはオンラインとの併用あるいは切り替えた．
受け入れ不可施設を学内実習へ変更 5 実習受け入れ不可施設の実習を学内実習に切り替えた．

施設実習を短縮し，後日追加 5
施設実習を短縮し，学内実習に切り替え，後日臨地実習を追加した（指導者に
よるオンライン指導を含む）．

一部の学生の実習施設の日程短縮と
オンライン課題・学内実習 5

一部実習施設の日程短縮，一部学生グループの実習不可施設への対応として，
オンラインによる事前学習の追加，課題学習，カンファレンス，学内実習を実
施した．

実習時期・期間の変更および学内実習に
よる代替 2 実習時期・期間を変更し，一部の実習を学内実習に振り替えた．

参加事業の有無により学内課題実習の
実施 1 参加事業がない日は学内での課題実習とした．

施設実習を短縮し，学内実習と課題提示 1 施設実習を短縮し，学内実習で補完し，事前課題と事後課題を提示した．
遠隔実習に切り替え 2 遠隔実習に切り替えた．
2020年度は実習なし 1 実習を次年度（2021年度）に延期した．
その他 2 その他

表 9-1 令和 2（2020）年度の施設別実習日数

実習日数 0 1 2 3 4 5 6～10 11～15 16～20 21～25 その他

東京 23区 1 ― ― 2 ― 3 2 1 2 1 ―
政令市 4 ― 3 5 ― 4 10 10 11 3 1

保健所 7 14 13 8 9 27 17 4 4 1 3

保健センター 4 6 6 8 4 7 31 23 19 2 2

その他 3 10 9 6 1 12 6 4 5 4 5

表 9-2 令和元（2019）年度の施設別実習日数

実習日数 1～5 6～10 11～15 16～20 21～25 その他

東京 23区 ― ― ― 6 1 ―
政令市 3 9 13 16 8 3

保健所 70 18 19 8 6 4

保健センター 4 36 30 32 10 6

その他 37 7 4 2 1 7
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20校であり，体験できなかった学校は，65校であっ

た．（11）「実習中に，特別区，政令市，保健所，保健

センター以外の関連機関を見学する」を全員が体験で

きた学校は，令和 2年度は，34校であり，体験できな

かった学校は，36校であった．（12）「関係機関との事

例検討会や連絡会議を見学する」を全員が体験できた

学校は，令和 2年度は，25校であり，体験できなかっ

た学校は，43校であった．（13）「住民の行う地区組織

活動へ参加する」を全員が体験できた学校は，令和 2

年度は，20校であり，体験できなかった学校は 48校

であった．（14）「結核・感染症対策等の保健所業務を

見学する」を全員が体験できた学校は，令和 2年度は，

33校であり，体験できなかった学校は，47校であっ

た．（15）「保健所・保健センターで実習のカンファレ

ンスを行う」を全員が体験できた学校は，令和 2年度

は，85校であり，体験できなかった学校は，15校で

あった．（16）「同一事例への家庭訪問を含む継続的な

支援を見学する」を全員が体験できた学校は，令和 2

年度は，12校であり，体験できなかった学校は，72校

であった．

11）令和 2（2020）年度の実習内容（表 11）：令和 2

年度の実習内容として記載のあった内容は，「乳幼児健

康診査，特定健康診査，がん検診」が最も多く，次い

で「母子保健分野」，「健康教育」，「家庭訪問」，「健康

相談」等であった．

12）令和 2（2020）年度の実習中の留意点（表 12）：

令和 2年度の実習中の留意点として記載のあった内容

は，「学生の健康管理」が最も多く，次いで「新型コロ

ナウイルス感染症対策」，「臨地実習先との相談・調整・

連携」等であった．

13）令和 2（2020）年度の実習の代替方法（表 13）：

令和 2年度の実習の代替方法として，最も多かったの

は，「オンライン講義・演習・実習」であり，次いで

「学内実習」，「レポート課題」，「対面によるシミュレー

ション学習」等であった．

14）令和 3（2021）年度に向けての課題（表 14）：令

和 3年度に向けての課題として，「実習機関との調整・

内容の検討」，「家庭訪問，健康教育，住民との関わり

の持ち方」が挙げられていて，「学内実習の充実」，「学

生のレディネスとモチベーション維持」等が記載され

ていた．

表 10 特別区，政令市，保健所，保健センター実習技術体験項目に関する学生の体験割合（n=134）

特別区，政令市，保健所，保健センター実習技術体験項目

令和 2（2020）年度 令和元（2019）年度

全員体験で
きなかった
（0%）学校

学生全員が
体験できた
（100%）学校

全員体験で
きなかった
（0%）学校

学生全員が
体験できた
（100%）学校

（1）実習オリエンテーションで保健所・保健センターの役割・機能を
聞く 11 72 1 106

（2）地域診断に必要な情報を収集する 5 91 2 111

（3）地域の健康課題を明らかにする 5 92 2 110

（4）保健師に同行して家庭訪問を見学する 34 28 3 90

（5）家庭訪問で計測や相談，情報提供等の保健師活動をいずれか 1つ
以上体験する 53 25 11 70

（6）同一事例に 2回以上の訪問を体験する 104 9 59 27

（7）教員や保健師の前で健康教育のリハーサル・発表 14 96 6 107

（8）住民の前で健康教育を行う 51 21 6 98

（9）家庭訪問を除く健康相談・健康診査事業等で，相談や健康診査を
見学する 15 72 2 110

（10）家庭訪問を除く健康相談・健康診査事業等で，問診や相談等の保
健師活動をいずれか 1つ以上体験する 65 20 26 61

（11）実習中に，特別区，政令市，保健所，保健センター以外の関連機
関を見学する 36 34 3 74

（12）関係機関との事例検討会や連絡会議を見学する 43 25 3 56

（13）住民の行う地区組織活動（例：住民主体の体操教室など）や自助
グループ（断酒会，患者会など）へ参加する 48 20 4 65

（14）結核・感染症対策等の保健所業務を見学する 47 33 5 69

（15）保健所・保健センターで実習のカンファレンスを行う 15 85 1 116

（16）同一事例への家庭訪問を含む継続的な支援を見学する（例：家庭
訪問に加えて，電話連絡やデイケア，健康診査等での支援など） 72 12 30 40
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III．ま と め

1．実習時期および施設の変更

令和 2（2020）年度の実習の時期に変更が生じた学

校は，4割であり，約 6割の学校は，予定していた時

期に実習を行っていた．令和元（2019）年度と比較し

て，4月から 6月が減少し，10月から 12月が増加し

た．これは，新型コロナウイルス感染症の第 1波，第

2波の影響を受けた可能性が高い．実習施設の変更の

有無について，約 3割が学内実習への振り替え，25.4%

が実習施設を変更していた．実習施設別に見てみると，

政令市，保健所，市町村の数が減少し，これは，政令

市，保健所，市町村の実習受け入れが困難になり，実

習施設の変更または学内実習への振替が増えたことを

示す．実習時期の変更，実習施設の変更を急遽行うと

いうことでは，各教育機関の教員は非常に混乱を来し

た可能性が高い．

表 11 令和 2（2020）年度の実習内容

内容（分野・事業・支援・活動展開等） 回答
学校数

乳幼児健康診査，特定健康診査，がん検診（保健指導含む） 37

母子保健分野 34

健康教育（見学，実施，保健師に対するデモンストレーション，計画案作成） 32

家庭訪問（カルテレビュー，事例検討 5校） 28

健康相談（乳幼児，成人，高齢者，感染症，事例検討）実施または見学 27

感染症対策（新型コロナウイルス感染症対応【PPE着脱訓練，職業感染，環境消毒，感染対策会議，積極的疫学調査，出
前講義】，性感染症，エイズ等） 22

高齢者保健事業（認知症カフェ，介護予防） 20

地域診断，地区踏査 15

成人保健分野 14

精神・難病保健事業（見学，講演参加，事例検討） 14

会議・研修（リーダー会議，結核評価検討会，地域ケア会議，業務連絡会，EMIS研修会，ゲートキーパー研修会など） 11

母親学級，介護予防教室，療育教室等 9

オリエンテーション，事業説明，講義（予算，事業評価） 9

地区組織活動 8

家庭訪問（DOTS，事例検討，ロールプレイ） 7

学内（地域診断や積極的疫学調査演習，健康教育，家庭訪問，学生の体験内容の共有・補完） 7

保健事業（執務室含む）の見学 7

精神障害者，難病 7

保健指導 6

地域包括関連事業 4

健康危機管理（新型コロナ感染症・結核，災害等の講義，説明） 4

災害対策，避難シミュレーション 3

自主グループ活動への参加・見学 3

行政・公衆衛生看護管理 3

事例検討会，カンファレンス 2

産業保健 2

虐待：児童・障害者・高齢者等虐待連絡会議，事例検討会 1

住民インタビュー 1

新人保健師講話 1

Zoom，Googleマップ等活用，工夫 1

施策化 1

他職種他機関との連携 1

実習指導体制 1

学内および保健師への聞き取り 1

ほぼ例年通り 3

実習できなかった 4

2020年度の実習設定がなかった 1

その他 2
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表 12 令和 2（2020）年度の実習中の留意点

留意点 回答
学校数

学生の健康管理（検温，健康観察，行動記録，外出規制） 48

新型コロナウイルス感染症対策（ガイドライン・感染症対策マニュアルの作成，感染対策・教育の徹底） 44

臨地実習先との相談・調整・連携（意向確認） 36

実習中の配慮（距離を保っての見学に留める，実習に伴う宿泊を回避，三密の回避，学生の分散配置，見学時間の短縮・
制限） 21

学習への支援（Covid-19対策を含めた保健師活動の最前線の講話依頼，実習地での体験と理論の統合，カンファレンスの
充実，事前学習の強化） 20

実習地の工夫，オンラインの併用（到達目標保持と代替施設の多用，半日実習の組み合わせによる現地での昼食回避，事
業参加者制限による体験や学びのグループ内共有増加） 13

オンライン（または出張）講義，実習，遠隔実習の実施 9

実習場での感染予防行動（マスク，消毒，フェイスシールド等準備，対象者との距離を保つ，ラッシュ時間を避けての移
動） 9

学生への指導（事前学習の徹底，県外往来と実習との日程調整） 7

PCR検査の実施（実習前，必要時，3週間毎） 7

実習期間の短縮（保健所・市町村等実習期間を 5週間から 3週間に短縮し，学内実習を 2週間実施，通常 12月までのとこ
ろ，11月初旬に終了） 2

臨地での実習なし 2

教員の健康管理 1

不明 3

表 13 令和 2（2020）年度の実習の代替方法

代替方法（内容） 回答
学校数

オンライン講義・演習・実習（オリエンテーション，健康教育デモンストレーション，事業化の発表，実習体験学生と未
体験学生の討議） 57

学内実習（模擬健康相談，動画作成，家庭訪問・健康診査演習，環境測定，保健所保健師退職者を招聘したシンポジウ
ム，感染防御服の着脱等演習） 40

レポート課題（母子保健事業および地域包括ケアシステムの構築，新型コロナウイルス感染症対策，地域組織活動・自主
グループ活動の支援，体験できていない内容） 21

対面によるシミュレーション学習（地域診断，健康教育，健康相談，電話相談，乳幼児健診，災害対応，特定保健指導，
公衆衛生看護管理） 17

指導者による講話・指導（コロナ対策の現状，感染症・災害対策，リモートによる養護教諭からの指導） 7

DVD視聴 7

事例検討（実習では同行しにくい特定妊婦や 8050など困難事例の支援） 7

地区踏査（現地，バーチャル）・地域診断の充実（グーグルマップとグーグルアース活用，住民との交流（屋外でのイン
タビュー，電話でのインタビューなど） 7

動画撮影・オンデマンドによる演習（家庭訪問，地区組織活動） 6

課題提示とディスカッション等の組み合わせ 5

グループワーク・カンファレンス 4

学内健康教育（オープンキャンパス，大学教職員活用） 2

ロールプレイ（家庭訪問，保健所実習経験学生と未経験学生による「新型コロナ感染症の相談と受診までの流れ」） 2

指導者またはゲストから教員への交代による講義・演習（保健所保健師の活動，DMATコーディネーターの資格を有する
教員の DMAT演習） 2

YouTubeの活用（YouTube保健センター公式サイトを視聴など） 2

電話相談 1

メール（指導者への質問，回答） 1

施設見学新規導入（防災センター等関連機関への見学実習） 1

遠隔実習 1

実習施設の変更 1

臨地による実習中止 1

実習地保健師へインタビュー 1

予定通りの実習期間 11

不明 6
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2．実習日数の変更

施設実習日数を変更した学校は約 36%，日数を変更

していない学校は約 19%，施設実習を学内に切り替え

た学校は約 28%であった．本来の実習日数 25日にさ

らに時間数を増加させたり，施設実習を短縮し，学内

実習で補完したり，状況に応じて実習方法を変更した

という状況であった．臨地実習が不可となっても，後

日追加やオンラインを活用するなど，工夫をしながら

何とか実習を臨地や臨地とつないでできるようにして

いる状況が示されていた．また，学生全員の実習がか

なわなくても，一部の学生の実習を調整するという対

応をしながら，臨地実習に近い状況を作っていた．実

際にそれぞれの施設にどのくらい出向いて実習できた

のかを調査した結果，各施設に「0日」という回答が

あった．このことは，令和 2（2020）年度の実習実施

がいかに困難であったかを示す．

3．学生の技術体験

実習技術体験項目の学生の体験について，全ての学

校が，全員が体験出来たと回答した項目はなかった．

全員が体験出来ていた割合が多かった項目は，②③⑦

⑮であり，全員が体験出来なかった割合が多かった項

目は，⑥同一事例に 2回以上の訪問を体験する，⑩家

庭訪問を除く健康相談・健康診査事業等で，問診や相

談等の保健師活動をいずれか 1つ以上体験する，⑯同

一事例への家庭訪問を含む継続的な支援を見学するで

あった．これらは，地域の健康課題を明らかにする，

健康教育のリハーサルをするなど，大学内にて実施で

きる項目については体験している学校数が多く，体験

している学生割合が高い傾向にあった．一方で，保健

師や住民と直接コミニュケーションをとりながら，技

術を体験する機会が非常に少なかった可能性が高い．

このような実習体験が非常に少ない状況のまま就職し

た保健師が，その後，どのように職場に適応し，技術

を修得できているのか，追跡する必要がある．

4．実習中の留意点および代替実習

学生の健康管理という面では，特に注意を払って実

習を進めていたことが示された．また，新型コロナウ

イルス感染症対策についても，教員自らが学習し学生

とともにその対策を徹底するという取り組みを行って

きたことが示された．さらに，臨地実習先との相談・

調整・連携といった活動の重要性も窺える．教員にとっ

て，緊急事態に速やかに対応できる能力が求められて

いる．一方，新型コロナウイルス感染症への対応とし

て，最前線の保健師活動を学ぶ機会としたり，カンファ

レンスを充実させたり，事前学習を強化したりと，様々

な工夫がなされていることも記載されていた．また，

オンラインを組み合わせながら，可能な限り，実習地

の臨場感が伝わるような工夫がなされていた．さらに，

ロールプレイ，YouTubeも活用されており，多様な実

習が行われていた．

5．令和 3（2021）年度に向けての課題

実習機関との調整による実習内容の検討，家庭訪問，

健康教育，住民との関わりについて，どのように進め

表 14 令和 3（2021）年度に向けての課題

令和 3（2021）年度に向けての課題 回答数

実習機関との調整・内容の検討 23

家庭訪問，健康教育，住民との関わり（実習体験）の持ち方 23

学内実習の充実 9

学生のレデイネスとモチベーション維持 8

効果的な代替方法の導入 7

参加事業と実習内容の検討 6

実習内容の不足を補完する仕組みづくり 6

到達度評価 5

実習日程・期間の制約 5

実習前 PCR検査，ワクチン接種 3

実習の不確定さ 3

オンラインの活用 3

遠隔実習指導体制の整備 1

課題内容の検討 1

オンデマンド教材の整備 1

その他 2
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ていくのか，学内実習の充実，学生のレディネスおよ

びモチベーション維持，PCR検査，ワクチン接種など

が挙がっていた．

令和 2（2020）年度の公衆衛生看護学実習は，教育

機関や地域によって様々な実習形態，方法などで行わ

れてきた．しかし，実際に体験することの重要性，臨

地に出向いて見学するだけでも学生にとって実感が得

られることが想定され，その機会を持つことの重要性

が示唆された．

新型コロナウイルス感染症下における看護系大学の

臨地実習の在り方に関する有識者会議において，紙面

やシミュレーションでは体験できない対象者との関わ

りを行うことの重要性が示された（文部科学省，2021）．

また，実習の実施に向けた教員の工夫としては，会員

校から寄せられた意見から，可能な限り臨地に出向く，

実習機関の担当者との連絡・調整を行う，教育機関に

より予算，マンパワー，教育機器等の差が生じる中で，

卒業時の到達目標達成に向けて，どのように準備を整

えるかが重要であることが示唆された．また，新たな

感染症や災害への対応を迅速にできる保健師養成教育

を今後も検討していく重要性が明らかになった．その

ためにも，教員自らが問題を解決する能力を高める，

未経験の事態にも積極的に迅速に取り組む，保健師の

基本的技術を駆使することが重要である．
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調査報告

健康危機管理への教育的取り組みに関する緊急調査報告

教育体制委員会
和泉京子（武庫川女子大学大学院），

西出りつ子（三重大学），
堀井節子（京都光華女子大学），

佐藤千賀子（秋田県立衛生看護学院），
白石知子（中部大学），

菅原京子（山形県立保健医療大学），
水谷真由美（三重大学）

I．はじめに

COVID-19という未曾有の感染症に見舞われる中，感

染症対策の第一線機関で働く自治体保健師が注目され

ることとなった．全国で保健師が求められ，2022年度

の求人数が急増し，社会の期待に応え得る保健師を輩

出する必要性が高まっている．

急激な感染拡大とそれに伴う生命の危機を伴う喫緊

の状況下では，専門性の高い活動である感染症保健活

動と災害保健活動を同時にかつ迅速に展開する必要が

ある．そのため，保健師には質の高いコミュニケーショ

ン能力，困難事例に対応できる高度な知識と技術，関

係者の中で発揮されるマネジメント能力，健康危機の

現状を分析して科学的根拠を示す施策化能力，卓越し

た健康危機管理が求められている．

そこで，保健師助産師看護師学校養成所指定規則単

位数の読み替えなしの上乗せでの保健師課程である大

学院修士課程と大学専攻科を対象に，健康危機管理能

力向上に向けた取り組みの実態と卒業時到達度を上げ

る教育の好事例について調査することとした．保健師

としての就職を第一希望とする学生に丁寧な教育を行

う両課程への本調査により，パンデミックに強い（健

康危機管理能力の高い）保健師の養成に貢献可能なよ

り水準の高い教育の実際（可能性）を提示することが

できると考える．

本稿では，調査結果の概要について報告する．

II．意 義

1．パンデミックに強い，質の高い保健師養成に向け

た全保教での取り組みにつながる．

2．文部科学省へ保健師教育の上乗せ課程推進の必要

性を訴える要望書提出の基礎資料となる．

3．災害や感染症への対応に関する VRなどを用いた

教材開発につながり，保健師教育の全課程で活用

できる．

III．目 的

健康危機管理能力向上に向けた取り組みの実態，特

に卒業時到達度を上げる教育の好事例について調べ，

パンデミックに強い（健康危機管理能力の高い）保健

師の養成に貢献可能なより水準の高い教育の実際（可

能性）を提示し，全課程で活用できる教材開発の基礎

資料とする．

IV．方 法

1．対象：全保教の会員校のうち大学院修士課程 17

校ならびに大学専攻科 2校

2．方法：Google formを用いた記名式質問紙調査

3．調査内容：保健師教育課程の概要，保健師教育の

特徴，健康危機管理能力を高める教育，学生の感

染症対策応援派遣

4．調査期間：2021年 7月 29日～2021年 8月 5日

V．結 果

1．回収状況

回収数（率）は，大学院修士課程 10校（58.5%），大

学専攻科 1校（50.0%）であった（表 1）．

2．保健師教育課程の概要

入学定員数は，最大で 15名，最小で 3名であり（表
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3），教育指導体制は，5人体制が 4校，4人体制が 3

校，3人体制が 4校であった（表 7）．

開設年度，累積入学者数，在籍数は表 2，4～6の通

りであった．

修了生・卒業生のうち，91.7%は保健師として就職

表 1 回収状況
　人　%

対象数 回収数 回収率

全体 19 11 57.9

　大学院 17 10 58.8

　大学専攻科 2 1 50.0

表 2 開設年度

n %

大学院 2011 1 10.0

2013 1 10.0

2014 2 20.0

2015 2 20.0

2016 2 20.0

2018 1 10.0

2021 1 10.0

大学専攻科 2020 1 100.0

表 3 入学定員数（人）

n %

大学院 15 1 10.0

7 1 10.0

6 2 20.0

5 2 20.0

4 1 10.0

3 1 10.0

若干名 1 10.0

無回答 1 10.0

大学専攻科 15 1 100.0

※5人の 1校は，10名への定員増の申請中

し，そのうち 90.9%の就職先は自治体であった（表 8）．

3．保健師教育の特徴

「特に力を入れている」もしくは「他の保健師教育機

関に比して充実している」と自負するカリキュラム・

表 4 累積入学者数（人）

n %

大学院 55 1 10.0

49 1 10.0

32 3 30.0

31 1 10.0

22 1 10.0

9 1 10.0

2 1 10.0

無回答 1 10.0

大学専攻科 27 1 100.0

表 5 在籍数（1年）（人）

n %

大学院 17 1 10.0

6 3 30.0

5 2 20.0

2 3 30.0

無回答 1 10.0

大学専攻科 13 1 100.0

表 6 在籍数（2年）（人）

n %

大学院 9 2 20.0

6 3 30.0

5 1 10.0

3 2 20.0

― 1 10.0

無回答 1 10.0

大学専攻科 ― 1 100.0

表 7 教育指導体制

教授 准教授 講師 助教／助手 非常勤 n % 入学定員

大学院

5人体制（3校）
1 1 1 2 1 10.0 15

2 2 1 1 10.0 4

1 1 3 1 10.0 6

4人体制（3校）
1 3 1 1 10.0 5（10人へ定員増申請中）
1 2 1 1 10.0 若干名
1 1 1 1 1 10.0 6

3人体制（4校）

1 1 1 8 1 10.0 無回答
1 2 1 1 10.0 7

2 1 1 10.0 3

3 5 1 10.0 6

大学専攻科 5人体制 1 1 3 1 100.0 15
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科目として，それぞれの特色をふまえた回答があった．

科目では，実習を挙げている教育機関がほとんどであ

り，また，システム論やマネジメント，リスクアセス

メント，健康危機管理，公共医政策，災害といった，

健康危機管理や政策に関するものが示された．卒業時

の到達目標の 5つの実践能力への該当状況では，「III．

地域の健康危機管理能力」においては，欠損のある 1大

学院以外は，中項目の Gはすべて，HIは多くの教育機

関で該当ありと回答されていた．大学院ではいずれの

実践能力も該当している一方，大学専攻科では「IV．地

域の健康水準を高める事業化・施策化・社会資源開発・

システム化する能力」は該当していなかった（表 9）．

「特に力を入れている」もしくは「他の保健師教育機

関に比して充実している」と自負するカリキュラム・

科目の卒業時の到達目標の 5つの実践能力の該当数で

は，「III．地域の健康危機管理能力」において，「G．

平時から健康危機管理体制を整える」90.0%，「H．健

康危機の発生に対応する」60.0%，「I．健康危機からの

回復に対応する」50.0%であった（表 10）．

4．修了生・卒業生の状況

「在学中の講義・演習・実習が，就職後に，特に力を

発揮できた」事例では，大学院の 2校（20.0%）があ

ると回答した（表 11）．その事例を，表 12に示す．

学生の感染症対策の保健所等への応援派遣では，大

学院の 5校（50.0%）があると回答し（表 13），今後も

大学院の 7 校（70.0%）および大学専攻科の 1 校

（100.0%）が要請に応じると回答した（表 16）．応援派

遣のきっかけと業務内容，応援派遣がなかった理由，

今後の学生への要請があった場合の応じる可能性は表

14，15の通りであった．

5．その他

今後の潜在保健師に対する再教育を行う可能性は，

大学院の 1校（10.0%）があると回答し，大学院の 7校

（70.0%）および大学専攻科の 1校（100.0%）はわから

ないと回答した（表 17）．

大学院の 1校（10.0%）は，今回の健康危機管理事

案を受け，都道府県より定員増などを求められたと回

答した（表 18）．

VI．考 察

保健師学校養成所における基礎教育に関する調査報

告書（全国保健師教育機関協議会，2018）においては，

実践能力を達成した学生割合は，「III」では大学院 9

割，1年課程 7割，「IV」では大学院および 1年課程は

8割であり，達成できるような教育が展開されている

ことが明らかとなった．一方，学部教育ではいずれも

6割であり，大学院および大学専攻科での実習をはじ

めとした充実した講義演習により，パンデミックに強

い，特に大学院では施策化にもつなげられる保健師の

養成が可能となり，求められる人材であると考える．

また，好事例を紐解き開発する教材は，全保健師教育

課程に活用できると考える．

謝 辞

本調査にご協力頂きました会員校の皆様に厚く御礼

申し上げます．

文 献

全国保健師教育機関協議会（2018）：保健師学校養成所におけ
る基礎教育に関する調査報告書．

表 8 修了生・卒業生数と保健師としての就職者数（人）と割合，就職先別の人数と割合

卒業生数 n % 保健師就職 % 自治体 % 産業・企業 % 包括 % 学校 %

大学院 37 1 10.0 35 94.6 33 94.3 1 2.9 1 2.9

29 1 10.0 27 93.1 23 85.2 3 11.1 1 3.7

22 1 10.0 21 95.5 20 95.2 1 4.8

21 3 30.0 21 100.0 17 81.0 3 14.3

21 18 85.7 18 100.0

21 16 76.2 16 100.0

12 1 10.0 10 83.3 6 60.0 3 30.0 1 10.0

4 1 10.0 4 100.0 4 100.0

― 1 10.0 ―
未回答 1 10.0 ―

大学専攻科 13 1 100.0 13 100.0 13 100.0

計 180 165 91.7 150 90.9
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表 9 「特に力を入れている」もしくは「他の保健師教育機関に比して充実している」と自負するカリキュラム・科目とその内容，
卒業時の到達目標の 5つの実践能力への該当状況

カリキュラム 科目 その科目における「目指すべき姿」や
「具体的な教授内容」 I II III IV V

A大学院 公衆衛生看護学特論 世界水準の公衆衛生看護学・地域看護学ならびに
ヘルスサイエンスの発展に貢献する人材育成

該当
あり

該当
あり

該当
あり

該当
あり

該当
あり

B大学院 実習単位数の
多さ ABC DEF GHI JKLM NOPQ

C大学院 AC EF GI JKLM NOPQ

D大学院 実習（5科目） 地域診断力・基本的な公衆衛生看護の技術の習得 AC E G JK NQ

E大学院

保健医療福祉行政システム論
保健医療福祉行政システム論
演習
公衆衛生看護学実習 IIIの連動
による政策提言能力の修得

目的：地域の人々に必要な保健医療福祉政策が提
言できる保健師としての能力を修得する．
講義概要：（省略）公衆衛生看護活動における政
策の重要性が理解できる．
演習概要：（省略）必要な政策提言を模擬実施す
る．

JK

F大学院

・3タイプの
実習
・健康危機管
理論および健
康リスクアセ
スメント演習

地域生活支援実習
地域マネジメント実習
広域看護活動研究実習
健康危機管理論
健康リスクアセスメント演習

目指すべき姿：政策提言できる保健師／実践力を
もつ自律した保健師
実習のねらい：学部教育の約 3.5～7倍の実習期間
（省略）地域社会における健康危機管理に関する
考え方や保健師活動の展開方法および他職種連
携について習得する．自らリスクマネジメントで
きる支援方策を事例を用いて習得する．

ABC DEF GHI JKL NOPQ

G大学院

健康危機管理特講
地域公共医政策論特講
国際公衆衛生看護活動演習
公衆衛生看護管理実習

・感染症・虐待・DV・災害および自殺などの健
康危機に対する管理能力の獲得・地域の健康レベ
ルを高めるために地域特性に応じて事業化・施策
化および政策化をする能力の獲得・地域・国際社
会における多彩なWell-beingと健康のあり様に関
心を持ち，多様な価値観・文化を尊重し，公衆衛
生看護職者としての役割および専門性の探求・地
域ケアにおける多職種協働の推進と多職種の中で
のリーダーシップ力の獲得

ABC DEF GHI JKLM NOPQ

H大学院 地域ケアシステム看護学実習
I・II，公衆衛生看護学実習 I・II

公衆衛生看護の実践力を高めるために，必要な理
論を学内で学ぶとともに，実際の現場での体験を
通して学ぶ実習を重視して教育する．市町，保健
所，県庁，企業，学校等の保健師活動への参加を
通して，理論と実践の統合を図るとともに，自ら
保健師として個別支援や地区活動の展開といっ
た公衆衛生看護活動の実践経験を積み，保健師活
動に必要な知識と技術を習得する．

ABC DEF GI JKLM Q

I大学院

・継続家庭訪問実習
・小地域全戸訪問
・住民の自主グループへの継続参加
・実習市の健康課題をふまえた研究の実施と成
果の還元

個別事例の積み重ねを基盤にし，施策化へ展開で
きる保健師を目指し，複雑困難化している健康問
題への対応に不可欠な対象者との信頼関係の構
築および家庭訪問をいとわないアウトリーチの姿
勢を培うことを目指している．
修士論文では，研究計画および成果発表会を実習
市で行い，保健師，保健所長等の意見を伺い，エ
ビデンスに基づく施策に結びつけるプロセスを学
ぶ．

ABC DEF GH JKL NOPQ

J大学院 公衆衛生看護実践論 I・II
公衆衛生看護領域に特有な支援方法と技術　個
人支援と地区組織的アプローチ ABC DEF GH JK NOPQ

K専攻科 実習の充実

災害保健指導
国際文化コミュニケーション
キャリアデザイン
健康教育論

実習は行政以外に学校，産業，地域包括ケア実習
がある．この実習中に学生が主体で健康教育を 2
回実施できる．災害保健は公衆衛生看護管理の健
康危機管理と別立てで科目にし演習を実施して
いる．なるべく学生が主体で考えて実践できるよ
うな教育を考えている．

A D GH
該当
なし NOPQ

調査報告
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表 11 「在学中の講義・演習・実習が，就職後に，特に力を
発揮できた」事例

n %

大学院 あり 2 20.0

大学専攻科 あり 0 0.0

表 13 学生の感染症対策の保健所等への応援派遣

n %

大学院 あり 5 50.0

大学専攻科 あり 0 0.0

表 10 卒業時の到達目標の 5つの実践能力の該当数

実践能力 卒業時到達目標　中項目 該当数
（n=10） %

I．地域の健康課題の明確化と計画・立
案する能力

A．地域の人々の生活と健康を多角的・継続的・包括的にアセスメントする 9 90.0

B．地域の顕在的，潜在的健康課題を明確にする 6 60.0

C．地域の健康課題に対する活動を計画・立案する 8 80.0

II．地域の健康増進能力を高める個人・
家族・集団・組織への継続的支援と協
働・組織活動及び評価する能力

D．活動を展開する 7 70.0

E．地域の人々・関係者・関係機関等と協働する 8 80.0

F．活動を評価・フォローアップする 7 70.0

III．地域の健康危機管理能力
G．平時から健康危機管理体制を整える 9 90.0

H．健康危機の発生に対応する 6 60.0

I．健康危機からの回復に対応する 5 50.0

IV．地域の健康水準を高める事業化・
施策化・社会資源開発・システム化す
る能力

J．事業化する 9 90.0

K．施策化する 9 90.0

L．社会資源を活用・開発・管理する 6 60.0

M．ケアシステムを構築する 4 40.0

V．専門的自律と継続的な質の向上
能力

N．倫理的課題に対応する 8 80.0

O．研究の成果を活用する 7 70.0

P．継続的に学ぶ 7 70.0

Q．保健師としての責任を果たす 9 90.0

表 12 「在学中の講義・演習・実習が，就職後に，特に力を発揮できた」事例の詳細

現場において能力を発揮した（現場からよい評価を得た）その内容や状況 能力（特に，健康危機管理能力）を発揮するのに
貢献したと考えられる教育内容やその方法

事例 1 記載なし 現場の専門職（医師・保健師）からの感染症危機
管理対策の講義・事例演習

事例 2

1）2017年台風　被災者支援
学生は，地域マネジメント実習中 O県を襲った台風 18号（2017年）の被災者支援を行った．
その際，状況が目まぐるしく変わる中①保健所保健師，市保健師とのミーティング，②孤立
地区訪問（陸地からの移動が困難だったため，海から船を使って孤立地区に入り支援を行っ
た），③住民からの相談電話や窓口対応などを体験した．就職 1年目の 9月，S県を襲った佐
賀豪雨災害（2019年）時，孤立地区にボートにて支援に入った．
2）2020年 7月豪雨　災害対応
・地域マネジメント実習（市）：テーマ「豪雨からみた災害時における保健師の役割につい
て考える
地区踏査やインタビュー（保健師・役場職員・消防団員・住民等計 8名）を行い，避難所開
設から避難所運営の実際と豪雨災害時の課題，課題解決に向けた保健師の役割についてまと
めた．
・広域看護活動研究実習（保健所）：テーマ「難病をもつ地域住民の災害時の安全を守るた
めの保健所保健師の支援」
災害時要支援者に該当する難病患者の現状を整理，さらに対象者へのインタビュー（支援計
画未策定の難病患者の家族，市町役所職員，訪問看護師，避難先の病院の看護師保健所保健
師）を行い，災害支援の現状と課題，保健師が行う地域の課題への働きかけについてまとめ
た．
・広域看護活動研究実習（包括支援センター）
前年度の豪雨災害から 1年後の聞き取り調査を行い，現状をまとめた．
3-2）その他（実習を通して「災害時における健康危機管理」に関する実習テーマ）
・小児慢性特定疾病児を災害時に地域で支えあう仕組みづくり
・地域で生活する精神疾患を抱える住民が必要とする災害時の支援体制
・院内感染対策強化のための保健所による地域医療機関の関係づくり
・九州北部豪雨での住民を取り巻く環境と保健活動の実際
・看護職を核とした地域で行う感染症対策―養護老人ホームの看護師にインタビューをして
考えた今後の対策―

健康危機管理論
健康リスクアセスメント演習
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表 15 学生の感染症対策の保健所等への応援派遣がなかった
理由

要請がなかった（3校）
要請はあったが大学等から参加を止められた（2校）
　…要請があれば検討できるし学生は行くことができる．
実習が立て込んでおり，参加勧奨をしなかった（1校）

表 16 今後の学生への要請があった場合の応じる可能性

n %

大学院 あり 7 70.0

わからない 3 30.0

大学専攻科 あり 1 100.0

表 17 今後の潜在保健師に対する再教育を行う可能性

n %

大学院 あり 1 10.0

わからない 7 70.0

大学専攻科 わからない 1 100.0

表 18 今回の健康危機管理事案を受け，定員増などを求めら
れたか

n %

大学院 あり 1 10.0 都道府県から
大学専攻科 あり 0 0.0

表 14 学生の感染症対策の保健所等への応援派遣のきっかけと業務内容（複数回答）

きっかけ 業務内容

保健所等
の要請 自校判断 教員判断 学生の

自主性
保健所での積極的疫学調査，
電話相談・調整・病状確認等

自治体のコールセンター
での電話相談など

ワクチン接種（接種者，
観察者，その他の役割）

3（27.3%） 2（18.2%） 1（9.1%） 2（18.2%） 2（18.2%） 1（9.1%） 2（18.2%）

調査報告
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委員会活動報告

研修委員会活動報告

研修委員会

I．はじめに

今年度は，ブロック活動の活性化と参加者間の有意

義な交流を図ることを含めた夏季研修の開催を中国・

四国ブロックの協力のもと実施した．またラダー I研

修は新たに第 3期生を迎え，修了生においては活動の

組織化を図る活動を実施した．その概要と課題を報告

する．

II．活動内容とその成果

1．第 36 回夏季教員研修の実施

今年度から夏季教員研修は受講料を無料とし，リア

ルオンラインとオンデマンドの併用で研修を実施した．

参加者数は約 200人前後で例年より若干増加した．参

加校は大学が 75.4%，大学院 15%であった．

今年度の内容は指定規則改正を踏まえ地域看護学に

ついての学問体系とその実践について理解を深めるた

めに「地域で展開する看護の協働～地域看護と公衆衛

生看護～」をテーマに金井一薫教授（徳島文理大学大

学院看護学研究科教授・ナイチンゲール看護研究所所

長）を講師とし 8月 21日（土）リアルオンラインで開

催し，その後オンデマンドで公開した．ドイツのコミュ

ニティナースの教育体系とその実際についてのご講演

では，わが国とは異なる教育システムであり地域看護

がそれぞれの対象において実践されていることがわかっ

た．午後は 3分科会が開催され，その後一堂に集まる

全体会では貴重な情報提供があり有意義な時間であっ

たが，情報交流は難しい面がありグループディスカッ

ションを取り入れるなどの検討が必要である．

2．第 3 回公衆衛生看護学を教授する教員〈ラダー I〉

研修の実施

今年度は 3期生 40名（定員 50名）を迎え研修を開

催した．新型コロナウイルス感染症拡大の影響をうけ

て急遽リアルオンライン研修となった．研修に 2期生

を招き縦のつながりが意識できるような配慮をしたり，

2期生を中心とした「つなぐ会」の結成をサポートし，

公衆衛生看護学会ワークショップの開催を実現した．

この経験はラダー I研修修了後の教育活動の情報交換

ができ，より裾野を広める活動につながった．今後も

ラダー研修修了生の活発な活動に期待する．

III．ま と め

終了後のアンケートではオンライン研修を希望する

記載が多く今後も体制整備を図り，会員相互でディス

カッションを重ね新しい「知」を生み出す議論の場や

機会が提供できるような研修を企画したい．

IV．謝 辞

最後に，研修の開催にご協力を頂きました各校の先

生方，保健師の皆様に深謝するとともに，今後も会員

校の皆様のご意見を取り入れて研修を実施したいと思

います．

担当：山口　忍（茨城県立医療大学）
野尻由香（国際福祉医療大学大学院）
荒木田美香子（川崎市立看護短期大学）
赤星琴美（大分県立看護科学大学）
川南公代（武蔵野大学）
三橋美和（同志社女子大学）
長澤ゆかり（国際医療福祉大学）
藤本優子（大阪府立大学）
石井美由紀（兵庫県立看護大学）
金山時恵（新見公立大学）
尾形由起子（福岡県立大学）
鈴木美和（三育学院大学）
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委員会活動報告

教育課程委員会活動報告

教育課程委員会

I．はじめに

教育課程委員会においては，2017年度から公衆衛生

看護技術の体系化に向けて取り組むとともに，その教

育方法について具体例を提案してきた．これまで明ら

かにしてきた親子保健活動における公衆衛生看護技術

を基盤に，多様な活動分野における公衆衛生看護技術

を明確化し体系化することを目指し，2021年度には，

高齢者保健活動における公衆衛生看護技術の明確化に

取り組んだ．

さらに，「保健師教育評価の指標（改正版）全国保健

師教育機関協議会版（2020）」について，会員校に周知

し，保健師教育の質を高めるために各校における教育

評価を推進する活動に取り組んだ．具体的内容につい

て報告する．

II．活動内容

1．公衆衛生看護技術の体系化について

これまで明らかにしてきた「親子保健活動における公

衆衛生看護技術」を基盤として，今年度は，高齢者保健

活動における公衆衛生看護技術について明らかにした．

その方法として，教育課程委員会メンバーで，これ

まで明らかにしてきた「親子保健活動における公衆衛

生看護技術」を基盤に，高齢者保健活動に置き換えて

考え，文献なども参考にしながら，文言を修正，必要

に応じて項目を追加するなどを行った．その後，下記

の協力を得て，高齢者保健活動における公衆衛生看護

技術の洗練化をしている．

1）九州ブロック研修会において，高齢者保健活動に

おける公衆衛生看護技術の検討：日時 2021年 11月 30

日（火）

2）第 10回日本公衆衛生看護学会ワークショップに

おける高齢者保健活動における公衆衛生看護技術の検

討：日時 2022年 1月 9日（日）

3）北海道ブロック研修会における高齢者保健活動に

おける公衆衛生看護技術の検討：日時 2022年 2月 22

日（火）

2．「保健師教育評価の指標（改正版）全国保健師教育

機関協議会版（2020）」の普及について

2020年度に「保健師教育評価の指標（改正版）全国保

健師教育機関協議会版（2020）」を作成した．改正版につ

いて，各会員校にメーリングリストにて送付し周知する

とともに，全国保健師教育機関協議会ホームぺージにて

掲載を行った．さらに，以下の研修会を開催し，周知し

た．今後も保健師教育の質を向上させるために，保健

師教育評価の指標を普及するとともに教育評価につい

て考える機会を定期的に開催することが必要と考える．

1）全国保健師教育機関協議会夏季研修第一分科会に

おいて教育評価指標の普及の実施：日時 2021年 8月

21日（土）

2）北関東・甲信越ブロック 第 2回研究会における

保健師教育におけるミニマム・リクワイアメンツを用

いた教育評価に関する情報提供：日程 2022年 1月 27

日（木）

3．2020 年度に作成した，「保健師助産師看護師学校

養成所指定規則改正により重視する公衆衛生看護学教

育内容について」「保健師助産師看護師学校養成所指定

規則改正後の看護師教育課程における地域看護論の教

育内容について」の報告書の周知

昨年度に作成した 2つの報告書について，今年度は，

下記のブロック研修会等で教育課程委員が講師を務

め，普及を行った．2022年度 4月から，新たなカリ

キュラムによる看護師，保健師の養成が開始される．

各校において看護師教育養成課程における地域看護教

育，保健師教育課程における公衆衛生看護教育が，い

かに強化されているかを，今後評価していくことが重

要と考える．

1）北海道，東北ブロック　北海道地区会議および研

修会：日時 2021年 6月 26日（土）

2）東海・近畿北ブロック，北陸・近畿南ブロック合

同研修会：日時 2021年 9月 25日（土）

3）北海道・東北ブロック　東北地区会議および情報

交換会：日時：2021年 12月 12日（日）
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III．おわりに

2022度から新カリキュラムにおける看護師教育，保

健師教育が開始される．教育課程委員会においては，

質の高い看護師教育，特に地域看護教育が，上乗せさ

れる保健師教育の質に影響していると考え，看護師教

育課程における地域看護教育を充実すること，さらに

保健師教育の充実を図っていくための活動を推進して

いる．その一環として，公衆衛生看護技術の体系化も

試みている．これは，先にも述べたように，保健師活

動の言語化，可視化につながり，そのことが保健師教

育の強化や保健師の専門性の可視化になると考える．

当委員会では，皆様のご協力のもと，今後も保健師教

育の充実に寄与できる活動を推進していきたい．

IV．謝 辞

教育課程委員会の活動にご協力いただきました各ブ

ロックの先生方に感謝申し上げます．

担当：岩本里織（神戸市看護大学）
大木幸子（杏林大学）
滝澤寛子（京都看護大学大学院）
松原三智子（北海道科学大学）
入野了士（愛媛県立医療技術大学）
草野恵美子（大阪医科薬科大学）
伊木智子（関西看護医療大学）
長谷川美香（福井大学）
山田小織（福岡女学院看護大学）
オブザーバー：鈴木美和（三育学院大学）
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委員会活動報告

教育体制委員会活動報告

教育体制委員会

I．はじめに

令和 3年度，本委員会は委員会方針を大学院と大学

専攻科を含む上乗せ教育による指定規則の単位読み替

えなしの課程の推進と「保健師教育課程の質を保証す

る評価基準」の保健師助産師看護師学校養成所指定規

則改正を考慮した検証として活動した．健康危機管理

教育に関する緊急調査も実施した．

II．活動内容

1．上乗せ教育課程を推進する活動

8月に，恒例となる夏季教員研修会分科会に「大学

院の設置に至るプロセスとカリキュラムの実際」を企

画・運営した．大学院保健師教育を本年度に開始され

た講師 3名をお迎えし，大学院化のプロセスやカリキュ

ラムの特徴等のご紹介のあと，グループワークを行っ

た（※詳細：本冊子事業報告）．今後も，会員校の教員

を対象とする上乗せ教育推進活動を継続する．

8月理事会後に「大学院化を予定する会員校のため

のオンライン交流会」を企画し，12月に開催した．大

学院教育を始めた（または大学院教育への変更が決まっ

た）教育課程の教員がもつ不安や疑問を払拭する必要

があるとの会長のご意見から始動した．昨年度の「大

学院化を予定している会員校の意見交換会」の経験を

活かし，大学院教育課程の教授を交えてフランクな意

見交換と質疑応答を行う交流会を目指した（※詳細：

本冊子事業報告）．大学院教育課程を開始する教員の交

流を促進するために，来年度もこの企画を実施予定で

ある．

2．「保健師教育課程の質を保証する評価基準」の検証

多様な教育課程の会員校が「自校の保健師教育の質

保証に向けた課程評価に活用できる基準」とし，かつ

指定規則改正を反映させることを改訂方針とした．看

護師と助産師の基準との比較を通して保健師の基準の

特徴を確認し，文献を参考に保健師教育の評価の考え

方と枠組みを検討，現行の基準との関連を整理して理

事会のご意見をいただいた．今年度後半は，各評価基

準の項目検証と解釈指針案作成に取り組んでいる．

3．健康危機管理教育の緊急調査

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い，社会の期待

に応え得る保健師輩出の必要性が高まった．これを受

け，7月に理事から健康危機管理教育の調査実施の提

案があり，会長以下三役の合意のもと副会長と本委員

会が準備を進めた．パンデミックに強い保健師養成に

貢献可能な水準の高い教育の実際を提示すべく，緊急

調査の理事会承認を得た．大学院修士課程 17校と大学

専攻科 2校を対象に短期間のオンライン調査となった

（※詳細：本冊子事業報告）．この結果は，協議会から

文部科学省への要望書の根拠の一部となり，本委員会

の上記事業の運営時への活用と来年度夏季教員研修会

分科会の企画につながった．

III．おわりに

本委員会は，今年度 6年目となる若き組織である．

理事の方々のご助言等を受け，大学院課程の先生方と

各委員に助けられながら「ともに活動した」感の強い

8か月であった．担うべき「上乗せ教育を推進する役

割」と「教育体制・環境などの充実に向けた教育課程

評価の質を向上させる役割」を忘れず，保健師教育の

体制整備に向けた活動を進めていく．今後もご意見を

いただきたい．

担当：西出りつ子（三重大学）
和泉京子（武庫川女子大学大学院）
佐藤千賀子（秋田県立衛生看護学院）
白石知子（中部大学）
菅原京子（山形県立保健医療大学）
堀井節子（京都光華女子大学）
水谷真由美（三重大学）
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委員会活動報告

保健師国家試験に関する諸問題に関する検討

国家試験委員会

I．はじめに

本委員会は今年度 4つの調査に取り組んだ．2つは

活動計画に挙げていた第 108回保健師国家試験の内容

調査と環境調査である．加えて 7月には厚労省から全

保教に依頼された令和 3年国家試験出題基準改定部会

への意見シートの取りまとめと，2月に急遽実施した

コロナ欠席調査である．今年度委員会はメールとオン

ライン会議で行った．

II．活動結果

1．第 108 回保健師国家試験出題内容調査

会員校 229校から 111件の回答があった．2校合同

チームの回答が 3件あり，114校の会員校から 302件

の意見が集まった．検討の結果，不適切問題 9問，改

善を求める問題 17問であった．第 103回から第 108回

までのタキソノミー分布の推移を見ると明らかにタキ

ソノミーが低くなっていた（図 1）．これらの意見は厚

生労働省医政局看護課に書面を提出した（書面はホー

ムページに掲載）．

2．新型コロナウイルス感染症の国家試験受験への影

響に関する調査（コロナ欠席調査）

厚生労働省は，すべての国家試験において追試を行

わず，新型コロナウイルス感染症の関係で欠席した場

合は受験料を返還するとしている．感染症対策下で人

材の確保が急務とされる保健師の実働数への影響を念

頭に急遽調査を行った．結果，134校から保健師国家

試験受験票交付者 2,870名についての回答が寄せられ

た．保健師国家試験コロナ欠席者は 3名，そのうち看

護師国家試験欠席者はなく，保健師就職予定者はいな

かった．コロナ欠席者がいた場合に追試が必要かとい

う問に対して追試が必要と回答した者は 124 名

（92.5%）であった．自由記載のあった 45件（36.3%）

のほとんどが，追試の必要性について述べ，1件は過

去のように年 2回の国家試験を検討して欲しいと述べ

ていた．

III．考 察

1．保健師国家試験問題の質向上を目指す取り組み

全保教では国家試験の質向上を目指し，出題内容調

査，国家試験作問に関する研修会，国家試験作問ガイ

ド作成等の取り組みを実施してきた．多くの教員が国
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53.6%
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図 1 第 103 回～第 108 回タキソノミー分布の推移（全体）
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家試験の作問に取り組み，厚生労働省に登録すること

により質の高い問題が増加すると考える．保健師国家

試験の改善に向けて，良質の問題や出題に用いる事例

を投稿することが全保教の使命であると考える．

2．保健師国家試験に関する課題について

国家試験委員会では今年度の 4つの調査を経て，3

点の課題を挙げる．1点目は前述の国家試験作問スキ

ル向上の取り組みである．2点目は国家試験会場に関

する課題である．同じ年度に保健師と看護師の国家試

験を受験する場合に同じ都市で受験できるよう要望す

ることを検討したい．3点目は追試についてである．

看護師国家試験では過去に悪天候により追試が行われ

た．災害時には追試が実施されるよう文部科学省の大

学入試共通テストと同様の対応が必要であると考える．

IV．おわりに

国家試験委員会の活動は会員校の皆様の意見が原資

である．今年度の 4つの調査に多くの回答を寄せてい

ただき心より感謝申し上げる．今後も国家試験委員会

として情報の分析と発信に取り組みたい．オンライン

研修は随時実施するため声を掛けて欲しい．今後も会

員校と共に歩む委員会として活動していきたい．

担当：播本雅津子（名寄市立大学保健福祉学部看護学科）
大西眞由美（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）
宇田優子（新潟医療福祉大学看護学部看護学科）
大谷喜美江（四日市看護医療大学看護医療学部看護学
科）
齋藤公彦（福山平成大学看護学部看護学科）
関　美雪（埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科）
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委員会活動報告

広報・国際委員会活動報告

広報・国際委員会

I．はじめに

国内外に向けて，本協議会の目的や事業内容および

保健師教育に関連する情報をホームページやメール等

を通じてタイムリーに周知し，本協議会の活性化を図

ることを委員会方針として，今年度も活動した．また，

ホームぺージや会員校情報管理システムなど刷新した

2018年 6月から 2022年 3月までの情報発信についてま

とめた．

II．活動内容

1．ホームページによる情報発信

ホームページは，Topページのバナーを有効に活用

し，良質なコンテンツのタイムリーな公開に努めた．

また，ホームページから講演等のオンデマンド配信が

視聴できる，一斉メール配信した内容から行政からの

情報を閲覧できるなど，情報を取得しやすいよう集約

に努めた．

2．メールマガジンの配信

メールマガジンの配信は，2018年度 7回（第 40～46

号），2019年度 4回（第 47～50号），2020年度 4回（第

51～54号），2021年度 7回（第 55～60号，第 55号は 2

回発行）行った．今年度は，総会のリモートが 2年続

いたことなどから，新規加入校の挨拶や新しい委員会

の紹介などの原稿を依頼した結果，配信回数が増えた．

3．一斉メール配信

一斉メール配信は，2018 年度 40 回，2019 年度 49

回，2020年度 65回，2021年度 52回行った（表参照）．

2020年度は新型コロナウイルス感染症に関する配信が

増えており，他の年はほぼ同程度である．

4．関連学会誌へ広告の掲載

今年度は全保教の活動内容や成果の普及を図るた

め，第 80回日本公衆衛生学会総会に広告（ポケットプ

ログラム/後付 1ページ/モノクロ）を掲載した．

III．おわりに

Withコロナでインターネットの重要性が浮き彫りに

なり，会員校の接点がホームページやメールで集約さ

れる現状にある．引き続き，会員校を結ぶ役割が果た

せ，これまで以上に会員校のニーズ最適化ができるよ

う検証・改善していきたい．

表 1 年度別メール配信の内容別回数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

全保教

調査等依頼 6回 6回 13回 8回
意見等募集 1回 2回 1回 ―
委員会報告 ― 2回 2回 2回
研修会等 4回 4回 12回 9回
被災見舞い 1回 ― ― ―
情報提供 7回 3回 15回 6回

厚生労働省
保健指導だより 16回 24回 13回 14回
協力依頼 1回 ― 5回 2回
事務連絡・情報提供 2回 1回 2回 10回

文部科学省 ― 1回 ― ―
法務省 ― 1回 ― ―
日本看護協会 1回 3回 2回 ―
日本保健師連絡協議会 1回 2回 ― 1回

合計 40回 49回 65回 52回
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IV．謝 辞

メールマガジンやホームページ等の記事を提供くだ

さいました皆様，厚くお礼申し上げます．また，建設

的なご意見をくださいました皆様，心より感謝申し上

げます．

担当：吾郷美奈恵（島根県立大学看護栄養学部看護学科）
岡本菜穂子（上智大学総合人間科学部看護学科）
吉川悦子（日本赤十字看護大学看護学部）
芳我ちより（香川大学医学部看護学科）
小田美紀子（島根県立大学看護栄養学部看護学科）
鈴木美和（三育学院大学看護学部）
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委員会活動報告

編集委員会活動報告

編集委員会

I．はじめに

全国保健師教育機関協議会誌「保健師教育」は，2017

年 5月に第 1巻の発刊以降，全国の保健師教育機関の

交流や情報交換を支援し，保健師教育に役立てること

を目的に年 1回発刊されている．編集委員会は「保健

師教育」の企画，編集，発行，公開に関わる業務を遂

行している．

II．活動報告（2022 年 2月 1日現在）

1．企画の立案と原稿の依頼

2022年 5月に発行予定の第 6巻の企画を立案した．

第 6巻の内容は，巻頭言，講演記事，事業報告，調査

報告，委員会活動報告，ブロック活動報告，研究・活

動報告，令和 3年度事業報告とした．講演記事は，夏

季教員研修会での講演「地域で展開する看護の協働～

地域看護と公衆衛生看護～」，秋季教員研修会での講演

「多様な状況下における保健師教育の質保証と向上に

向けて」を掲載することとし，各講師の先生に原稿依

頼を行った．事業報告は，教育課程委員会，教育体制

委員会，教育評価準備委員会より掲載の申し込みが

あった．さらに，巻頭言，講演記事，事業報告，調査

報告，活動報告について，担当者に原稿の依頼を行っ

た．

2．査読委員の選出

会員校の教授職全員に査読委員の依頼を行い，承諾

を得られた方を任命した．依頼を行う際には専門領域

についても尋ね，査読を依頼する際に投稿原稿の内容

に合わせた査読委員に依頼できるようにした．

3．倫理規定に関する投稿規定の改定

大学や施設ごとに倫理審査規定が異なる中，本会の

編集委員会としては倫理的配慮に関する査読基準をど

う設けるかを検討する必要が生じた．2021年度中での

投稿規定の見直しに向けて編集委員会で検討を進めて

いる．今後は理事会での検討，承認をいただき，改定

を行いたい．

4．投稿論文の募集と査読プロセス

投稿論文は（研究・活動報告）は 2021年 9月 30日

まで投稿を受け付け，6件の投稿があった．現在，査

読を進めている段階である．

III．今後に向けて

機関誌「保健師教育」が全国の保健師教育機関の情

報交換の場として機能し，保健師教育の質の向上に貢

献できるよう，編集・発行業務の改善を進めていく予

定である．今後も会員校の皆様には，各種記事の執筆

や論文の投稿，査読にご協力をお願いしたい．

謝 辞

ご多用のところ，原稿を執筆してくださった会員校

の皆様，査読委員の皆様，発刊に向けてお力添えくだ

さった中西印刷株式会社の野津真澄様に深謝いたしま

す．

担当：田口敦子（慶應義塾大学）
小澤涼子（天使大学大学院）
望月宗一郎（健康科学大学）
南部泰士（元駒澤女子大学）
今野浩之（山形県立保健医療大学）
岩崎りほ（東京大学大学院）
櫻井純子（湘南鎌倉医療大学）
石川志麻（慶應義塾大学）
吹田　晋（慶應義塾大学）
加藤由希子（慶應義塾大学）
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委員会活動報告

教育評価準備委員会活動報告

教育評価準備委員会

I．はじめに

今年度設置された教育評価準備委員会では，従来か

らある 2つの委員会，即ち，教育の質保証としての基

準を作成し枠組みを構築した「教育体制委員会」や，

学生個人の到達度などの評価指標を作成してきた「教

育課程委員会」の活動を基盤として，これからの保健

師教育の評価について検討する．特に，「評価」で何を

目指すのかを明確にすることを活動方針とし，今年度

は 4回の委員会をオンラインで開催した．（活動内容の

詳細は事業報告として報告した．）

II．活動結果

本委員会設置の経緯と目的について，委員会活動計

画書をもとに確認した．また，第 1回の会議では，「教

育課程委員会」で作成された保健師評価指標の経緯及

び，「教育体制委員会」におけるこれまでの活動の経

緯，即ち，看護学分野別評価基準（学士課程），助産師

学士課程評価基準の資料等を基にした保健師教育にお

ける第三者認証評価については，システム導入のポジ

ティブ要素とネガティブ要素を検討したところである

こと等が報告された．これらの議論等を踏まえて，本

委員会の方向性を整理することになった．

最初に今後の保健師教育の評価の方向性を明確にし

た．目的は「保健師教育の質の保証」であり，「体制の

保証と教育の到達度」，「教員・学生，大学もその目的

を目指して元気になれるもの」，方法は，①教育体系別

（大学選択制，上乗せ 1年・2年，その他），②個人評

価か体制評価か，③その他の認証評価も併せるかなど

が検討の方向性であることを確認した．

次に，他分野における教育評価機構として，「一般社

団法人　リハビリテーション教育評価機構」，「一般財

団法人　日本助産評価機構」と，「公益財団法人　日本

高等教育評価機構」，「一般財団法人　大学教育質保

証・評価センター」について，各々の評価の機能や体

制などの情報を収集し，他分野の教育評価システムと

して概要を共有した．そのほか，産業保健分野の健康

経営評価システムと，学校保健分野の学校評価ガイド

ラインの概要も共有し，保健師の教育評価像として論

点整理を行い，①保健師の教育評価の目的，②教育評

価のメリット，③本協議会において教育評価を行う際

の配慮点，④方法について検討した．

III．ま と め

今後は，これまでの議論をベースとして，引き続き

保健師教育の評価に向けて本協議会が行う保健師教育

評価の意義を明確にし，そのあり方や具体的な方法や

内容を検討すること，また，保健師教育の評価の実施

に向けて会員校の意向調査を行っていくこと等が課題

として示された．

担当：村嶋幸代（大分県立看護科学大学）
斉藤恵美子（東京都立大学）
荒木田美香子（川崎市立看護短期大学）
大河内彩子（熊本大学）
神崎由紀（山梨大学）
矢島正榮（群馬パース大学）
中山直子（神奈川県立保健福祉大学）

オブザーバー：臺　有桂（神奈川県立保健福祉大学）
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委員会活動報告

健康危機管理対策委員会活動報告

健康危機管理対策委員会

I．はじめに

健康危機管理対策委員会は，近年の自然災害の多発

や新型コロナウィルス感染症の感染拡大など，健康危

機管理に対応できる保健師育成のため臨時委員会とし

て発足した．初年度は，①健康危機管理に関する教育

内容を検討し，視聴覚教材を作成する，②災害等（地

震・津波・台風・感染症のパンデミック・その他）発

生時に会員校に対し，迅速かつ適切な対応を図るため，

情報収集，活動の調整と支援，情報発信等を行うこと

を活動方針とした．

II．活動結果

1．健康危機管理に関する教育内容の検討と視聴覚教

材の作成

本委員会では健康危機管理の中でも特に保健師教育

の中で重視される感染症の健康危機管理と自然災害へ

の対応に焦点を当てた．本活動は来年度の完成を目指

しており，ここでは今年度の経過を報告する．

1）教育内容の検討

感染症の健康危機管理に強い保健師に求められる卒

業時の到達目標（仮題）に関し，教科書や現場の保健

師からの声や委員の実践経験をもとに項目を検討し，

その内容の妥当性に関してアンケート調査を実施し分

析中である．自然災害に対応できる保健師の育成のた

めの教育内容の検討に関しても文献検討を実施した．

2）視聴覚教材の作成

感染症に関しては，新型コロナウィルス感染症への

対応を静岡県庁・保健所，新宿区保健所，白十字訪問

看護ステーションの皆様の協力を得て撮影を行った．

自然災害に関しては，2021年 7月に発生した熱海市の

土砂災害に関して，熱海市保健センター，静岡県庁・

保健所，および住民の皆様の協力得て撮影を行った．

2．災害等発生時の協議会の対応の検討

本委員会発足に伴い，全国保健師教育機関協議会「災

害発生時の支援指針」を改訂した．これまで災害発生

時の対応は三役が中心となっていたが，今後は本委員

会が中心となり情報収集や連絡調整を行うこととした．

III．ま と め

今年度は健康危機管理に関する教育内容の検討と視

聴覚教材の作成を進めた．今年度の成果を活かして，

来年度の視聴覚教材完成を目指し取り組みを継続して

いきたい．

IV．謝 辞

コロナ禍や災害直後で業務が過酷な状況にある中，

撮影にご理解・ご協力いただきました熱海市保健セン

ターの皆様，静岡県庁および保健所の皆様，新宿区保

健所の皆様，白十字訪問看護ステーションの皆様，住

民の皆様に心よりお礼申し上げます．また，静岡県の

撮影に当たり静岡県立看護大学の深江久代先生，国際

医療福祉大学小田原保健医療学部の斎藤照代先生，渡

部瑞穂先生にもご協力いただきました．さらに，教育

内容の検討には，国際医療福祉大学の田代順子先生に

ご助言いただきました．重ねてお礼申し上げます．

担当：鈴木良美（東京医科大学）
石田千絵（日本赤十字看護大学）
山下留理子（徳島大学）
井口　理（日本赤十字看護大学）
呉　珠響（東京医科大学）
奥田博子（国立保健医療科学院）
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ブロック活動報告

北海道，東北ブロック活動報告

I．はじめに

北海道・東北ブロックは 2021年度，北海道地区 12

校・東北地区 17校の計 29校でスタートした．年度内

に東北地区に 1校が加入し 30校でブロック活動を進め

た．新型コロナウイルス感染症（以下，Covid-19）の

影響でオンラインによる活動となったが，ブロック担

当者と会員校の協働・連携により当初予定していたプ

ログラムはすべて実施できた．以下，活動内容と成果

を報告する．

II．活動内容と成果

1．北海道・東北ブロック会議・研修会

日本赤十字秋田看護大学が開催校を務め，2021年 8

月 18日（水）に Zoomにより実施した．25校，62名

が参加した．会員校の提出議題は 7つあったが，研修

会前にすでに各校の回答について郵送配布がなされて

いたため，当日は 3題に絞って話し合いを行った．「コ

ロナ禍の演習・実習方法の工夫点」「健康危機管理に関

する講義・演習内容」「公衆衛生看護を専門とする教員

の確保や人材育成」である．教員確保・人材育成につ

いては，学部生の早い段階で様々なキャリアパスを見

せることや，リサーチマインドを刺激する取り組みを

している事例の紹介があった．

研修会は，秋田赤十字病院予防接種センターの遠田

耕平医師から「健康危機管理（感染症）を教授するう

えでの基本―WHO医務官としての経験から」につい

て講義をいただいた．実践家ゆえの説得力があり，勇

気をもらえた内容であった．講義後，健康危機管理の

教育をテーマにグループワークを行い，「Covid-19に対

する教員の保健所応援やワクチン接種の経験を今後の

教育にどのように生かすか」「健康危機管理の実体験が

少ない教員もいるため，全保教のブロックや地区で相

互に情報交換できるといいと思う」等，教員の質向上

を見据えた多彩な意見交換がなされた．

2．北海道地区の活動

北海道地区は毎年 3回の地区会議及び情報交換会を

開催している．2021年度も 3回の地区会議及び情報交

換会を行った．第 1回目は旭川大学が開催校となり，

2021年 6月 26日（土）に Zoomにより実施した．13

校，33名が参加した．今年度の講義・実習体制の情報

交換後，北海道科学大学の松原三智子教授（全保教・

教育課程委員会委員）より，「指定規則改正後の看護師

教育課程における地域看護論の教育内容について」の

講義をいただき，その後グループワークを行った．看

護師教育の地域看護における学び，保健師教育におけ

る学びの内容や考え方についての話し合いがなされた．

第 2回目は札幌保健医療大学が開催校となり，2021

年 11月 28日（日）に Zoomにより実施した．12校，

29名が参加し，今年度の公衆衛生看護実習の実施状況

に関する情報交換を行った．Covid-19の影響による臨

地実習の学内実習への切り替えが行われていたことや，

臨地へ行ったとしても家庭訪問等の時期・回数に変更

が生じたことが浮き彫りになった．一方，Zoomによ

る高齢者への健康教育実施，大学教職員の協力による

健康診査場面の企画・実施等，各校が様々な工夫を行っ

ていたことが確認され，今後の各校の教育方法・内容

に資する情報交換となった．

第 3回目は札幌保健医療大学が開催校となり，2022

年 2月 22日（火）に Zoomにより実施した．11校，27

名が参加した．会議では，まず，公衆衛生看護学実習

担当者会議を行った．北海道庁担当者も交える北海道

らしい会議であった．その後，教育課程委員会の「高

齢者保健における公衆衛生看護技術」の各項目の妥当

性や改善点，教育への生かし方等について 5つのグルー

プに分かれ活発な討議を行った．全国から 6名の教育

課程委員会委員も参加し，今後の同委員会の検討に資

する会となった．なお，同日の北海道は悪天候で Zoom

活用だったからこそ開催できた．

3．東北地区の活動

東北地区は毎年 2回の地区会議及び情報交換会を開

催している．2021年度も 2回実施した．第 1回目は弘

前学院大学が開催校となり，2021年 12月 12日（日）

に Zoomを用いて実施した．青森県内の 1校は弘前学
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院大学に赴き，16大学，31名が参加した．会議では，

「保健師助産師看護師学校養成所指定規則改正により

カリキュラム作成する上で重視したこと」について情

報交換を行った．保健師教育の健康教育科目の充実や

継続した家庭訪問実習の検討，大学院教育で保健師教

育を行っている会員校の『公共哲学』の科目導入など，

各校の工夫が披露された．また，看護師教育の地域看

護学に必要な内容の検討と精選，入学後早期に地域看

護学の視点を持つフィールドワークの導入，地元創成

看護学を志向した地元探求の科目の新設等，地域をみ

る力を重視していることが確認された．ついで，神戸

市立看護大学の岩本里織教授（全保教・教育課程委員

会委員長）より，「保健師助産師看護師学校養成所指定

規則改正により重視する公衆衛生看護学教育につい

て」の講義をいただいた．各校が自校のカリキュラム

を客観的に振り返る機会となった．

第 2回目は弘前学院大学が開催校となり，2022年 2

月 13日（日）に Zoomにより実施した．16校，30名

が参加した．毎年，実施している保健師国家試験問題

の解答の検討を行った．その後，全保教・教育課程委

員会の公衆衛生看護技術の体系化に向けた検討に資す

ることを目的に，各校の公衆衛生看護技術教育につい

て意見交換を行った．教育課程委員会の成果を各校の

講義・演習に具体的に落とし込む必要性や，演習・実

習のまとめの教材として活用する可能性等が話し合わ

れた．また，「リモートによる臨地実習の可能性につい

て」「コロナ禍における公衆衛生看護実習のあり方」「新

カリキュラム導入による新カリ生と旧カリ生の同時期

教育の教育体制」について，各校の状況の情報交換を

行った．

III．おわりに

北海道・東北ブロックはエリアが広く，かつ，交通

資源も限られているため，会議や研修会に参集するこ

とに努力を要する地域性がある．今年度，Covid-19の

影響でオンラインを活用せざるを得なかったが，北海

道・東北ブロックにとっては相互交流の新たな手段を

手に入れたといえる．一方，今まで対面で十分に交流

していたからこそ，オンラインでも交流が可能となっ

ているとも考えられる．来年度以降の活動は，Covid-19

の感染状況をみながらではあるが，対面とオンライン

を組合わせた方法を検討する必要がある．

また，Covid-19により学習に影響を受けた学生の卒

業後の状況を確認することも，保健師教育の質の向上

を目指す上で重要である．保健師として入職した卒業

生の状況について，現場との意見交換等を行う機会を

ブロック活動として設けることも検討していきたい．

IV．謝 辞

各研修会の講師の先生方，ブロック活動を支えてく

ださった会員校の事務職の皆様，全保教の岸恵美子会

長はじめ理事・事務局の皆様に感謝申し上げます．

担当：菅原京子（山形県立保健医療大学）
川村泰子（弘前学院大学）
菊池美智子（青森中央学院大学）
近藤明代（札幌保健医療大学）
松原三智子（北海道科学大学）
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ブロック活動報告

南関東，北関東，甲信越ブロック活動報告

I．はじめに

関東，甲信越ブロックは会員校増加に伴い，2017年

度（平成 29年度）より，南関東ブロック（東京，千

葉，神奈川）と，北関東・甲信越ブロック（埼玉，栃

木，茨城，群馬，山梨，長野，新潟）の 2ブロック構

成となり活動を展開してきた．2021年 12月現在の会

員校は，南関東ブロック 44校，北関東・甲信越ブロッ

ク 27校である．ブロック定例会議や研究会は 2ブロッ

ク合同で開催し協働で運営することによってブロック

活動の継続性や会員校相互の情報共有が図られてい

る．今年度のブロック活動の目標は，昨年度に引き続

き，ブロック内で現状や課題を共有し，保健師教育の

質の向上を目指した活動の活性化を図ることであった．

以下に 2021年度の活動概要について報告する．

II．活動内容

1．ブロック活動

ブロック活動は年 2回の定例会議及び研究会を実施

しており，第 1回を南関東ブロック，第 2回を北関東・

甲信越ブロックが企画・運営を担当した．昨年度に引

き続き Covid-19感染への対応のため，2回いずれもWeb

（オンライン）で開催した．

第 1回ブロック定例会議及び研究会は，2021年 10

月 9日（土）に開催され 50校 81名の参加があった．

研究会のテーマは「多様な状況下における保健師教育

の質保証と向上に向けて―コロナ禍での教育，実習，

支援体験を今後の保健師教育にどのように生かしてい

くとよいか―」として秋季研修会の話題提供を元にグ

ループに分かれて意見交換を行った．今後の公衆衛生

看護における健康危機管理教育上の工夫について意見

が活発に出された．

第 2回は 2022年 1月 27日（木）に開催され 41校 79

名の参加があった．研究会では，「保健師教育における

ミニマム・リクワイアメンツを用いた教育評価」（杏林

大学大木幸子先生）と「映像教材を用いた基礎教育で

の工夫とその評価について」（千葉大学石丸美奈先生）

の話題提供の後，各大学の新カリキュラムに向けた教

育評価の現状や課題についてグループに分かれ意見交

換を行った．参加者はそれぞれに今後の教育評価へ生

かす学びを得ることができた．

2．総会の運営

2021年度は Covid-19感染対応のため全面Web（オン

ライン）で開催されたため，関東，甲信越ブロック理

事 4名が運営に関わり，滞りなく運営協力にあたるこ

とができた．

III．おわりに

2021年度は，両ブロックとも理事，委員が交代した

ためブロック運営に慣れないところもあったがブロッ

ク活動は円滑に進めることができた．ブロック定例会

議や研究会はブロック会員校同士の情報交換ができる

貴重な機会となっている．全国とブロック間，各会員

校間での情報の共有や協働を意識し活動をより活発に

していく努力をしていきたい．

担当：岡本菜穂子（上智大学）
宇田優子（新潟医療福祉大学）
錦戸典子（東海大学）
神崎由紀（山梨大学）
山口智美（横浜創英大学）
鈴木大地（神奈川工科大学）
三橋祐子（東海大学）
和田直子（新潟医療福祉大学）
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ブロック活動報告

東海，近畿北ブロック，北陸，近畿南ブロック合同活動報告

I．はじめに

両ブロックによる合同研修会について報告する．夏

季研修会の企画運営準備は北陸，近畿南ブロックが，

冬季研修は東海，近畿北ブロックが主担当で行い，全

国会員校限定のWeb（オンライン）にて実施した．

II．活動結果

1．夏季研修会

【テーマ】

新カリキュラムにおいて強化する教育内容に関する

工夫・課題についての情報交換

【開催日時】

令和 3年 9月 25日（土）13:30～16:30

【内容と参加人数】

1）情報提供として，保健師助産師看護師学校養成所

指定規則改正により重視する公衆衛生看護学教育につ

いての情報を全国保健師教育機関協議会教育課程委員

会委員長 岩本里織氏（神戸市看護大学）から行った．

参加者数 93名，内訳：東海・近畿北ブロックおよび北

陸・近畿南ブロック 63名，ブロック外 29名，不明 1

名であった．

2）情報交換会として，「新カリキュラムにおいて各

校が強化する教育内容に関する工夫・課題」をテーマ

に，職位毎に 17グループに分かれて，約 1時間の情報

交換を行い，全体発表は計 6グループが行った．参加

者数 69名，内訳：東海・近畿北ブロックおよび北陸・

近畿南ブロック 48名，ブロック外 21名であった．

活発な意見交換ができ，参加者は各校の状況や具体

的な工夫を学び，今後の教育活動へ活かす示唆が得ら

れた．内容が広範囲であったため，テーマを絞って話

し合いたい等の意見があった．また，全国からの参加

も多数あり，ブロックを越えた情報交換ができ好評で

あった．

2．冬季研修会

【テーマ】

地域診断から事業計画，計画策定につなげるための

教育・講演を聞いての意見交換

【開催日時】

令和 3年 12月 25日（土）13:30～16:30

【内容と参加人数】

1）テーマについて，大阪府立大学大学院　看護学研

究科地域看護学教授　都筑千景氏から講演いただい

た．参加者数 124名，内訳：東海・近畿北ブロックお

よび北陸・近畿南ブロック 77名，ブロック外 47名で

あった．

2）講演を聞いての意見交換会を，職位毎 18グルー

プに分かれて，約 50分間行い，全体発表を計 3グルー

プが行った．参加者数 115名，内訳：東海・近畿北ブ

ロックおよび北陸・近畿南ブロック 71名，ブロック外

44名であった．

テーマを絞って講演をご依頼できたため，「保健師に

求められる実践能力と卒業時の到達度」を前提とし

て，学生への具体的な教授方法の説明を聞くことがで

きた．そのため，意見交換会では，講演を受けての各

校の実施方法や現状について活発に話し合われ，学び

を活用していきたいというコメントが多数見られ好評

であった．

III．ま と め

次年度もWebで研修会を開催し，全国の会員校間で

の有用な情報収集，意見交換の場を提供していく．

担当：長谷川美香（福井大学）
堀井節子（京都光華女子大学）
吉田久美子（大阪医科薬科大学）
立林春彦（太成学院大学）
原田小織（愛知保健看護大学校）
浜崎優子（佛教大学）
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ブロック活動報告

中国，四国ブロック活動報告

I．はじめに

中国，四国ブロックは，中国地区加入校が 13校，四

国地区加入校が 12校の計 25校で活動しています．令

和 3年度は，新型コロナウイルス感染症の拡大により

定例会議や研究会はすべてオンライン開催となりまし

た．

II．活動結果

1．全国保健師教育機関協議会　夏季教員研修会の担

当について

中国，四国ブロックは，令和 3年 8月 21日に開催さ

れた第 36回全国保健師教育機関協議会夏季教員研修

会を担当しました．研修委員会の山口忍委員長をはじ

め，各委員の先生方にご指導のもと，開催直前まで確

認作業を行いました．夏季教員研修会において，ブロッ

クの担当は，午前中の講義と午後からの全体会でした．

午前中の講義は，「地域看護学におけるコミュニティ

ナースの実践」をテーマに金井一薫先生にお話をいた

だきました．午後は，3つの分科会を各委員会の主導

で開催しました．全体会は，「地域住民の健康を守るた

めの地域看護学と公衆衛生看護学の役割」をテーマに

情報交換が行われました．当日は全体で 200名の参加

者があり，9割の方に満足していただけたことにホッ

といたしました．何もかも初めてのことで戸惑うこと

も多くありましたが，多くの方々のご指導とご協力の

おかげで終えられたことに感謝いたします．

2．中国，四国ブロック会議および研究会について

令和 3年度は会議および研究会を 2回，オンライン

で開催しました．第 1回は 10月 9日，15校 28名の参

加者でした．研究会のテーマは「保健師教育に関する

現状と課題」から，討議内容は「コロナ禍における公

衛生看護学実習の状況と学内実習の工夫」とし，各教

育機関からの現状について情報共有を図りました．第

2回は，令和 4年 1月 29日，18校 28名の参加者でし

た．会議では，令和 4年度ブロック活動計画案と予算

案を説明し，令和 4年度開催の講演テーマを「ICTを

活用した授業設計について」と決めました．研究会の

討議内容は「健康危機管理」教育の現状と「施策化演

習の進め方」とし，大変有意義な情報共有となりまし

た．創意工夫された内容を学ぶ機会となり，今後の教

育活動への示唆を得ることができました．

III．ま と め

令和 3年度からブロック委員が交代し，また夏季教

員研修会の進行などの役割に戸惑うことも多くありま

した．令和 4年度も会員校，さらに未加入校への参加

の働きかけを行い，情報共有の機会をつくり，保健師

教育の質の向上を図れるよう，今後も充実した活動に

したいと思います．

担当：金山時恵（新見公立大学）
三浦都子（玉野総合医療専門学校）
水馬朋子（日本赤十字広島看護大学）
西嶋真理子（愛媛大学）
宮﨑博子（人間環境大学松山看護学部）
中川彩見（新見公立大学）
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ブロック活動報告

九州ブロック活動報告

本協議会が発足した 1980（昭和 55）年当時，私は看

護学生であった．当時の保健師教育の大半は都道府県

の管轄下で行われる 1年課程の教育であり，大学での

教育はわずか 6校であった．この 40年余，教育が目ま

ぐるしく変わっていった．看護系大学が急増したこと

で，保健師課程の教育は 1年課程から大学のなかで行

われるようになった．

このように保健師に対する社会的要請に伴い変化し

ており，次の世代の保健師もコロナ禍のような未知の

課題に立ち向かえるよう保健師教育のあり方を模索し

ていきたい．

本報告は，ブロックの活動経緯を中心に述べる．

昭和 63年にブロック編成が行われ，九州ブロックが

スタートした．平成 4年度には 11校（養成校 8校，短

期大学 3校），その 10年後には加入校が 6校までとなっ

た．未加入校にも参加を呼びかけ，平成 21年度には

14校（養成校 1校，統合カリキュラム校 1校，大学 12

校）となり，現在は 24校（大学 21校，大学院 3校）

である．

活動当初は保健師養成のほとんどが都道府県管轄下

にあり，事務職を主とする施設管理者部会と教員を主

とする教育担当者部会で構成され，総会や教育研修会

活動が行われていた．教育担当者部会では，保健師の

専門的能力を高めるための教育について議論しており，

それは今も変わらない．

私が教員になって間もない平成 16年頃は，看護師と

保健師の統合教育についての議論が開始しており，保

健師養成における統合教育の限界が見えてきた時期で

あった．統合カリキュラムの課題として教育内容の不

足や大勢の学生の実習施設の確保の困難さが浮き彫り

になっていた．本ブロックでも平成 18年には，保健師

教育検討委員会の活動の一環として，1年課程と統合

カリキュラムの教育に携わる教員が保健師教育の現状

と課題を 11回にわたって議論し，保健師教育のあるべ

き姿を検討した．この学習活動は，参加した教員がそ

れぞれの教育を見直す機会になると共に，私自身も専

門性を高める教育のあり方について学ぶ機会となった．

活動結果は保健師教育検討委員会報告書「保健師教育

の現状と課題」としてまとめた．

コロナ禍における現在，保健師に対する社会的要請

はますます高まっている．平成 18年度に行ったよう

に，選択制での教育と大学院教育に携わる教員で熱く

保健師教育の現状と課題について議論し，保健師教育

のあるべき姿を検討したいと考えている．

担当：尾形由起子（福岡県立大学）
中尾八重子（長崎県立大学）
濱里セツ子（長崎県立大学）
水田明子（鹿児島大学）
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事業報告

令和 3年度事業報告
総会，理事会，三役会，アクションプラン

I．はじめに

2021（令和 3）年度に実施した総会（1回），理事会

（5回），三役会議（4回），拡大三役会議（2回），アク

ションプランの報告を行う．

II．活動結果

1．総会

2021年 6月 5日（土），東邦大学看護学部及びオン

ライン（Zoom）にて開催（新型コロナウイルス感染症

の感染状況をふまえ，会場への出席は役員に限定）

1）決議事項

（1）2021年度役員選任の承認について

（2）定款の改正について

（3）2020年度決算報告および監査報告の承認につ

いて

上記について協議し，承認された．

2）報告事項

（1）2020年度事業報告

（2）2021年度事業計画･収支予算書について

2．理事会

1）第 1 回　2021 年 5 月 8 日（土），オンライン

（Zoom）にて開催

（1）第一部

・審議事項： 2020年度事業報告・決算・監査報告，

総会資料，役員の業務と役割，各種研修の運用，

入退会（入会 3校）

・報告事項：2021年度定時社員総会，各委員会から

の報告，自民党・厚労省・文科省へ要望書の提出，

活動の手引き，保健師教育課程申請時の文部科学

省申請に関する同意について，その他

（2）第二部

・全保教活動の手引きに基づく理事会および理事業

務の説明，2021年度委員会委員の選出に関して，

委員会の引継ぎ事項

2）第 2 回　2021 年 6 月 5 日（土），オンライン

（Zoom）にて開催

・審議事項：会長・副会長の選定，入退会（入会 2

校），各委員会・ブロック活動計画，協議会誌企

画案，守秘義務契約書について，その他

・報告事項：中期計画，2021年度アクションプラン

に基づく活動方針，2021年度活動の手引き，令和

2年度 COVID-19に伴う公衆衛生看護学実習に関

する調査結果，研修会参加登録受付システムの変

更，その他

3）第 3 回　2021 年 8 月 22 日（日），オンライン

（Zoom）にて開催

・審議事項：2022年度アクションプラン，中期計

画，文科省への要望書，次年度研修，健康危機管

理対策委員会活動について，入退会（入会 2校），

その他

・報告事項：2022年度行事，各委員会・ブロック活

動の進捗状況，Nursing Nowに関連する日本看護

学会での交流集会企画委員会，その他

4）第 4 回　2021 年 11 月 14 日（日），オンライン

（Zoom）にて開催

・審議事項：2022年度アクションプラン，事業計

画，2022年度総会および講演会，2022年度研修，

2021年度収支補正予算，保健師国家試験内容調査

及び環境調査，保健師教育投稿規定の倫理につい

て，ホームページサーバーの変更，入退会（退会

1校，入会 2校），「保健師教育課程の質を保証す

る評価基準」の改訂計画，その他

・報告事項：各委員会・ブロック活動の進捗状況，

今後の要望書提出について，業務委託契約，日本

保健師連絡協議会について，その他

5）第 5 回　2022 年 3 月 13 日（日），オンライン

（Zoom）にて開催

・審議事項：2022年度法人事業計画・収支予算書，

2022年度活動計画書・予算書，2022年度総会，研

修，2022年度新役員候補者について，その他
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・報告事項：各委員会・ブロック活動の進捗状況，

庶務・会計関連，その他

3．三役会報告

1）第 1 回　2021 年 4 月 24 日（土），オンライン

（Zoom）にて開催

・審議事項：2020年度予算対比正味財産増減計画書

（案），2021年度収支予算書，2021年度総会，研

修，新ブロック理事の委員会配置，2021年度活動

の手引き，庶務関連，次回理事会議題

・報告事項：40周年記念事業の進捗状況，総会の質

疑応答特設サイトについて

2）第 2 回　2021 年 7 月 24 日（土），オンライン

（Zoom）にて開催

・審議事項：中期計画と 2022年度アクションプラ

ン，保健師上乗せ教育を実施している大学院修士

課程・大学専攻科を対象とする緊急調査につい

て，文科省への要望書案，庶務関連，会計関連，

業務委託契約，次回理事会議題

・報告事項：各委員会の進捗状況，2021年度秋季研修

3）第 3 回　2021 年 11 月 3 日（水），オンライン

（Zoom）にて開催

・審議事項：2022年度アクションプラン，2022年度

総会・研修会運営案，補正予算について，庶務関

連，次回理事会議題

・報告事項：各委員会の進捗状況，研修会報告，日

本保健師連絡協議会幹事会，その他

4）第 4 回　2022 年 2 月 19 日（土），オンライン

（Zoom）にて開催

・審議事項：中期計画，2022年度アクションプラ

ン・活動計画，2022年度総会・研修会について，

会計関連，推薦委員会設置について，次回理事会

議題

・報告事項：各委員会の進捗状況，庶務関連，その他

4．拡大三役会議

1）拡大三役会議（委員会）2021 年 6 月 5 日（土），

オンライン（Zoom）にて開催

・アクションプランに基づく各委員会の 2021年度活

動計画，委員会間の調整，COVID-19下での活動に

ついて

2）拡大三役会議（ブロック）2021 年 8月 22 日（日），

オンライン（Zoom）にて開催

・各ブロック活動の情報交換や課題の共有，COVID-19

下での活動について

5．アクションプラン報告

別紙アクションプランを参照．

担当：神庭純子（西武文理大学）
澤井美奈子（湘南医療大学）
西嶋真理子（愛媛大学）
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一般社団法人全国保健師教育機関協議会 アクションプラン 2021

【スローガン】

公衆衛生看護学をコアとする保健師教育の充実と

教員の質向上を図り、さらに上乗せ教育を目指そう！

Ⅰ．基本方針

「全国の保健師教育機関の発展と、保健師教育の充実を図り、公衆衛生の向上に寄与する」という本法人の目的を

達成するために、国の動向を踏まえながら、保健師教育課程と教育体制の検討、教育成果の検証、教員の資質向上、

国家試験問題の質向上による保健師免許の質の確保に向けて活動します。また、看護師教育の充実と保健師教育の

上乗せに向けた活動を推進します。

これまでの活動実績を基盤として、より充実した保健師教育へのニーズに応えるため、研修委員会、教育課程委員

会、教育体制委員会、国家試験委員会は、関係団体と連携しながら、公衆衛生看護学の探求とその体系化に向けて活

動を推進します。特に、教員のキャリアラダーに基づく体系的な研修をより充実させ、地域の課題に対応したきめ細か

なブロック活動を推進します。さらに、情報化の進展やグローバル化による社会の変化に対応して、より迅速に会員校

の課題に対応できるよう、広報・国際委員会からの発信を強化し、編集委員会を中心に協議会誌「保健師教育」を発行

し、国内や海外への情報発信を推進します。加えて、新型コロナウイルス感染症対策にそった新しい生活様式に基づ

き、関連機関・団体への要望等や、遠隔授業等の多様な教育方法の情報集約と発信等を行い、会員校を支援します。

Ⅱ．委員会方針

1. 研修委員会

・公衆衛生看護学を教授する教員の研修会の企画・実施・評価を行う。

・評価を実施し、ブロックとの協働により教員のキャリアラダーに基づいた研修の充実を図る。

2. 教育課程委員会

・公衆衛生看護学の技術に関して検討する。

・保健師教育評価指標の改正版の周知を図る。

3. 教育体制委員会

・大学院及び大学専攻科等における上乗せ教育による、実践力のある保健師を育成する教育課程推進策を練る。

・指定規則改正後の教育課程を評価する基準案を作成する。

4. 国家試験委員会

・第108回国家試験問題や受験環境に関する調査を行い、意見書を厚生労働省に提出する。

・新出題基準の普及のために支援する。

5. 広報・国際委員会

・ホームページ（英語版HPを含む）について評価し、効果的に活用する。

・メールマガジン等を活用し、情報共有を図る。

・広報活動を通じて、新規会員の獲得を推進する。

6. 編集委員会

・電子ジャーナル第5巻を発行し、公開する。

・円滑な査読体制を構築し、運営する。

Ⅲ．ブロック活動方針

・社会情勢や保健師教育の動向を踏まえ、現状や課題を共有し、保健師教育の質の向上を目指すための研修及び

情報交換を行う。さらに、全国とブロック、各校間での情報の共有、活動の協力に努める。
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活動報告

公衆衛生看護学臨地実習のオリエンテーションにおいて実施した
実習の留意事項に関する教育実践

―倫理的葛藤事例を用いたケースメソッドの教育的有用性―

Educational Practices Regarding Considerations of Clinical Training

in Public Health Nursing Clinical Training Orientation
—Usefulness of Educational Practice that Uses Ethical Dilemma Cases—

市戸優人 1)，本田 光 1)，田仲里江 1)，近藤圭子 1)，喜多歳子 1)

Yuto Ichinohe1), Hikaru Honda1), Rie Tanaka1), Keiko Kondo1), Toshiko Kita1)

抄 録

目的：公衆衛生看護学臨地実習のオリエンテーションにおいて実習態度の留意事項の教育として実施したケースメソッ

ドの教育実践を記述し，学生の評価から教育的有用性を検証することを目的とした．

方法：4年次学生 28名を対象に，倫理的葛藤場面を描いた事例を用いたケースメソッドによる教育を実施した．終了

後の評価アンケートで教育的有用性を評価した．

結果：教育目的の到達度として，「事例における倫理的葛藤について多角的な視点で捉えることができた」の平均値は

4.68±0.48と高かった．教育的有用性として，【物事を多角的に捉える視野の拡大】や【実習に向けたグループダイナ

ミクスの醸成】などが挙げられた．

考察：ケースメソッドは，倫理的感受性を高め，多角的な視点で考える力と対処力を養うとともに，実習グループ内

の関係性を醸成する効果があった．以上より，教育目的に沿った学びを深めることのできる有用性の高い教育方法で

あったと評価する．

キーワード：公衆衛生看護学，基礎教育，実習，倫理的葛藤，ケースメソッド
Keywords: public health nursing, undergraduate professional education, clinical training, ethical dilemma, case method

受付日：2021年 9月 24日　受理日：2022年 3月 1日

I．背 景

看護学臨地実習において，実習前に行うオリエンテー

ション（以下，オリエンテーションとする）は，学生

が実習課題として求められている学習内容と方法を把

握することに留まらず，学内で学んだ技術を看護実践

に位置付けて理解することを促し，臨地で実習を行う

ことの意味を強調するために行われる．このオリエン

テーションを通した，学生の内的思考過程は，実習目

標の到達に向けたレディネス（杉森ら，2009）を整え

るために重要な教育的機会でもある．一方，オリエン

テーションは，学生が実習に臨むにあたり留意すべき

実習態度について，実習前に確認を行う重要な機会に

もなっている．

家族形態の多様化が進む本邦において，昨今の学生

は，核家族を中心とした世帯人員が少ない家庭環境で

育ってきている．このような家庭環境で育った学生は，

他者や他世代とコミュニケーションを図り，その場そ

1) 札幌市立大学看護学部（School of Nursing, Sapporo City University）
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の時に応じた適切な行動を取るという社会的スキルの

乏しさ（川田ら，2006）があり，臨地実習へと送り出

す教員にとっての不安要素となっている．特に公衆衛

生看護学臨地実習では，学生がこれまでに経験してき

た医療機関等における実習とは異なり，行政機関や地

域の集会所，支援対象者の自宅など，多様な場におい

て実習が展開される．また，支援を行う対象者の健康

レベルやライフステージも様々であり，ボランティア

や他の専門職など多様な役割を持った人々とも出会う

機会がある（野村，2018）．このように，公衆衛生看護

学臨地実習は，学生にとって高度な社会性が求められ

る実習であることから，オリエンテーション内で事前

に実習態度の確認を行うことが非常に重要である．

さらに，昨今では，実習記録が電子データで取り扱

われることが一般的であり，実習における情報管理は，

切り離すことのできない課題である．また，スマート

フォンの普及に伴い，学生の SNS利用が一般的となる

中で，見聞きした出来事や知り得た情報について，リ

スク等を考えずに興味本位で SNSに投稿するケースが

社会的な問題となっている．看護学生においても，9

割強が SNSを利用している一方で，ITリテラシー教育

経験がある者は 6割弱に満たない（小沢ら，2018）と

されている．公衆衛生看護学臨地実習では，学生は，

自分自身が暮らす地域と異なる土地で，珍しい情景を

目にすることもあり SNSなどへの投稿欲求の衝動も起

こりやすい状況にあると考えられる．そのため，倫理

教育の観点から自らの行動を律することのできる姿勢

を学ぶ必要がある．

これらの背景から，公衆衛生看護学臨地実習のオリ

エンテーションで指導すべき留意事項は数多く，一つ

一つを列挙して指導するには限界があり，服装や身だ

しなみなどの基本的な態度に関する事項も多いことか

ら，効果的に教育指導を行うことが難しい．また，学

生にとっては，一方的に実習態度の説明を受けること

が，お説教を聞いているような感覚にもなり，我が事

としてその場面を想像することが難しいと推察される．

そこで，本学では，実習における多様な留意事項につ

いて，学生自らが問題の核心を捉え，対処方法を考え

ることができるように，オリエンテーションにアクティ

ブラーニング（小林，2018）を導入した．具体的には，

公衆衛生看護学臨地実習で学生が出会う可能性のある

倫理的葛藤場面を描いた事例を教材として，学生間が

討論を通して考えることのできるケースメソッドを導

入した．ケースメソッドは，既存の知識や理解の獲得

ではなく，双方向の討議を通して，考え抜いて，自ら

の拠り所とする知見を編み出す能力や態度を獲得する

ことを学習のゴールとする手法（高木ら，2010）であ

る．実習生としての倫理観を養いながら，適切な行動

をとるための思考過程を身につけるにあたり，ケース

メソッドは適した方法であると考える．

本活動報告では，公衆衛生看護学臨地実習のオリエ

ンテーションにおいて実習態度の留意事項の教育とし

て実施した，実習で遭遇する倫理的葛藤場面の事例を

用いたケースメソッドによる教育について，その教育

実践を記述し，学生による評価を用いて教育的有用性

を検証することを目的とする．

看護学臨地実習のオリエンテーションにおける実習

態度の指導方法は，専門領域別の臨地実習において

個々の教員の裁量に任される部分が大きい現状にある．

本活動報告は，本学の取り組みを一つの実践例として

報告することで，今後の情報共有やさらなる改善に向

けた議論の活性化への貢献に期待したい．

II．方法と対象

1．対象

2021年度公衆衛生看護学臨地実習を履修する 4年次

学生 28名を対象とした．対象となる 4年次の学生は，

既に看護師教育における実習を経験していることから，

事例で掲示される場面については，現実的におこりう

る現象として認識できる準備状況であったと推測され

る．

2．用語の定義

1）倫理的葛藤場面

本稿では，「学生が実習の中で出会う可能性があり，

判断や対応を誤れば信頼関係を損ない，時にインシデ

ントやアクシデントに繋がる恐れのある状況」を倫理

的葛藤場面と定義する．

3．実践した教育の概要

公衆衛生看護学臨地実習のオリエンテーションにて，

学生が実習における留意事項を自ら考えることができ

るように，実習で遭遇する可能性の高い倫理的葛藤場

面を描いた事例を開発し，その事例を用いたケースメ

ソッドによる教育を実施した．使用する事例は，公衆

衛生看護学領域教員のこれまでの教育実践経験を踏ま

えて，実習でよく出会う場面を題材として，10事例を

教材化した（表 1）．なお，事例の理解が進むように，
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各事例にイラストを挿入した．

1）教育目的

教育目的は，①実習で起こり得る倫理的葛藤場面を

描いた事例を用いたケースメソッドによる教育を通し

て実習生として適切な行動をとるための思考力を養う

こと，②実習開始前のオリエンテーションであること

も考慮し，学生間での討論を通してお互いの考えを共

有しながら学び合う関係性を強化すること，の 2点と

した．

表 1 倫理的葛藤場面を描いた事例（10 事例）

No 事例のタイトル／事例の内容

1

タイトル：「学生さん，ちょっと見てて！」
3歳児健康診査の見学中に，1歳すぎの弟を連れたお母さんから「この子（3歳児）をトイレに連れて行くので，少しの間，
弟を見ててほしい」と頼まれました．ですが，この少し前に保健師さんから，「次のお母さんに承諾をとってあるから，一緒
に診察に入って見学しても良いですよ」と言われており，もうすぐその親子が診察に呼ばれそうです．

2

タイトル：「友達思いのわたし」
保健師が，健康管理システムの紹介として電子カルテにある職員のがん検診の結果を見せてくれました．その時に「再検査の
通知をしているにも関わらず医療機関に受診しないので心配している職員がいる」と話しており，その名前を見ると，友人の
父親でした．私は，友人（トモ子）のことを思い，そのお父さんの状況を教えてあげたいと思いました．

3

タイトル：「“微熱あり”でも，今日は本番！」
実習 2週目の朝，今日は何度も修正と練習を繰り返して，ようやく完成した健康教育を老人クラブで実施する日．でも，昨日
の夜から咳が続いていて，今朝，熱を測ると 37.4°Cと微熱だった．少し体がだるいけど，これまで準備してきた健康教育を
実施したい！それに，休んでしまうと，グループのメンバーに迷惑がかかるし…．

4

タイトル：「悪魔のささやき」
保健センターでの実習も 2週目を迎えたある日のこと．昨日はグループメンバーとの打ち合わせや健康教育の教材を作ってい
たため，家庭訪問のレポート（個人記録）の修正まではできなかった．家庭訪問の予定日は明日だし，「今日のうちに担当の
保健師さんに助言を受けるように」と，先生からも言われている…どうしよう．
〈悪魔のささやき〉
「今日は，先生の巡回も無かったはずだし，このまま忘れてたことにしておけばいいよ！」
「レポートは，1回は見てもらっているんだし，修正後は見てもらわなくても大丈夫だよ！」
「手書きのメモ帳を無くしたから，時間がかかって…って言えばいいよ！」
「書いたけど，データが壊れたことにしておけばいいよ！」

5

タイトル：「シゲ子がよくしゃべる…」
実習 3週目のある日，帰りの地下鉄の中．明日はカンファレンスが予定されており，私は司会を担当することになっている．
本当は，今日みんなで打ち合わせしておくべきだったけれど，3人とも家庭訪問で行動がバラバラだったため，打ち合わせが
できなかった．カンファレンスまでに次第も作っておかないといけないし…，もう時間もないし…．今なら少し話せるかなと
思い，メンバーのシゲ子に話しかけた．するとシゲ子は，「この実習で一番勉強になったのは，やっぱり家庭訪問かな～」と
言い，訪問先の対象者が認知症だったことや保健師の声掛けに感動したことなど，少しテンション上がり気味で話し出した．

6

タイトル：「汚くないよ」
しょうわ地区老人クラブでの出来事．健康教育の実践を終えて，ほっと緊張も解けたころ，「学生さんもどうぞ，今日はあり
がとうね」と言って，世話役の 80代くらいの女性が冷たいお茶を差し出してくれた．健康教育を終えたばかりで喉も乾いて
いて，すぐに飲みたい気持ちもあったがぐっと抑え，「ありがとうございます」とお礼を言いながらも手をつけなかった．
すると小さなチョコレートを 3個ティッシュにのせて，彼女は言った．
「最近の若い人は，年寄りが触ったものは汚いと思うらしいね．ひ孫がそう言うのよ．汚くないよ（笑），さぁ，どうぞ」

7

タイトル：「実習が終わった後，友達と食事の予定が…」
保健センター実習 2日目の朝，今日は 3歳児健康診査の見学日．清潔かつ質素，動きやすい服装で参加するようにと指導者さ
んから言われている．でも夜は，友達の誕生日で，お祝いを兼ねてちょっとおしゃれなレストランを予約してしまった．家に
帰って服を着替える時間はない．保健センターに着替える場所もない．でも，誕生会を企画したのは私だし，お気に入りの服
を着ていきたい…．少しくらい華やかな服を着ていってもいいよね？

8

タイトル：「先生から返事が返ってこない…」
日曜日の朝，来週の実習に向けて記録の整理をしていたときの出来事．月曜日に家庭訪問を行う事例の訪問計画を担当教員に
確認してもらっていないことに気が付いた．慌てて担当教員にメールを送ったが先生からの返信がない．日曜日だから見てい
ないのかも，どうしたらよいだろうか…（焦）

9

タイトル：「行き帰りの時間を効果的に使いたい！」
実習 3日目，帰りの地下鉄車内，実習メンバーの 1人がスマートフォンで必死に何かを打ち込んでいた．聞くと，今日の訪問
記録を忘れないうちに打ち込んでいるとのこと．メンバーは「行き帰りの時間でスマートフォンに記録をすれば，帰ってから
の記録が楽になるよ」と話す．確かに，この行き帰りの時間で，少しでもできれば家に帰ってからの記録が楽かも…．

10

タイトル：「カフェで記録やらない？」
実習 2週目が終わった週末の土曜日，同じグループのメンバーから「今記録をやっているんだけど，一緒にやらない？」と誘
いがあった．ちょうど記録に行き詰っていたため，一緒にやることにした．しかし，来るように指定された場所は，近くにあ
るカフェのテリーズだった．メンバーは，これまでも実習期間中にカフェで記録をしていたことがあり，「記録は匿名化して
いるし，そんなに個人情報もないから大丈夫，最近のカフェはWi-Fiできるし，コンセントプラグもあるから」と話す．
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2）教育の展開方法

（1）オリエンテーション実施前

倫理的葛藤場面を描いた 10事例のうち 8事例をディ

スカッションテーマとともに学生に事前提示し，全て

の事例を読んでディスカッションテーマに対する自分

の考えをオリエンテーション当日までに準備してくる

ことを学生に説明した．使用する事例は，10事例を開

発したが，2021年度の実習はオンラインを併用した実

習となったため学生が遭遇する可能性が低い 2つの事

例（No. 9，No. 10）を除いた計 8事例（No. 1–No. 8）を

使用した． 以下，本教育で使用した 8事例の教育的ね

らいを示す．

No. 1の事例は，学生が乳幼児健康診査の見学をして

いる際に突然，母親から「子どもを見ておいて欲しい」

と頼まれる場面である．学生にとっては，自分の見学

の機会を優先すべきか，母親の依頼に応えるべきか悩

む場面である．教育的ねらいは，行動に伴い生じる責

任について考えながら，対象者の安全を優先した判断

ができることとした．

No. 2の事例は，実習中に閲覧させてもらった住民の

健康診断の記録の中に友人の父親の名前を見つけてし

まった学生が抱いた葛藤場面である．命に関わる問題

でもあり，学生の善意の気持ちと個人情報の守秘義務

との間でどのように考え行動すべきか考えることをね

らいとした．

No. 3の事例は，健康教育を実施する当日に発熱した

学生が抱く葛藤場面である．学生にとっては，実習課

題が達成できない不安だけでなく，役割分担をしてい

る他のメンバーにかかる負担も心配する場面であろう．

教育的ねらいとしては，自分が感染症を媒介するリス

クを考え，体調不良時の連絡と相談の必要性を考えて，

行動できることとした．

No. 4の事例は，実習も山場を迎え課題が重なり，計

画通りに遂行できなかった時に自分の中に生じてくる

甘え（悪魔のささやき）にどう打ち勝つかという葛藤

場面である．計画通りに課題を遂行できなかった際に，

実習指導者や教員とどのように相談し再調整すべきか

を考え，対象者に提供するケアに対する責任を専門職

として自覚することをねらいとした．

No. 5の事例は，実習施設への道中でよく起こりうる

「障子に耳あり」の場面である．実習での学びを共有す

ることは推奨されることではあるが，適切な場所と相

手，タイミングを判断すること，また守秘義務を考慮

して情報共有が許される範囲を考えることをねらいと

した．

No. 6の事例は，学生という立場と実習におけるルー

ルとの狭間で住民の厚意にどのように応えるべきか悩

む場面である．単に「そういうルールだから」ではな

く，対象者から物をもらうという行為が与える社会的

影響について考え，その場に適した応答を考えること

をねらいとした．

No. 7の事例は，実習期間中に学生のプライベートな

予定が重複することで生じる葛藤場面である．実習生

としての責任ある行為を自覚すること，また執務室に

おいては，学生であっても市民からは一職員として見

られることへの考慮を促すことをねらいとした．併せ

て，実習生としての適切な服装について自ら考え，選

択できるようになることを期待した．

No. 8の事例は，学生自身のスケジュール管理の失敗

により，指導を受けられずに家庭訪問を明日に控えて

焦る学生の葛藤場面である．この事例を通して，学生

が主体的に実習を展開するということを具体的に想起

できることを期待した．自分ひとりの都合だけで実習

が遂行出来るわけではないこと，指導を受けるための

日程調整も自ら行動を起こさなければならないこと，

スケジュール管理を失敗することで結果として生じる

対象者への不利益について考えることを教育的ねらい

とした．

（2）オリエンテーション当日

オリエンテーションは，本学の COVID-19感染拡大

防止措置による登校制限に伴い，Teams（Microsoft

office）を用いて，2021年 5月にオンライン上で実施し

た．本教育では，ジグソー学習法を活用することで，

様々な事例に対する意見交換ができるように工夫した

（図 1）．

まず，全体に対して本教育の目的と進め方の説明を

行った．全体説明終了後に 2～4名で構成された実習グ

ループに分かれ，ランダムに割り当てられた異なる事

例に対して，実習グループごとに討論を行った．グルー

プ討論のテーマは，「①事例の学生の思いや気持ちを列

挙しましょう」，「②この場面，あなたならどのように

行動しますか」とした．

実習グループでの討論終了後，ジグソー学習法を活

用して，別々の実習グループメンバーで構成されたジ

グソーグループ（各 4名）に分かれて，各実習グルー

プで話し合われた内容を共有し，意見交換を行った．

なお，ジグソー学習法では，再度，実習グループに戻っ

て報告を行うことになっているが，メンバー間の関係
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性は実習として継続されるため，後で共有するよう指

示をして，教員からの講評（まとめ）を行った．

3）教育的有用性の評価方法

倫理的葛藤場面を描いた事例を用いたケースメソッ

ドの教育目的の到達度と教育的有用性を評価するため

に，オリエンテーション終了後に評価アンケートを

Webアンケートシステム（Microsoft office Forms）を使

用して実施した．

教育目的の到達度を評価するために，教育目的に

沿って，「事例における倫理的葛藤について多角的な視

点で捉えることができた」，「事例の場面においてとる

べき適切な行動を考えることができた」，「討論を通し

てグループの学び合う関係性を深めることができた」

をそれぞれ 5件法（1．非常にそう思う～5．全くそう

思わない）で尋ねた．

また，教育目的の到達度を評価するために，学生が

倫理的葛藤場面の状況を適切に捉えることができたか

を，「事例の学生がおかれた倫理的葛藤の状況に対する

理解についてグループ内で話し合われた内容を記載し

てください」の自由記述で尋ね，適切な行動まで議論

できたかを，「適切な行動を考える際にグループ内で話

し合われた内容を記載してください」の自由記述で尋

ねた．

教育的有用性を評価するために，「ケースメソッドを

教材として活用した感想」を自由記述で尋ねた．

なお，評価アンケート内のケースメソッドとは，本

教育において実施した倫理的葛藤場面を描いた事例を

用いたケースメソッドを指す．

4．分析方法

量的データは，記述統計を行った．自由記述のうち，

「事例の学生がおかれた倫理的葛藤の状況に対する理解

についてグループ内で話し合われた内容を記載してく

ださい」と「適切な行動を考える際にグループ内で話

し合われた内容を記載してください」の 2つから得ら

れた記述からは，学生の作業（思考）過程を確認でき

る代表的なデータを抽出して表 2に整理し，教育目的

の到達を質的に評価する資料とした．「ケースメソッド

を教材として活用した感想」で得られた自由記述は，

教育的有用性を評価するために，設定した教育目的の

観点で，質的帰納的に分析した．分析手順は，データ

を注意深く読み込みコード化し，コードの意味内容や

類似性を考慮しながら，カテゴリー生成を行った．

分析は，実習を担当する教員で検討を重ね，妥当な

結果であることを確認した．

5．倫理的配慮

本活動報告の調査においては，公立大学法人札幌市

立大学倫理委員会（承認番号：No. 2107-1，承認年月

日：2021年 7月 20日）の承認を得て実施した．評価

アンケートは，無記名で実施し，自由意志による提出

を保証した．また，評価アンケートの内容には，実習

その他の科目の成績等に影響するものは含まれていな

いことを伝え，不都合等がある場合は，教員まで申し

出るよう依頼した．

1G  （事例 1）

2G （事例 2）

3G （事例 3）

4G （事例 4）

5G （事例 5）

6G （事例 6）

7G （事例 7）

8G （事例 8）

①G

②G

③G

④G

⑤G

⑥G

⑦G

実習グループで

各事例について討論

（15分）

ジグソーグループに分かれて

実習グループでの討論内容を共有

（25分）

目的･進め方

について説明

（5分）

教員から

講評

（5分）

･
･
･

全
体
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

ま
と
め
（
教
員
か
ら
の
講
評
）

以下のグループも

同様に指定された

ジグソーGに移動

図 1 倫理的葛藤場面を描いた事例を用いたケースメソッドによる教育の実施方法

市戸・本田・田仲・近藤・喜多

（ 75 ）



III．結 果

1．倫理的葛藤場面を描いた事例を用いたケースメソッ

ドの教育目的の到達度評価

評価アンケートは，28名から回答があった（回収率

100.0%）．

教育目的の到達度の評価について，「事例における倫

理的葛藤について多角的な視点で捉えることができた」

の平均値は 4.68±0.48，「事例の場面において取るべき

適切な行動を考えることができた」の平均値は

表 2 各事例の倫理的葛藤に対する状況理解や適切な行動についてグループで話し合われた内容

事例
No

多角的な
視点で捉
えること
ができた

Mean

倫理的葛藤の状況理解について
グループで話し合われた内容
（代表的なデータ）

適切な行
動を考え
ることが
できた
Mean

適切な行動について
グループで話し合われた内容
（代表的なデータ）

No. 1 4.00

・見学の機会を頂いている状況であり，頼みを引き受けた
い思い，頂いた学習の機会を大切にしたい思いなどの葛
藤がうまれる．
・お母さんが焦っており，学生に「弟を見ていてほしい」
と言い残してトイレに行ってしまう状況も考えられ，そ
の場合には弟の安全を見守る責任が生じる．

4.00

・弟の見守りを断るのではなく，周囲にいる職員や実習指
導者などに事情を説明して見守りをお願いするなどの行
動が必要である．
・見守りを引き受け，診察の見学の時間になったら弟を放
置して診察の見学に行ってしまうということは決してし
てはならない．転倒・転落などの重大な事故に繋がる可
能性がある．

No. 2 5.00

・守秘義務を守らねばならないという立場であり，万が一
情報を漏らしてしまった場合には自身の単位取得ができ
なくなるなどの不利益があることも考えられた．
・言わないという選択肢を取ると，知っていながら助けら
れない心苦しさや，悪化してしまった場合の自責感など
を感じることになるのではないかと考えた．

4.75

・先生や保健師に相談し，自分が何らかの行動をとること
ができないかを話し合うと良いのではないかと考えた．
・直接的に友人に情報を伝えるのではなく，「私の父親も
検診に行って良かったって言ってたよ」などと間接的な
促しをするという行動も可能なのではないかと考えた．

No. 3 4.67

・みんなで頑張って練習を重ねてきたからやり遂げたい，
我慢すれば行けるかな，でも熱がある状態で行って対象
者の方に迷惑をかけるかもしれない．
・メンバーに対しては，（健康教育の）練習したのに役割
が変わってしまって申し訳ない，評価の時にうまくグ
ループに参加できないかもしれない．

5.00

・日々の体調管理と練習の中で，全員で流れを把握し，役
割が変わったとしても実施できるように普段から練習し
ておく．
・適切な行動としては，まずはメンバー，先生に連絡して
休むこと．そして，前日から体調が良くないことをメン
バーに伝えることや役割の調整を行う．

No. 4 5.00

・記録を修正しなければいけないのは理解しているが，や
ることが多くて時間が足りないために修正できない状況
であることも理解できる．
・修正できなかったことに後ろめたさがあるため，少しで
も悪い印象を与えないために理由を考える気持ちも理解
できるが，どのように説明するかが大事なのではないか
と考えた．

4.67

・間近に迫っている家庭訪問の計画よりも健康教育の準備
をするのは優先順位を間違えている．この場合，修正点
を直すことは出来ていないが，こういった修正を加える
予定であり，それを踏まえてアドバイスを貰いたいと正
直に保健師さんに言うことが最も良い選択なのではない
かという結論に至った．

No. 5 5.00

・カンファレンスについて話し合う時間がないけどここは
地下鉄だ…という気持ちとテーマ決めくらいなら地下鉄
でしても大丈夫かもしれないという気持ちの葛藤．
・友達が実習の内容を公共の場で話してしまっていること
を止めないといけないという気持ちと自分が話を振って
おいて止めづらいという気持ちの葛藤．

4.50

・個人情報を公共交通機関で話すのはまずいため，友人の
気分を害さないように注意しながら話を止める対応をと
ることにした．
・カンファレンスの打合せを公共交通機関で行おうとする
こと自体難しいため，～中略～ 予定確認程度にとどめ
ておく必要があると感じた．

No. 6 4.75

・相手はきっと善意でチョコレートをくれているはずなの
で，それを断って悲しませてしまうのではないか．
・規則上頂き物は貰えない．でも断ると汚いということを
肯定しているようになってしまう．

4.25

・感謝の気持ちを伝え，「汚いから断っているのではない」
ということ誠心誠意説明したうえで断る．
・実習の規則によっていただけないことを誠心誠意説明す
ることが重要であるという意見になった．

No. 7 4.50

・自分から企画した友達の誕生日会だから予定を変更する
ことや，当日の予定をキャンセルすることが申し訳ない
という気持ちがあるのではないか．
・息抜きをしたい気持ちやせっかくのお出かけで友達もか
わいい格好で来ることを考えると，薄化粧で地味な格好
で出かけるのは女の子として恥ずかしい気持ちがあるの
ではないか．その反面，お気に入りの服で行って実習の
指導者の方に迷惑をかけたり注意されることは避けた
い．

4.25

・実習では言われたとおりの服装で行き規律を守る．
・誕生会の日にちをずらす．誕生日をお祝いする気持ちが
大切なので，友だちだったら仕事終わりでも，きれいな
服じゃなくても理解してくれると思うので，事情を説明
して実習の服装のままで行く．ちょっと遅れていくと伝
えて着替えてから参加するという様々な方法が考えられ
た．

No. 8 4.25

・気が付いたのが日曜日ということもあり，先生のプライ
ベートの時間にメールを送っても良いのか，もしくは次
の日にそのまま実施するかという葛藤があるという状況
であると理解した．

4.75

・家庭訪問の計画はとても重要な計画であるため，そのま
ま実施するのは危険であるので指導は受ける必要がある
ということになった．指導を受けることが重要であるた
め，朝にメールをした後，返信がない場合は先生に電話
をかけるという案も出た．また，メールの返信が来ない
間は，グループメンバー間で訪問計画の確認を依頼し，
指導を受けるまでにできるだけ質の高いものにするとい
う意見も出た．
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4.54±0.51，「討論を通してグループの学び合う関係性を

深めることができた」の平均値は 4.86±0.36であった．

グループで話し合われた倫理的葛藤の状況に対する理

解やその状況下における適切な行動については，事例

ごとに表 2に記述した．

2．倫理的葛藤場面を描いた事例を用いたケースメソッ

ドの教育的有用性

「ケースメソッドを教材として活用した感想」で得ら

れた全ての自由記述をデータとし，倫理的葛藤場面を

描いた事例を用いたケースメソッドの教育的有用性を

検討する観点から分析を行った．分析の結果，48コー

ドが抽出され，11サブカテゴリー，5カテゴリーが生

成された（表 3）．以下，カテゴリーは【　】，サブカ

テゴリーは〈　〉で示す．

【倫理的葛藤場面の自分事としての気づきと対応の

準備】では，実習で出会う可能性のある倫理的葛藤場

面に関する検討をとおして，〈実習生である自分に起こ

りうる問題に気づく〉ことができ，〈色々なことを想定

して対応を考える〉ことができていた．

【自分の考えや行動を見つめ直し倫理観を磨く機会】

では，倫理的葛藤場面における判断や行動を深く考え

ることで，〈自分の考え方や傾向を見つめ直す機会〉と

なり，実習を前にして，〈判断や行動を振り返り倫理観

を磨く必要性の認識〉にも繋がっていた．

【物事を多角的に捉える視野の拡大】では，様々な考

えを有する他者との討論を通して〈倫理的場面につい

て多角的視点で捉えることの気づき〉や〈自分の意見

が正しいわけではないということの気づき〉を得るこ

とができていた．また，教育手法として活用した〈ジ

グソー学習法による意見交換を通した学びの深化〉も

感じていた．

【専門職としての倫理観の醸成】では，事例に対する

適切な考えや行動を深く考えることで，〈大切にすべき

本質を捉えること〉の重要性を認識し，〈医療を学ぶも

のとして誠心誠意対応すること〉への気づきを得るこ

とができていた．

【実習に向けたグループダイナミクスの醸成】では，

意見を述べやすい倫理的葛藤場面を描いた事例を用い

たケースメソッドによる〈活発な意見交換を通したグ

ループの活性化〉があり，意見交換をとおして共感な

どが生まれることで，〈安心して話し合えるグループの

関係性の構築〉に繋がっていた．

IV．考 察

1．実習態度の留意事項に対する教育として実施した

ケースメソッドの教育的有用性

今回のオリエンテーション内で実施した倫理的葛藤

場面を描いた事例を用いたケースメソッドによる教育

では，具体的な事例について我が事として考え，他者

と討議し，実習における望ましい態度について考えら

れるように教育的機会を提供した．教育目的の到達度

評価では，「事例における倫理的葛藤について多角的な

視点で捉えることができた」の平均値が 4.68±0.48，「事

例の場面において取るべき適切な行動を考えることが

できた」の平均値が 4.54±0.51と，多くの学生が教育目

的に到達することができていた．グループにおける具

体的な討論内容も，各事例の教育的ねらいに即した議

論が展開されており，教育目的に沿った学びを深める

ことのできる教育内容と展開であったと評価できる．

本教育を受講した学生は，【物事を多角的に捉える視

野の拡大】や【倫理的葛藤場面の自分事としての気づ

きと対応の準備】など，課題に対する適切な態度や対

応まで，広い視野で多角的に捉えることができていた．

表 3 倫理的葛藤場面を描いた事例を用いたケースメソッドの教育的有用性

カテゴリー サブカテゴリー（コード数）

倫理的葛藤場面の自分事としての気づきと対応の準備
実習生である自分に起こりうる問題に気づく（6）
色々なことを想定して対応を考える（7）

自分の考えや行動を見つめ直し倫理観を磨く機会
自分の考え方や傾向を見つめ直す機会（2）
判断や行動を振り返り倫理観を磨く必要性の認識（1）

物事を多角的に捉える視野の拡大
自分の意見が正しいわけではないということの気づき（4）
倫理的場面について多角的視点で捉えることの気づき（12）
ジグソー学習法による意見交換を通した学びの深化（4）

専門職としての倫理観の醸成
大切にすべき本質を捉えること（4）
医療を学ぶものとして誠心誠意対応すること（3）

実習に向けたグループダイナミクスの醸成
活発な意見交換を通したグループの活性化（3）
安心して話し合えるグループの関係性の構築（2）

市戸・本田・田仲・近藤・喜多
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学生が思考を巡らせ，考えを深めるプロセスを通して，

適切な実習態度まで涵養できる本教育におけるケース

メソッドは，留意事項を口頭で確認する一方通行型の

オリエンテーション教育と比較し，実習前の学生が適

切な実習態度を学ぶ手法として効果的であると考えら

れる．

一般に臨地実習要項に記述されている留意事項に

は，医療機関等の実習施設で実習を行うにあたり遵守

すべき事項が細かく記載されていることが多い．これ

らの留意事項に関する教育は，オリエンテーションで

教員が説明する形式で行われることが多く，記載され

ている態度や行動がなぜ求められるのか，学生が意識

して考える機会は設けられていない．実習における留

意事項を確認することは，看護実習生として取るべき

望ましい態度や行動を心得るだけではなく，医療職と

して遵守すべき重要な倫理性を養う教育的機会でもあ

る．細川ら（2008）は，看護学部教員が在宅看護学実

習前に身に着けさせたい実習態度の一つとして，医療

人としての倫理性の遵守を報告しており，訪問看護ス

テーションの実習指導者も教員と同様に倫理性の遵守

を重視している（千葉ら，2010）．また，看護学生は，

臨地実習で様々な道徳的問題に直面している（指方ら，

2012）ことが明らかにされている．このことからも，

臨地において倫理を必要とする場面に気づき，学びを

得るためにも，倫理的葛藤場面を教材として実習前に

教育を行う有用性は大きいと推察される．

本教育におけるケースメソッドによる教育実践は，

実習態度の留意事項に関する教育内容ではあったが，

学生にとって【自分の考えや行動を見つめ直し倫理観

を磨く機会】となり，実習に向けた【専門職としての

倫理観の醸成】に繋がっていた．看護学生の道徳的感

受性は，高学年になるほど高くなる（小沢ら，2018）

とされる一方で，実習経験の中で同じような倫理的場

面の遭遇を重ねることで倫理的問題として意識し難く

なる（指方ら，2012）ともされている．また，村松ら

（2019）は，看護学部 4年生を対象とした調査で，9割

の学生は倫理的問題場面を倫理的に問題があると感じ

ていたのにも関わらず，解決に向かうことなく，心残

りになっていたことを報告している．学生が直面する

可能性のある多様な倫理的葛藤場面を深く考える機会

を設けることは，倫理を必要とする場面を捉える力を

養うことに繋がると考えられる．

今回，公衆衛生看護学臨地実習に臨むための実習態

度の留意事項を教育するために倫理的葛藤場面の事例

を用いて，ケースメソッドによる教育を実践したが，

実習以外の公衆衛生看護教育においても，既に教育的

手法としてケースメソッドが用いられている事例があ

り，有効性も報告されている（渡邉ら，2017）．倫理的

葛藤場面を用いて実施した本教育におけるケースメ

ソッドは，倫理観の醸成や課題解決能力の獲得が期待

できる有用なアクティブラーニング手法であり，実習

に向けた教育のみならず，様々な教育場面において活

用可能な手法である．

2．ケースメソッドを通したグループの学び合う関係

性の醸成

教育目的の到達度の評価項目である「討論を通して

グループの学び合う関係性を深めることができた」の

平均値が 4.86±0.36であったことから，本教育のねらい

どおり，実習に臨む前にグループの学び合う関係性を

強化することができたと考える．本教育におけるケー

スメソッドで使用した事例は，実習で起こりうる可能

性のある場面を検討して開発したことから，学生が場

面を捉えやすく，活発なグループディスカッションが

生まれ，学び合う関係性の構築に繋がったものと考え

る．ケースメソッドを用いた研修や教育プログラムは，

医療現場におけるシームレスなケアの実践力を向上さ

せ（小木曽ら，2020），多職種ネットワークの推進にも

効果的である（次橋，2015）ことが報告されている．

臨床における多職種連携等においても効果的であるこ

とが示されていることから，臨地実習に臨む看護学生

のグループメンバー間の関係性やレディネスの強化に

おいても有効であると考えられる．

今回の教育では，事例の事前配信により個人の検討

時間を設けた上でグループワークを設定するなど，思

考が活性化するように展開を工夫したことも，個々の

深い学びの機会となり，グループの活性化や関係性の

強化に効果的であったと考える．また，教育手法とし

てジグソー学習法を取り入れたことは，様々な他者と

の協調学習が効果的に促され，【物事を多角的に捉える

視野の拡大】に繋がったと考える．倫理的課題には正

解がないことから，自身の活動を常に客観的に見つめ，

他者との関わりの中で答えを見つけ出すことが必要（岡

野，2020）である．学生がより高い倫理観を得るため

にも，他者との協調学習が展開されるような，アクティ

ブラーニング手法を活用した効果的な教育をデザイン

することは有用である．
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V．おわりに

オリエンテーションにおける実習態度に関する教育

手法として倫理的葛藤場面を描いた事例を用いたケー

スメソッドによる教育は，学生の倫理的感受性の向上

や多角的な視点で考える力が養われるとともに，実習

に向けたグループの学び合う関係性が築かれるなど，

多様な側面で有効な教育手法であると示唆された．公

衆衛生看護活動を担う保健師は，9割近くが過去 3年

以内に平均 20件以上の倫理的課題に遭遇していると

いう報告がある（岡本ら，2020）．公衆衛生看護は，

様々な健康レベルと多様なライフステージにある対象

者に対して，多くの関係機関と連携しながら支援を行

うことから，多様な倫理的課題に遭遇することが多い．

今回の経験は，将来，地域で公衆衛生看護活動を行う

保健師を目指す学生にとって，様々な物事を倫理的に

捉えて対応を考える素養を身につけるための経験にも

なったと考える．

なお，今回の対象者は，公衆衛生看護学臨地実習に

臨む看護学部保健師コースの 4年生であり，専門的知

識や実習等による経験が蓄積されている最終学年の学

生である．そのため，学部生の中でも倫理的感受性の

高い集団であったと推測される．この実習態度に関す

る教育が低学年の学生においても有効であるかどうか

は，慎重に検討する必要がある．
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活動報告

大学院保健師基礎教育におけるケアシステムの構築と施策化の
能力獲得を目指した公衆衛生看護学実習の展開と学生の学び

Students’ Learning in Practical Training to Acquire the Abilities to Develop a

Health Care System and Programs in Graduate School Basic Education for

Public Health Nurses

小澤涼子 1)，若山好美 1)，高橋彩華 1)，吉田礼維子 1)

Ryoko Ozawa1), Yoshimi Wakayama1), Ayaka Takahashi1), Reiko Yoshida1)

抄 録

目的：大学院保健師基礎教育でケアシステムの構築と施策化する能力の獲得を目指した公衆衛生看護学実習の展開と

学生の学びを記述する．

方法と対象：修士課程 2年次生で実習単位を修得した 6名にフォーカス・グループ・インタビューを行い学生の学び

は質的記述的分析を行った．

活動内容：学生は，実習地のケアシステムの課題を検討し，収集した情報を分析した結果からシステム化と施策化の

必要性を判断し結果を共有する会議を行った．学生は，住民の生活と地域に立脚したケアシステム作りを意識し，個

を見る視点と地域社会を見る視点を行き来してケアシステムや施策のつながりを見ることを学び，戦略的な合意形成

の必要性を学んでいた．

考察：学生はケアシステムと施策化を検討する過程でこれまでの講義，演習，実習の学びを統合して学んでいた．実

習では実践現場と教育機関が共に実習を創り，双方が発展の機会となることを目指した協働が必要である．

キーワード：大学院，保健師基礎教育，ケアシステム，施策化，公衆衛生看護管理，実習
Keywords: graduate school, basic public health nurses’ education, health care system, develop program, public health nursing

management, practical training

受付日：2021年 9月 29日　受理日：2022年 2月 28日

I．はじめに

我が国では，少子高齢化の進展や国民の保健医療福

祉ニーズの多様化・複雑化，災害や新興感染症の拡大

など健康危機が頻発する中で，地域住民が住み慣れた

地域で自分らしく生活できるために，全世代型の地域

包括ケアシステムの構築・推進が急務となっている（日

本看護協会，2021）．看護基礎教育検討会報告書（厚生労

働省，2019）では，保健師基礎教育において，ケアシス

テムの構築や地域のニーズに即した社会資源の開発等

を推進するために施策化能力を強化することが提示さ

れた．これを受け，2022年度には保健師助産師看護師

学校養成所指定規則の一部改正により（文部科学省・

厚生労働省，2020），新たなカリキュラムが運用される．

地域包括ケアが推進される中，真山（2018）は，保

健師にはケアに関わる政策形成に積極的な役割を果た

すだけでなく，地域包括ケアシステムを確立させ持続

的に機能させることが求められると指摘している．看

1) 天使大学看護栄養学部（Department of Nursing, Tenshi College）
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護基礎教育検討会報告書（厚生労働省，2019）でも，

地域包括ケアシステム等の構築において保健師の役割

の重要性が増していることから，求められる実践能力

と卒業時の到達目標に「ケアシステムを構築する」こ

とが明記された．保健師には，暮らす人々と地域の健

康を守る公衆衛生看護の責務と使命を遂行するため，

ケアシステムの構築と施策化の能力は一層必要とされ，

保健師基礎教育でその能力を育成する重要性が高まっ

ている．

本学は，2016年度より保健師基礎教育を大学院修士

課程に移行し，地域の人々の健康と生活を守る高い実

践力を備え，分析力，研究力，政策提言力に優れた保

健師の育成を目指してきた．その一端として，2年次

には 1年次と同じ自治体を実習地として，ケアシステ

ムの構築と施策化の能力の獲得を目指した公衆衛生看

護管理実習 II（以下，管理実習 II）を行っている．管

理実習 IIは，関係機関や地域の人々と協働して課題を

解決するためのケアシステムと施策化を検討し，関係

者にプレゼンテーションするといった保健師教育にお

けるミニマム・リクワイアメンツ（全国保健師教育機

関協議会，2014）に提示されている 2年課程の目標の

到達を目指したものである．

本活動報告では，大学院修士課程の保健師基礎教育

において，ケアシステムの構築と施策化の能力の獲得

を目指した管理実習 IIの展開を学生の学びと合わせて

記述することを目的とした．地域の将来を見据え，社

会の変化に対応できる保健師が求められる中，本報告

は，複雑な健康課題を地域住民や他職種との協働によ

り解決するケアシステムを構築し，施策化する能力を

育成する実習を検討する上での基礎資料となると考え

る．

II．方 法

1．本学の実習の概要と管理実習 II の位置づけ

本学の実習は，1年次後期の家族看護継続実習，公

衆衛生看護展開実習（以下，展開実習），公衆衛生看護

管理実習 I（以下，管理実習 I），2年次前期の管理実習

IIから成る（表 1）．実習は，保健師に求められる実践

能力と卒業時の到達目標と到達度（厚生労働省，2019）

の実践能力の獲得につながるよう段階的に設定してい

る．ここでは，同じ自治体で実習を継続して行う展開

実習，管理実習 I，管理実習 IIについて説明する．

展開実習は，事前の実習地の地域アセスメントを基

に実習に臨み，公衆衛生看護活動の実践，体験を通し

て地域特性や地域の健康課題に応じた活動の実際を学

ぶ．家庭訪問や健康教育，健康診査，健康相談，地区

組織活動の他，産業体験等多様な活動を通して，健康

課題との関係を検討し保健師の専門性と役割，機能を

考察する．

管理実習 Iは，展開実習で明らかにした健康課題の

うち一つに焦点を当て，健康課題の原因と背景を明ら

かにするため新たに収集した情報を分析する．結果か

ら，健康な地域を創造するためのまちのビジョンを描

き，健康課題の解決に向けた地区活動計画を立案する．

管理実習 IIは，管理実習 Iで特定した健康課題に関

連する各種計画や法制度，施策等を分析し，ケアシス

テムの現状と課題を検討する．その上で新たなに必要

な情報を収集，分析し，住民や関係機関と連携，協働

したケアシステムと施策化を検討する．学生はケアシ

ステムの構築において必要な関係者と結果を共有する

会議を実施し，ケアシステムが機能するための合意形

成の過程と質を保障するマネジメントを学ぶ．教員は，

1年次から講義，演習，実習を通して，地域の社会資

源やケアシステムの現状と課題，各種計画や関係法規，

施策との関連を学生が考察できるよう各科目でも意図

して教授している．

2．学生の学びに関するデータ収集と分析方法

データ収集には，学生が互いの体験から学びを想起

し発言できるようフォーカス・グループ・インタビュー

（以下，FGI）を用いた．対象とする学生は，修士課程

2年次に在籍し実習単位を修得した 8名とした．

インタビューは全ての成績評価が終了し倫理審査の

承認を得た後の 2月に行った．管理実習 IIの終了から

6か月経過していたため，学生には事前に学びを想起

して語りやすいよう，FGIの前に管理実習 IIで取り組

んだ実習地の健康課題と社会資源やケアシステムのア

セスメント，関係者へのインタビューを通して構想し

たケアシステムと施策化の内容，関係者と課題を共有

した会議の一連の資料を改めて確認することを伝えた．

インタビューは，管理実習 IIの一連の実習の流れ（表

2）を辿り，何を感じどのようなことを学んでいたのか

インタビューガイドに基づき実施し，許可を得て ICレ

コーダーに録音した．

分析は学生の学びに着目して文脈を区切りコード化

した．類似性と相違性を検討しサブカテゴリを生成し

た後，抽象度を上げカテゴリを生成し学生の学びを抽

出した．

小澤・若山・高橋・吉田
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3．倫理的配慮

学生には研究の趣旨と依頼内容を口頭と文書で説明

した．研究への参加の任意性の保証，匿名性の保護と

成果の公表等を説明し，同意書への署名により同意を

得た．学生には，途中辞退や参加の撤回が可能であり，

その際成績への影響はなく一切の不利益が生じないこ

とを説明し保証した．本研究は天使大学研究倫理委員

会の承認を得た（No. 2020-32，承認日：2021年 2月 22

日）．

III．活動内容

1．管理実習 II の展開の実際

管理実習 IIの展開の実際を表 2に示す．2020年度は

新型コロナウイルス感染症（以下，COVID-19）の拡大

により，例年実施していた 6月中旬の実習は困難となっ

た．その後，時期を延期して 7月下旬から 8月上旬の

うち 5日間を調整し，オンラインと現地での実習を組

み合わせて行った．学生 8名は 4名ずつ 2つの自治体

に分かれて実習した．A町は人口約 5千人，B町は約

2万人であり，いずれも農業や漁業を産業の特色とし

た町であった．健康課題は，A町は働く若年層からの

表 1 大学院保健師基礎教育における本学の実習の概要

開講年次 実習科目 主に関連する実践能力※ 実習概要

1年後期 家族看護継続実習
（1単位）

I．地域の健康課題の明確化と計画・立案
する能力（個人／家族）
II．地域の健康増進能力を高める個人・家
族・集団・組織への継続支援と協働・組
織活動及び評価する能力（個人／家族）
V．専門的自立と継続的な質の向上能力

家族のセルフケア機能の向上を目指し，社会や地域と
の関係から家族を理解した家族看護を実践する能力を
習得する．新生児期から乳児期にかけて，第 1子のお
子さんを持つ養育期の家族を 1事例受け持ち，家族ア
セスメント，看護計画立案，家庭訪問の実践，評価を
4回の継続訪問で実施する．2回目の訪問後に，学内
で事例検討会を行う．

1年後期 公衆衛生看護展開
実習（2単位）

I．地域の健康課題の明確化と計画・立案
する能力（個人／家族・集団／地域）
II．地域の健康増進能力を高める個人・家
族・集団・組織への継続支援と協働・組
織活動及び評価する能力（個人／家族・
集団／地域）
III．地域の健康危機管理能力（個人／家
族・集団／地域）
V．専門的自立と継続的な質の向上能力

地域特性を踏まえて行政の責任において展開される公
衆衛生看護活動を学び，実践・評価できる能力を養
う．地域の健康課題解決へ向け，地域住民や，保健・
医療・福祉，教育などと連携・協働できる能力を養
う．事前に地域アセスメントから抽出した地域の健康
課題について実際の公衆衛生看護活動を通して明確化
する．家庭訪問は各 1事例，健康学習支援はグループ
で 1事例担当し実践する．健康診査，健康相談，地区
組織活動，健康危機管理等の公衆衛生看護活動に関す
る説明を受け，参加，可能な内容は実践する他，産業
体験等により暮らす人々と地域を理解する機会を持
つ．

1年後期 公衆衛生看護管理
実習 I（2単位）

I．地域の健康課題の明確化と計画・立案
する能力（集団／地域）
II．地域の健康増進能力を高める個人・家
族・集団・組織への継続支援と協働・組
織活動及び評価する能力（集団／地域）
IV．地域の健康水準を高める事業化・施
策化・社会資源開発・システム化する能力
V．専門的自立と継続的な質の向上能力

公衆衛生看護展開実習 Iで抽出した健康課題のうち 1
つに焦点を当て，健康課題の原因と背景を明らかにす
るために新たに必要となる情報を，多様な方法で収集
し再アセスメントを行う．取り組む健康課題を明確化
した上で，地域の将来像を見据え健康な地域を創造す
るためのビジョンを描き，地域のエンパワメントを意
図した地区活動計画を立案，評価する能力を養う．住
民や関係機関との連携・協働により，健康な地域づく
りを目指す公衆衛生看護管理の基礎的能力を習得す
る．

2年前期 公衆衛生看護管理
実習 II（1単位）

IV．地域の健康水準を高める事業化・施
策化・社会資源開発・システム化する能力
V．専門的自立と継続的な質の向上能力

公衆衛生看護管理実習 Iで特定した健康課題を解決し
健康なまちを創造するために，保健・医療・福祉・教
育など関係者と連携・協働し地域のケアシステムが有
効に機能するための合意形成の過程を学び，マネジメ
ントする能力を修得する．健康課題に関連する各種保
健医療福祉に関する計画を国，都道府県，実習地の施
策や関連法規との関係から検討する．既存の社会資
源，地域のケアシステムの現状と課題をアセスメント
し，住民や関係者へのインタビュー等を通して，目指
すケアシステムを構想し，施策化の必要性を検討す
る．検討結果を関係者と共有する会議を企画し，運
営，評価する．

※保健師に求められる実践能力と卒業時の到達目標と到達度（厚生労働省，2019）に提示されている実践能力の項目を指す

大学院保健師基礎教育におけるケアシステムの構築と施策化の能力獲得を目指した公衆衛生看護学実習の展開と学生の学び

（ 82 ）



生活習慣病発症と重症化による人工透析の増加，B町

は労働者や子育て世代の生活習慣病予防による糖尿病

発症と重症化予防に焦点を当てた．

実習 1日目，学生は事前に検討した健康課題に関連

する国，都道府県，実習地の各種計画や法制度，施策

との関連の他，ケアシステムを個人・家族レベル，地

域レベル，社会レベルで分析した結果を実習地の保健

師にオンラインでプレゼンテーションし意見交換した．

2日目と 3日目は，実習地に滞在する学生数を分散

し，ケアシステムの構築と施策化の検討に必要となる

関係者にインタビューを行った．インタビューは A

町，B町共に，実習地や保健所の保健師，国民健康保

険担当者，農業協同組合や漁業協同組合，商工会といっ

た職域関係者，医療従事者，社会教育関係者等に行っ

た．その上で目指すケアシステムと施策化の必要性を

検討した．A町は住民間の互助を活かし，保健と医療，

職域，社会教育等のネットワークを強化し，働く世代

の生活習慣病予防を目指したケアシステムを構想した．

合わせて医療機関と一体となった生活習慣病予防の強

化，職域と健康経営を踏まえた生活習慣病予防，女性

団体の交流に合わせた生活習慣病予防を施策として検

討した．B町は医療機関や職域団体，生涯教育活動と

連携を強化し，地域包括支援センターと一体となり働

く世代や家族の健康づくりを推進するケアシステムを

構想した．合わせて職域と連携した健診と保健指導の

推進，事業所単位で健診後の受診や通院が可能となる

職場環境の推進，医療機関と連携した受診者の把握と

生活習慣病予防の体制の構築を施策として検討した．

4日目は検討したケアシステムと施策化について実

習地の保健師に提示しオンラインで意見交換した．5

日目の会議の企画案もプレゼンテーションし運営を検

討した．

5日目は，検討したケアシステムと施策化について

共有し意見交換する会議を実習地で行った．A町は実

習地の保健部門と保健所の保健師，管理栄養士，歯科

衛生士，国民健康保険担当者，保健福祉部門の係長職

が出席し，B町は実習地の保健部門と地域包括支援セ

ンター並びに保健所の保健師，保健部門の管理職が出

席した．

2．FGI に参加した学生の概要

FGIに参加した学生は 6名であった．A町で実習を

行った学生が 3名，B町で実習を行った学生が 3名で

あった．

3．管理実習 II における学生の学び

ケアシステムの構築と施策化の能力獲得を目指した

管理実習 IIの学生の学びには，1）ケアシステムを構

想し施策化を検討する過程の学び，2）ケアシステムの

構築に向け合意形成を図るための学び，3）公衆衛生看

護を実践する保健師の責務に関する学びがあった（表

3）．以下学生の学びを【　】はカテゴリ，《　》はサブ

カテゴリで表し，学生の語りを「　」で用いて説明す
る．一部意味内容を変えないように（　）で補足した．

表 2 公衆衛生看護管理実習 II の実際

実習の流れ 実習内容 2020年度実習方法

実習前

演習科
目内で
の事前
学習

健康課題の解決に関連する国，都道府県，実習自治体の各種計画や施策，
関係法規との関連を検討する．合わせて，健康課題の解決に向けて社会資
源とケアシステムの現状と課題をアセスメントする．
目指すケアシステムを構想し施策化の必要性を判断するために新たに必要
となる情報を収集するための実習計画を立案する．

オンライン・学内

実習

帰校日を挟み
5日間

1日目
実習地への事前学習報告会
実習計画の確認と調整
関係者へのインタビューと資料からの情報収集，分析

オンライン・学内

2日目
関係者へのインタビューと資料からの情報収集，分析
社会資源，ケアシステムのアセスメント
目指すケアシステムの構想と施策化の判断

実習地で実習をする学生
と，学内で実習をする学生
に分け，人数を分散し実習
地の滞在時間を最小限にし
て実施3日目

関係者へのインタビューと資料からの情報収集，分析
社会資源，ケアシステムのアセスメント
目指すケアシステムの構想と施策化の判断
会議の企画案と提示資料案の作成

4日目 実習地への会議企画案のプレゼンテーションと運営の打合せ
会議に提示する資料作成と展開の準備 オンライン・学内

5日目 関係者等と会議の実施，評価
最終カンファレンス 実習地

小澤・若山・高橋・吉田
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表 3 大学院保健師基礎教育におけるケアシステムの構築と施策化の能力獲得を目指した公衆衛生看護学実習の学び

カテゴリ サブカテゴリ 主なデータ

住民の生活と地域に立脚したケ
アシステム作りを意識する

個を見て集団を見てきたことで
生活を大事にしたケアシステム
を意識する

家庭訪問に行ったり，健康教育して実際に住民さんと会って，生活してる人の声を聞く重要性を知って
システムを見れたから，そこにいる人たちの生活がどういう生活をしているかを大事にした上で（シス
テムを）見ることを意識できた（学生 A）
実習で糖尿病を持って治療と仕事をする人たちの生活を町でどう支えるか考える時に，これまで聞いた
人の話や事前に調べたことを基にして，関係機関がどんな働きをしてたら町としていいシステムができ
るかイメージできる部分があった（学生 C）

地域やケアシステムをアセスメ
ントしてきた基盤を活かして全
貌を見る

1年から町のアセスメントをして，住民だけでなく環境とか機関とか法律とかそういうアセスメントを
2年間でまず基本として教えてもらって学習して，それをわかってないと全然全体像が見えない．わかっ
てるからどこと関係したほうがいいのかが（見える）．実習地で実際の事例でやったことでより具体的に
学びになった（学生 B）
現地講義でアセスメントの練習をして，実習で住民グループに関わったり話を聞いてアセスメントした
し，グループの発展過程，ケアシステムの発展も教科書で学んだことを実習とつなげて見れた（学生 C）

量的データと質的データを根拠
に問題の本質に迫る

量的データだけでなく住民の声
を裏付けながら探究する

家庭訪問で，農業だからどこにも出掛けらなくて家で飲むことが楽しみだったりとか住民さんの声が聞
けて．量的なデータも飲酒量が多い，ただ単純に飲酒が多いで終わるんじゃなくて理由があって飲酒量
が多くなることが分かって（学生 A）
1年の実習のことみんな思い出して「こういう風に住民さん言ってたよね」ということから，やっぱり
この町ではそういうことが課題なんだとつながった．だから住民さんの声を聞くのはすごい大事（学生
F）

データを読むだけでなく問題の
根幹を考え続けてアセスメント
する

アセスメントの時，グラフをただ読み取ることではなく，根本的に何が起きてるのかを考える機会が，
アセスメントする上で自分の考える思考の及ぶ範囲を広めてくれた（学生 E）
見えている問題の根幹は何か考えることが大事だってすごく言われてきた部分が，今回の基になるアセ
スメントにつながった（学生 D）

個を見る視点と地域社会を見る
視点を行き来してケアシステム
や施策のつながりを見る

ケアシステムや施策を具現化す
るためにミクロとマクロの視点
を行き来する

インタビューで，この人話に聞いていたよりすごいやる気だったなとか，意外と保健師も知らない教室
を独自で集まってやってるとか知って，町として取り組むとしたらどの計画に位置付けたらいいか，上
位計画につながっているとか，視点を切り替えられるようになって，ミクロとマクロじゃないけど広く
見れる視点を手に入れたことで両方を行き来できるようになった（学生 A）

各種計画や施策のつながりを体
系的に見る

1年の実習は一つの事業の法律や計画の根拠を考えたけど．2年は町の計画を一から見直して，保健事業
を全て調べてつながりが見えたら，自分たちが考えていた部分だけじゃなくていろいろやってたんだっ
て広がった．1年より町全体でやってるつながりが見えた（学生 F）
広域な管内と，都道府県や国で（対策に）力を入れているけど，町は（対策に）力を入れたいけどまだ
できないんだなって，実習地の課題がもっと広い視点をもってつながっていった（学生 B）

連携の実態からケアシステムを
構築する可能性を見出す

生活習慣病対策で部署のつながりはなくても，別の対策で情報共有が行われていて，全然つながってい
ないところで実はつながってたみたいな．インタビューしてみたら，縦のつながりだけじゃなく横にも
つながってたんだって見えてきた（学生 C）
保健師も医療機関も職域も，それぞれが健康に向かって取り組んでいることがインタビューでわかって．
いろいろな住民とつながりをもって普段の活動や健康の関心を聞く機会が大事で，つながりを持ってみ
んなで保健事業を行ったり，健康レベルを上げられる（学生 F）

成果を統合しケアシステムを見
渡せる資料を作る

ケアシステムとして見るためには，全部がどうつながってるか見なきゃいけない．そう思ったときに，
どう関連付いてるんだろうというのを全体として見るために，それぞれが（仲間で）やった作業を統合
させるのがオンラインで難しかった．でも最終的にできたもの（資料）は深く全体を見渡せるものになっ
た（学生 A）

段階を踏んで戦略的に合意形成
を進める

同じ目標に向け進めるために保
健師間の合意形成を図る必要
性に気づく

会議を開催するまでに誰を呼ぶか考えた時に，せっかくインタビューをしたから産業分野の人を呼びた
かったけど，まず保健師間でも情報を擦り合せることができていないところもあるから，合意形成の場
としてまず保健分野で情報共有する大事さを学んだ（学生 D）
新たにつながりを持たなきゃいけない人（関係者）が（会議に）参加した時，保健師の合意形成が取れ
ていない中進めることは余計難しくなるから，急がず焦らず保健師の合意形成からスタートしないとい
けないと感じた（学生 B）

段階を踏んで関係者との合意形
成を戦略的に進める

インタビューで情報収集する中で（関係機関が）それぞれ違う思惑で動いていることが分かったので，
同じ方向に向かうために現状と課題とビジョンのすり合わせを行っていかないといけない．歯車がちゃ
んと動かない（学生 C）
職域の方はその方々の目標があって，それぞれの関係者の目標をインタビューで知ることができたから，
次誰と話し合うか段階を踏んで合意形成を図っていく，時間をかけて取り組んでいく（学生 E）

組織が一丸となって取り組むた
めに目標をすり合わせる

個人が理解してただ取り組むんじゃなくて，組織で一丸となって取り組むこと，取り組むことで進めや
すくなることもあるから，それぞれの目標のすり合わせが大事だと思った（学生 A）
会議の参加者が課の方々だったので，まず今の状況やどこが連携できていないか共有して，課としてど
う関係性を築いていけるのか，どう改善できるのか共有が必要だと思った（学生 F）

関係者と協働するために話し合
える会議を運営する

会議が一方的になり目的を明確
にする必要性に気づく

会議の出席者が豊かな話し合いができればいいと思っていたけど（学生が）インタビューで聞いてきた
ことを共有したい部分も大きかったので，できればいろんな人から話もしてほしいし自分たちの伝えた
いこともある．発表する一方になりバランスが難しかった（中略）話し合いの展開の準備が必要だった
（学生 E）
会議で何をしたいのか，私たちの目標は設定してたけど，何がしたいか曖昧なまま企画案を作ってしまっ
た．（中略）もっと焦点を絞った方がよかった（学生 B）

参加者同士が認識を共有でき
る会議の必要性に気づく

会議の目標を「地域ケアシステムの現状と課題の共通認識を持つこと」と挙げたけど，目標達成するた
めには保健師さんが現状と課題をどう認識しているのか聞き出すのが一つだった．保健師の認識を聞く
質問が会議案に含まれていなかった（学生 B）
私たちがアセスメントして，ケアシステムとしてこうあったらいいというのを提案して，それを皆さん
共有して意見交換する流れだったけど，他の関係者の要望や思いがいろいろあったと思うので共有でき
る機会が必要だったと思う（学生 A）

公衆衛生看護活動の連動を意識
して日頃の活動を積み重ねる

実態を把握し公衆衛生看護管
理との連動を意識して活動する

住民さんにインタビューさせてもらったら，健診結果の読み取りが分からない，運動する時間がない実
態があることがわかった．そういう事例を積み重ねていけば地区の実態がつかめるし，どんな事業が必
要か考えることにつながるので，事例管理と地区管理と事業管理をどう連動するか意識しながらアウト
リーチを大切にする（学生 C）

日頃の機会を活かしてケアシス
テムを構築する関係性を築く

保健師が医療機関に赴いて「連携したいんです」って伝えてたけど，顔の見える関係を日頃ある機会を
活かしてどう作るかが大事で，会議に来てもらうためにも大切だと思った（学生 D）
家庭訪問や健診の限られた中でも，住民や関係機関の方が健康についてどう考えてるのか関係性を築い
て話し合っていくことがすごい大事だと思った（中略）今後のシステム作りというか，連携していけそ
うかとかつながっていく（学生 F）

自分の活動が住民の健康に寄与
する専門職としての責務を自覚
する

全てが住民の健康に寄与する責
任を自覚する

自分が行っている事業だったり，その全てが最終的には地域の人々の健康を守ることに全部つながって
いると感じて，それがすごいと感じると同時に責任も感じる（学生 A）
自分の活動が住民さんの健康に寄与するというところで保健師としてどういう活動をしてくか，活動に
は専門職としての責任があることを学んだ（学生 B）

住民の健康を守るための方法を
探しきっかけを活かす

実習でインタビューする中で，今までできない，わからない，無理だと思っていたことが，実際（関係
者や住民と）話してみると案外そうでもなくつながっているのを見ていたら，諦めずにやってみる，や
れる方法探してみるのが大事だと思った（学生 E）
保健師が得た情報から連携や事業につなげていく様子を見ると，どんなことにもきっかけがあってそれ
を見逃さずにキャッチして活かすことが大事だと思った（学生 A）

大学院保健師基礎教育におけるケアシステムの構築と施策化の能力獲得を目指した公衆衛生看護学実習の展開と学生の学び
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1）ケアシステムを構想し施策化を検討する過程の学び

ケアシステムを構想し施策化を検討する過程で学生

は，【住民の生活と地域に立脚したケアシステム作りを

意識する】【量的データと質的データを根拠に問題の本

質に迫る】【個を見る視点と地域社会を見る視点を行き

来してケアシステムや施策のつながりを見る】ことを

学んでいた．

学生は，1年次の実習で実践した家庭訪問や健康教

育等から理解した住民の生活を振り返り「実際に住民
と会って生活している人の声を聞く重要性を知ってシ
ステムを見れたから（中略）どういう生活をしている
かを大事にした上で（システムを）見ることを意識で
きた（学生 A）」と《個を見て集団を見てきたことで生
活を大事にしたケアシステムを意識する》ことを学ん

でいた．また，「住民だけでなく環境とか（関係）機関
とか法律とか，そういうアセスメントを 2年間で（学
習し）（中略）それをわかってないと全然全体像が見え
ない．（中略）実習地で実際の事例でやったことでより
具体的に学びになった（学生 B）」と《地域やケアシス
テムをアセスメントしてきた基盤を活かして全貌を見

る》ことを実践し【住民の生活と地域に立脚したケア

システム作りを意識する】ことを学んでいた．

管理実習 IIでのインタビューや 1年次の実習で把握

した質的データを想起してケアシステムを検討する中

で，学生は「みんな（1年次の実習を）思い出して『こ
ういう風に住民さん言ってたよね』ということから，
やっぱりこの町ではこういうことが課題なんだとつな
がった（学生 F）」と《量的データだけでなく住民の声
を裏付けながら探究する》ことを学んでいた．また学

生は「グラフをただ読み取ることではなく，根本的に
何が起きているのか考える機会が，アセスメントする
上で自分の考える思考の及ぶ範囲を広めてくれた（学
生 E）」と発言し《データを読むだけでなく問題の根幹
を考え続けてアセスメントする》ことを実践し，【量的

データと質的データを根拠に問題の本質に迫る】こと

を学んでいた．

ケアシステムを検討するにあたり，学生は必要な関

係者にインタビューをする中で「（関係者が）話に聞い
ていたよりすごいやる気だったなとか，意外と保健師
も知らない教室を独自で集まってやってる（学生 A）」
と実態に気づき，「町として取り組むとしたら，どの計
画に位置付けたらいいか，上位計画につながっている
とか（中略）ミクロとマクロじゃないけど広く見れる
視点を手に入れたことで両方を行き来できるように

なった（学生 A）」と《ケアシステムや施策を具現化す
るためにミクロとマクロの視点を行き来する》ことを

体得していた．そして「町の計画を一から見直して，
保健事業を全て調べてつながりが見えたら自分たちが
考えていた部分だけじゃなくていろいろやってたんだっ
て広がった（学生 F）」と《各種計画や施策のつながり
を体系的に見る》ことを実践し学んでいた．行政の他

部署にインタビューする中では「全然つながってない
ところで実は（部署同士が）つながってたみたいな（中
略）縦のつながりだけじゃなく横にもつながってた（学
生 C）」と既に他の施策で接点があることを発見し《連
携の実態からケアシステムを構築する可能性を見出す》

ことを学んでいた．また学生は分析したケアシステム

の現状と課題，構想を「ケアシステムとして見るため
には，全部がどうつながっているか見せなきゃいけな
い（学生 A）」と考え，オンライン上で分析結果を統合
する難しさを感じながらも《成果を統合しケアシステ

ムを見渡せる資料を作る》ことを実践し学んでいた．

学生は実習地と都道府県，国の各種計画や法制度，施

策との関連の他，ケアシステムの現状と課題を分析す

る中で【個を見る視点と地域社会を見る視点を行き来

してケアシステムや施策のつながりを見る】ことを学

んでいた．

2）ケアシステムの構築に向け合意形成を図るための

学び

ケアシステムの構築に向けて関係者と合意形成を図

るために会議を企画，運営する中で学生は，【段階を踏

んで戦略的に合意形成を進める】【関係者と協働するた

めに話し合える会議を運営する】ことを学んでいた．

学生は，当初インタビューをしたあらゆる関係者と

の会議を想定していた．しかし「保健師間でも情報を
すり合わせることができてない（学生 D）」可能性に気
づき，「新たにつながりを持たなきゃいけない人が参加
した時，保健師の合意形成が取れていない中進めるこ
とは余計難しくなる（学生 B）」と考え《同じ目標に向
け進めるために保健師間の合意形成を図る必要性に気

づく》ことを学びとして得ていた．また「（関係者が）
それぞれ違う思惑で動いていることが分かったので，
同じ方向に向かうために現状と課題とビジョンのすり
合わせを行っていかないと（学生 C）」と《段階を踏ん
で関係者との合意形成を戦略的に進める》必要性に気

づき《組織が一丸となって取り組むために目標をすり

合わせる》ことも含め【段階を踏んで戦略的に合意形

成を進める】意義を学んでいた．
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実際に会議を運営した学生は「（出席者が）豊かな話
し合いができればいいと思っていたけど（中略）いろ
んな人から話もしてほしいし，自分たちの伝えたいこ
ともある（学生 E）」と，学生からの説明が多い一方的
な会議になった経緯を振り返り「私たちの目標は設定
してたけど，何がしたいか曖昧なまま企画案を作って
しまった（学生 D）」と《会議が一方的になり目的を明
確にする必要性に気づく》ことを学びとして得ていた．

また「（会議の）目標達成するためには，保健師さんが
現状と課題をどう認識しているのか聞き出すのが一つ
だった（学生 B）」と《参加者同士が認識を共有できる
会議の必要性に気づく》ことを通して，学生は【関係

者と協働するために話し合える会議を運営する】意義

を実践を通して学んでいた．

3）公衆衛生看護を実践する保健師の責務に関する学び

学生は管理実習 IIを通して【公衆衛生看護活動の連

動を意識して日頃の活動を積み重ねる】【自分の活動が

住民の健康に寄与する専門職としての責務を自覚する】

といった公衆衛生看護を実践する保健師の責務を学ん

でいた．

住民へのインタビューを通して学生は「事例を積み
重ねていけば地区の実態がつかめるし，どんな事業が
必要か考えることにつながるので，事例管理と地区管
理と事業管理がどう連動するか意識しながらアウト
リーチを大切にする（学生 C）」と《実態を把握し公衆
衛生看護管理の連動を意識して活動する》意義を学ん

でいた．また「保健師が医療機関に赴いて『連携した
いんです』と伝えてたけど，顔の見える関係を日頃あ
る機会を活かしてどう作るかが大事（学生 D）」と《日
頃の機会を活かしてケアシステムを構築する関係性を

築く》必要性を保健師の姿から実感し【公衆衛生看護

活動の連動を意識して日頃の活動を積み重ねる】意義

を学んでいた．

学生は「最終的には地域の人々の健康を守ることに
全部つながってると感じ，それがすごいと感じると同
時に責任も感じる（学生 A）」と《全てが住民の健康に
寄与する責任を自覚する》経験をしていた．「今までで
きない，わからない，無理だって思っていたことが，
実際話してみると案外そうでもなくつながっているの
を見ていたら，諦めずにやってみる，やれる方法を探
してみる（学生 E）」と《住民の健康を守るための方法
を探しきっかけを活かす》ことを実習で培い【自分の

活動が住民の健康に寄与する専門職としての責務を自

覚する】学びを得ていた．

IV．考 察

1．ケアシステムの構築と施策化の能力獲得を目指し

た管理実習 II の展開と学生の学び

管理実習 IIの学生の学びは，実習地のケアシステム

と施策化を検討する過程でこれまでの講義，演習，実

習の学びを関連づけ統合することによって得られた学

びであった．【住民の生活と地域に立脚したケアシステ

ム作りを意識する】は，学生が 1年次に実習地の健康

課題を分析し，家庭訪問や健康教育等の実践を通して

住民の生活の理解を深めた経験を基に，住民のための

ケアシステムを構築する必要性に気づいて得た学びで

あった．【量的データと質的データを根拠に問題の本質

に迫る】ことも 1年次の実習で出会った住民の声を学

生同士で想起し，ケアシステムを検討する上で，質的

データから地域の実態を捉える意義を学んでいた．学

生は 2年間実習地に出向き人々の声や生活に触れて理

解を深めることを繰り返しこれまでの学びと関連づけ

る中で，住民や地域の実態をシステム化や施策化に活

かす意義を学んでいたと考える．

また，学生は健康課題の解決に関連する上位計画や

法制度，施策について，実習地と都道府県，国との関

連を繰り返し分析してきた．そして，ケアシステムを

個人・家族レベル，地域レベル，社会レベルで分析し

構想する中で【個を見る視点と地域社会を見る視点を

行き来してケアシステムや施策のつながりを見る】こ

とを学んでいた．学生はこの学びによって，実習地の

健康課題を都道府県，国といった上位レベルとの関連

に位置付けて解決を目指し，新たな連携やネットワー

クの可能性も発見してケアシステムを構想していた．

今回学生は，各種計画や法制度の関連，ケアシステ

ム内の連携やネットワークの現状と構想を，図表によ

り構造化し会議で説明した．地域ケアシステムの構築

に関する授業・演習では，可視化が困難なシステム内

外の要素間の相互作用やケアシステムの多次元性を学

生が理解できる配慮が必要とさている（全国保健師教

育機関協議会，2021）．学生は，ケアシステムの全体像

を可視化し説明する機会を通してその多次元性を学ん

でいたと考える．システム化と施策化を検討する実習

を保健師基礎教育で経験し，個人を見るミクロの視点

と地域社会を見るマクロの視点を行き来してシステム

や施策のつながりを捉える意義を学ぶことは，新任期

においても広い視野を備えて公衆衛生看護活動を実践

することにつながると考える．

大学院保健師基礎教育におけるケアシステムの構築と施策化の能力獲得を目指した公衆衛生看護学実習の展開と学生の学び
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今回，学生は検討したケアシステムの構想と施策化

の必要性を，関係者と共有する会議を企画，運営する

中で【段階を踏んで戦略的に合意形成を進める】こと

を学んでいた．学生は当初，インタビューを行ったあ

らゆる関係者と合意形成する場として会議を検討した．

しかし，まず何を目的に誰と合意形成をするか検討す

る必要性に気づき，今回は保健師を中心とした合意形

成を進めることが，その先のケアシステムの構築につ

ながると学んでいた．成木（2016）は，システム構築

に何が必要か共通認識されないまま構築を目指しても

効果的・効率的なケアの提供が実現しにくいことを指

摘し，目的やメンバー構成，組織の相互作用の状況，

発展段階等を整理する必要性を挙げている．今回学生

も，ケアシステムの構築を実現するために，誰と共通

認識を図るか，検討したケアシステムの現状と課題を

見直したことで，段階的な合意形成の必要性を学んで

いた．会議を開催することが目的ではなく，住民のた

めのケアシステムの構築を志向し合意形成を進めるた

めにも，ケアシステムの現状と課題に立ち返り検討す

ることが必要である．

また学生は会議の運営を通して【関係者と協働する

ために話し合える会議を運営する】ことを学んでいた．

髙橋ら（2020）は，地域ケア会議における保健師のファ

シリテーションの特徴の一つに，地域独自の会議を作

り出すことをあげ，自分たちなりの話し合いを模索し，

議論の準備を整え，雰囲気や時間を管理し，ルールを

設定して参加者が不安なく議論できるよう進行するこ

とを提示している．保健師が担うファシリテーション

の機能を意図した会議の実践を学ぶ実習の展開が今後

の課題である．

システム化，施策化の能力獲得を目指した管理実習

IIで学生は，公衆衛生看護を実践する保健師の責務を

一層自覚していた．その自覚は，システム化と施策化

を検討する過程で，1年次からの講義，演習，実習で

の学びを関連付け統合したことで，実習地に暮らす人々

と地域の健康を守り働きかける公衆衛生看護の全貌を

捉え，実感を持って芽生えたものと考えられる．今回

の FGIは全ての成績評価が終了した時期に実施した．

学生が管理実習 IIの学びを想起して語ることができる

ように FGIを展開する中では，2年間の学習を終えて

より実感を持って学びが語られたことも考えられる．

しかし，学生が管理実習 IIを通して学んだと語った，

関係者や住民の声を聞き健康課題の解決に向けて諦め

ずに可能性を探ることは，今後倫理的な課題に直面し

ながら公平性，公正性を基盤に活動する上でも立ち戻

る学びになるであろう．COVID-19の拡大に伴う制約の

中でも，学生同士で方針を議論してインタビューに臨

み，検討を続けた実習の一連の過程が，実習地をわが

町として仲間と共に住民の健康を守る保健師の責務を

育んだものであったと考える．

2．実習地との協働で構築する実習展開

2年間同じ自治体で展開する実習は，実習地の保健

師が所属内や関係者，住民の方々に理解を頂く説明と

調整に尽力された賜物によって実現している．特に管

理実習 IIは，住民の他，健康課題に関わる関係者との

インタビュー等を通してケアシステムの現状と課題を

明らかにする．実習の意図を理解して指導を担い，調

整頂けるからこそ，学生が自ら課題を探究し検討でき

る．そこには，実習の機会を通して健康課題を解決す

るためのケアシステムと施策を描き，住民の健康を守

り健康なまちづくりを目指す，すなわち実習地の課題

から実践現場と教育機関が共に実習を創り，双方が発

展の機会となる協働が不可欠と考える．坪内ら（2011）

は，学生実習を通した協働関係においても，保健師と

教育機関がそれぞれの立場で助力の意思を持つことの

重要性を述べている．実習が実践を見直す機会として

も位置くことができるよう，実践現場の実情の理解に

立った関係性を構築し，日頃から研究的な取り組みに

よって実践の改善に貢献する教員の力量形成も必要と

考える．
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活動報告

第 1波新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行下に実施した
公衆衛生看護学実習の効果と課題

Students’ Learning in Public Health Nursing Practice Conducted

in the First Wave of the COVID-19 Pandemic

植原千明 1)，藤村保志花 2)，辻よしみ 1)，佐々木純子 1)，髙嶋伸子 1)

Chiaki Uehara1), Hoshika Fujimura2), Yoshimi Tsuji1), Junko Sasaki1), Nobuko Takashima1)

抄 録

目的：第 1波 COVID-19流行下の保健所保健師の活動における学生の学びを明らかにし，第 1波 COVID-19流行下に実

施した公衆衛生看護学実習の効果と今後の課題を検討する．

方法：2020年度保健師教育課程選択制履修者 4年次生 13名の実習記録とレポートを質的記述的に分析した．

結果：感染症保健活動の学びとして，4カテゴリー【コロナに脅える住民の沈静化】【患者に迅速かつ普段通りの対人

支援姿勢】【迅速，確実な感染拡大防止】【個から地域を見据えた対応】が抽出された．健康危機管理活動の学びとし

て，4カテゴリー【医療資源の確保】【情報の一元化による共有と予測】【感染拡大を防止するための適切な人員配置】

【通常の保健活動を堅持】が抽出された．

考察：学生は第 1波 COVID-19流行下に身を置き，健康危機を感じながらリアルタイムに現実的で具体的な保健師活動を

学んでいた．その時にしか学ぶことができない保健師活動を学生に体験させる実習方法を今後も検討する必要がある．

キーワード：公衆衛生看護学，実習，COVID-19，感染症保健活動，健康危機管理
Keywords: public health nursing, practical training, COVID-19, infectious disease health activities, health crisis management

受付日：2021年 9月 30日　受理日：2022年 3月 3日

I．はじめに

新型コロナウイルス感染症（以下，COVID-19）は，

世界各国で流行し，2020年 3月 11日には世界保健機

関（WHO）によりパンデミックが宣言された（WHO,

2020）．日本では，2020年 4月 7日に政府が緊急事態宣

言を首都圏，関西圏等に，同月 16日には全国に緊急事

態宣言を発出した（内閣官房新型コロナウイルス等感

染症対策推進室，2020）．

COVID-19感染拡大の影響は教育にも及び，全国で看

護学生の臨地実習ができない状況が発生した．日本看

護系大学協議会の調査（2020）では，2020年 4月から

7月の間に，9割以上の大学で 4年生の臨地実習が予定

されていたが，予定通りに実施できたのはわずか 1.9%

であり，74.1%が学内での学習に変更していた．その

ため，現場での実践体験が少ないまま就職すること等

が懸念された（日本看護系大学協議会，2020）．

本学においても，2020年は COVID-19に学生も教員

も今までにない経験を強いられた．講義・演習は，オ

ンラインでの実施となり，学生と教員が対面での授業

1) 香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科（Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Kagawa Prefectural University of

Health Sciences）
2) 香川県立保健医療大学大学院保健医療学研究科看護学専攻（The Graduate School of Kagawa Prefectural University of Health Sciences

Master’s Course in Nursing）
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が実施できない日々が続き，保健師の実践力の獲得が

危ぶまれた．このような中，臨地実習の実施も困難か

と思われたが，実習施設である保健所や市町の理解を

得て，公衆衛生看護学実習（以下，実習）を実施する

ことができた．実習施設である保健所や市町は，感染

症業務や通常の保健師活動で多忙であったにもかかわ

らず，「コロナ禍だからこそ，保健師活動を学生に見て

ほしい」と実習が受け入れられた．学生は，新たな感

染症の脅威の中で，保健師がどのような動きや対応を

行っているかを現場で見聞きできる貴重な学習の機会

を得ることができた．

そこで，本研究では，第 1波 COVID-19流行下の保

健所保健師の活動における学生の学びを明らかにする．

それにより，第 1波 COVID-19流行下に実施した実習

の効果と今後の課題を検討する．

II．方 法

1．本学の実習概要と香川県のCOVID-19 発生状況

1）本学の実習概要

本学の保健師教育課程区分は大学（選択制）である．

3年次後期から公衆衛生看護学に関する科目の履修が

開始され，実習は 4年次前期に 180時間 4単位の必修

科目となっている．実習目的である「地域特性を踏ま

え，地域で生活する個人・家族・集団・地域を対象に

保健医療福祉の一員として住民と協働して行う公衆衛

生看護活動の展開に必要な基本的能力を養う．」を達成

するために目標を設定している（表 1）．実習期間は 4

週間であり，現地オリエンテーションと地区踏査で 1

週間，保健所で 1週間，市町で 2週間の実習を例年実

施している．保健所での実習内容は，主に結核，精神

障害者，難病患者等に対する家庭訪問と事例検討の実

施，各種連絡会への参加等である．健康危機管理では，

学生が健康危機（災害・感染症等）発生時の地域の状

況や保健師の実際の活動および健康危機に備えた予防

活動の実際が理解できるように，統括保健師から公衆

衛生看護管理の実際を聞くとともに，災害派遣にて健

康危機対応を体験した保健師から説明を聞く内容と

なっている（表 2）．

2020年度は，保健師教育課程選択制を履修する学生

21名が実習地別の 10グループに分かれて，5月 18日

～6月 12日の 4週間で保健所と市町の実習を実施する

予定であった．しかし，4月 16日に緊急事態宣言が発

出され延期となった．その後，5月 25日に緊急事態宣

言が解除され，実習指導者と協議した結果，4年次 6

月に保健所での実習，4年次 9月に市町での実習を実

施することとなった．そして，6月 1日～6月 12日の

2週間で 1週間程度を県・中核市保健所の 5施設で臨

地実習を行い，残りの 1週間は，学内で地域診断や健

康教育の準備等を行った．学生には，実習終了後に，

実習体験に基づく学びの内容を記述した課題レポート

「新型コロナウイルス感染症の健康危機管理方法と保

健師の役割」を提出させた．

2）実習期間を含む 2020 年 3月～7月の香川県におけ

るCOVID-19 発生状況

本学がある香川県における実習期間を含む 2020年 3

月～7月の COVID-19発生状況は，2020年 3月は 2件，

4月は 26件であった．4月は，県下の保育園でクラス

ターが発生し，濃厚接触者が 180件近くに及んだ．そ

の後，5月～6月までは 0件を推移し，感染拡大の波を

抑えている状況であった（香川県，2021；高松市，

2021）．実習は，このような状況の中で実施した．

2．対象者

2020年度保健師教育課程選択制履修者である 4年次

生 21名のうち，研究の同意が得られ，分析対象資料と

なる実習記録と課題レポートの両方を研究者に提出し

た 13名とした．

表 1 公衆衛生看護学実習の目的と目標

【実習目的】
　地域特性を踏まえ，地域で生活する個人・家族・集団・地域を対象に保健医療福祉の一員として住民と協働して行う公衆衛生看
護活動の展開に必要な基本的能力を養う．
【実習目標】

1．地域特性を踏まえ，地域の実態に応じた公衆衛生看護活動の展開を説明できる．
2．地域で生活する個人・家族・集団を対象とした公衆衛生看護活動を実践できる．
3．地域の健康課題解決に必要な社会資源を検討できる．
4．保健所および保健センター，地域包括支援センターの機能を知り，保健医療福祉のヘルスケアシステムの中で保健師が果たす
総合的調整機能を説明できる．
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3．調査期間

2021年 2月 15日～2021年 3月 31日

4．分析方法

対象者 13名の「実習記録と課題レポート」を基に次

の分析を行った．

1）実習記録から学生の具体的な実習経験の内容を整

理し，まとめた．実習時間は，6月 1日～6月 12日に

実施した対象者 13名全員の実習合計時間と，学生一人

当たりの実習合計時間を，実習記録である実習計画表・

報告書から算出した．また，これらの時間の中から，

保健所での実習時間と割合，学生一人当たりの実習合

計時間も同様に算出した．さらに，保健所における保

健師活動と，その中で COVID-19に関する保健師活動

別の実習時間と割合を算出した．保健師活動は，厚生

労働省の保健師活動領域調査の業務内容を参考に区分

した（厚生労働省，2019）．

2）課題レポート「新型コロナウイルス感染症の健康

危機管理方法と保健師の役割」を質的記述的な手法を

用いて分析した．第 1に，課題レポートの内容から「第

1波 COVID-19流行下の保健所保健師の活動における学

生の学び」の文脈を抽出してコード化した．第 2に，

コードの意味内容の類似性，相違性に着目して比較検

討し，類似した意味内容を持つコードを集めて，サブ

カテゴリー，カテゴリーと抽象度を高めて整理した．

分析過程では，COVID-19流行下での保健所保健師の活

動経験や質的研究の経験がある複数の共同研究者間で

繰り返し意味内容を確認し，類似性と相違性に注意し

ながら比較検討してサブカテゴリー，カテゴリーを見

直した．また，分析の全過程において，質的研究に詳

しい研究者のスーパーバイズを受けて厳密性の確保に

努めた．

5．倫理的配慮

対象者には，研究の目的・内容を書面および口頭で

説明した．本研究の分析対象は，学生の成績評定に用

いる実習記録の一部であることから，対象者への研究

に関する説明や協力依頼は，実習終了後の成績評定が

終了した後に行った．対象者には，研究への参加は自

由意思であること，参加の有無は成績には影響を及ぼ

さないこと，途中で辞退できること，辞退しても不利

益は生じないこと，データの匿名性を厳守すること，

研究成果の公表等について説明し，研究への参加は書

面にて同意を得た．本研究は，香川県立保健医療大学

表 2 保健所での公衆衛生看護学実習の内容

従来の実習内容

通常業務に関する内容

感染症・精神・難病・母子保健活動についてのオリエンテーション
結核，精神障害者，難病患者等に対する家庭訪問と事例検討の実施
感染症診査協議会の見学
DOTSカンファレンスの参加
難病対策検討会の見学
精神障害者ピアサポーター連絡会の参加
健康教育（結核や食中毒等）の準備，実施

健康危機管理に関する内容

健康危機（災害・感染症等）の保健活動についてのオリエンテーション
災害時健康危機管理についてのオリエンテーション
豪雨災害派遣保健師の活動報告
避難所運営ゲームの体験
防護服着脱の体験
アイソレーターでの搬送訓練の体験

第 1波 COVID-19流行下に実施した実習内容

第 1波 COVID-19に関する内容

健康危機（第 1波 COVID-19）発生時の保健活動についてのオリエンテーション
電話相談対応の見学
検査・受診調整の見学
疫学調査の見学
濃厚接触者の特定，検査，自宅待機中の健康観察の見学
患者の入院治療後の健康観察・電話相談の見学
PCR検査の見学
ドライブスルー PCR検査のデモンストレーションの実施
患者の搬送訓練の体験
クラスター対策・対応についての見学
健康危機管理連絡会やカンファレンスの見学

植原・藤村・辻・佐々木・髙嶋
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倫理審査委員会の承認を得て実施した（2020年 12月

21日承認番号 333）．

III．結 果

1．第 1 波 COVID-19 流行下の実習経験の内容，保健

師活動別の実習時間・割合

6月 1日～6月 12日に実施した対象者 13名全員の

実習合計時間は，1,040時間（一人当たり 80時間）で

あった．そのうち，保健所での実習時間は，515時間

（49.5%）（一人当たり 39.6時間）であった．保健所で

最も多かった保健師活動別の実習時間は，地区管理が

134時間（26.0%），次いで，オリエンテーションが 88

時間（17.1%），健康教育が 80時間（15.5%），関係連

絡が 42時間（8.2%）であった（図 1）．学生は，従来

の実習内容である通常業務と健康危機管理に関する内

容に加え，COVID-19に関する内容を経験していた（表

2）．一方で，COVID-19の感染拡大防止のため，家庭訪

問は中止，または，見学のみの体験となっていた．

COVID-19に関する保健師活動別の実習時間は，98時

間（19.0%）であった．98時間の内訳は，地区管理が

70時間（71.4%）と最も多く，次いで，関係連絡が 27

時間（27.6%），会議が 1時間（1.0%）であった．具体

的な内容は，電話相談，疫学調査，PCR検査等の見学

や関係連絡会に参加してクラスター対応の検討を見学

していた．事業見学の参加前後には，統括保健師や事

業を担当した保健師から説明を受けていた．

2．第 1 波 COVID-19 流行下の保健所保健師の活動に

おける学生の学び

意味内容に従い分析した結果，53のコード，22のサ

ブカテゴリー，8つのカテゴリーが抽出された．8つの

カテゴリーは，感染症保健活動，健康危機管理活動の 2

つにまとめられた（表 3，4）．以下，学びの内容につ

いて述べる．なお，カテゴリーを【　】，サブカテゴ

リーを〈　〉で示す．

1）感染症保健活動（表 3）

35コードから，13のサブカテゴリーと 4つのカテゴ

リーが抽出された．

①【コロナに脅える住民の沈静化】

学生は，電話相談の見学から COVID-19感染拡大に

伴い住民の不安も拡大していく生々しさを体感し，保

健師が〈一般住民個々の不安に丁寧に対応〉し，〈風評

オリエンテーション
88時間（17.1％）

健康教育 80時間
（15.5％）

関係連絡
42時間（8.2％）

カンファレンス
38時間（7.4％）

事例検討
30時間（5.8％）

集団検診
29時間（5.6％）

研修
27時間（5.2％）

家庭訪問
13時間（2.5％）

事務統計
12時間（2.3％）

事務所相談
9時間（1.7％）

会議 6時間（1.2％）

地区把握 5時間（1.0％）

グループ支援・地域組織活動
2時間（0.4％）

地区管理 134時間
（26.0％）

実習合計時間
515時間

図 1 保健所における保健師活動別の実習時間・割合
※実習合計時間は，対象者 13名の積算である．
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被害につながる感染情報の歯止め〉をきかせているこ

とを学んでいた．さらに，保健師が，濃厚接触者とな

り〈感染の危険性が高い住民の不安受容と厳密な看視〉

を行っていることを学んでいた．

②【患者に迅速かつ普段通りの対人支援姿勢】

感染拡大防止のために即時即応が求められる一方で，

〈限られた時間で信頼関係を築き確かな情報を入手〉す

る信頼関係の構築，感染症と偏見差別の問題に留意し

て〈患者のプライバシーと生活を擁護〉するプライバ

シーの保護と人権擁護，〈症状変化を早期発見して重症

化予防〉を行う予防的視点といった普段の保健活動か

ら用いている対人支援技術や住民への基本的態度を崩

さずに，患者への対応を行う保健師の姿勢を学んでい

た．

③【迅速，確実な感染拡大防止】

感染症サーベイランスやクラスター対応の説明を聞

き，平常時から感染症発生時，収束時において，〈専門

的な疫学知識に基づく感染症予防指導〉，〈時期を逃さ

ず迅速に感染情報の分析と警報〉，〈集団感染が起きな

いように事前対処〉していることを学んでいた．また，

〈患者一人からの感染の連鎖を遮断〉，〈確実に自分たち

の感染防御〉を行うことで絶対に感染拡大をさせない

保健師の強い信念を学んでいた．

④【個から地域を見据えた対応】

即時即応の対応や感染症業務に日々追われる中で

も，住民個々の主体性を引き出して〈住民の感染症セ

ルフケア能力を向上〉させる〈個別事例に関わりなが

ら地域全体の安寧を思案〉し，個から集団，地域全体

表 3 第 1波 COVID-19 流行下の保健所保健師の活動における学生の学び（感染症保健活動）

カテゴリー サブカテゴリ― コード

コロナに脅える住民の
沈静化

一般住民個々の不安に丁寧
に対応

保健所外で流れる情報に不安が膨らむ住民に正しい情報を伝える
コロナの不安や悩みを聴いて住民を落ち着かせる
不安が限界になる前に先手を打って気持ちを静める

風評被害につながる感染情
報の歯止め

求められる情報と発信できない情報を選別しながら情報を伝える
住民間で出回ってしまった感染情報の風評を静める

感染の危険性が高い住民の
不安受容と厳密な看視

感染への不安を受け止めつつ PCR検査業務を淡々とこなす
ひとまず良い結果を伝えて感染の危険がなくなるまで確実に見届ける
つながりが切れないように健康観察のフォローを約束する
重症化ハイリスク者の初期症状を徹底的に見落とさない

患者に迅速かつ普段
通りの対人支援姿勢

限られた時間で信頼関係を
築き確かな情報を入手

迅速に調査をすすめるも患者の理解と協力を得る
患者の不安に寄り添いながら協力を得る
「信頼」を得て確実な「情報」を収集する
電話越しで見えない患者の健康実態をしっかりとつかむ

患者のプライバシーと生活を
擁護

徹底した個人情報の管理で偏見や差別を防止する
患者を「感染者」ではなく一人の「生活者」として捉える
「感染」と「偏見」の患者の二重苦をそのまま放置しない

症状変化を早期発見して重
症化予防 無症状・軽症者の症状変化を見逃さない

迅速，確実な感染拡大
防止

専門的な疫学知識に基づく
感染症予防指導

情報を集めてコロナの病態を理解する
感染成立 3要因に基づいた感染症予防の知識や方法を発信する

時期を逃さず迅速に感染情
報の分析と警報

平常時から国内外における感染症発生動向を把握する
普段の地域を知って現場から異常を発見する
アウトブレイクを見逃さずに情報発信する
感染拡大が落ち着いた時こそ感染対策を強化する

集団感染が起きないように事
前対処

過去にクラスターが起きた類似集団に注意喚起する
感染症の集団発生が起こりやすい施設に感染対策を指導する

患者一人からの感染の連鎖
を遮断

人権を尊重しながら法律に基づいた感染対策措置を講じる
感染リスクが高まる生活場面を想像して感染対策に役立つ情報を入手する

確実に自分たちの感染防御 PCR検査時に医師の検体採取や防護服着脱を介助する
防護服の着脱や検体搬送時の感染を確実に防御する

個から地域を見据えた
対応

住民の感染症セルフケア能
力を向上

住民一人ひとりが確実に予防行動をとれるようにする
平常時も気を緩めずに機会あるごとに感染予防を訴える

個別事例に関わりながら地
域全体の安寧を思案

コロナ対応でも住民に近い存在で不安やニーズをすくい上げる
コロナ禍で顕在化した課題から支援の優先順位を見極める
感染症保健活動を通して個別から地域全体の健康課題を考える
コロナ禍でもすべての人が安心して暮らせるようにする
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を対象にした感染症予防や健康の維持・向上の視点を

保健師が常に持ち合わせていることを学んでいた．

2）健康危機管理活動（表 4）

18コードから，9のサブカテゴリーと 4つのカテゴ

リーが抽出された．

①【医療資源の確保】

保健所保健師が，医療機関や本庁と連携体制をとり

ながら〈感染症対応できる医療機関を迅速に集約，整

備〉し，住民からの発熱に関する電話相談に対して住

民の受診目的や体調に応じた医療機関を迅速に見極め

紹介して，〈住民個々にあった医療機関の選別〉を行っ

ていることを学んでいた．

②【情報の一元化による共有と予測】

保健師が，COVID-19に関する膨大な〈情報を一元管

理して活動体制を整備〉し，関係機関や関係職種と情

報が共有できるように〈情報共有の体制整備〉をして

いることを学んでいた．また，一元管理して共有した

〈第 1波の情報を分析して次の感染爆発を予測〉するこ

とを学んでいた．

③【感染拡大を防止するための適切な人員配置】

濃厚接触者への PCR検査の見学や，保健所職員間で

毎朝開催されるカンファレンスへの参加を通して，〈迅

速に感染拡大を防止するための役割配置〉を行い，〈専

門職の連携した感染対策〉を学んでいた．

④【通常の保健活動を堅持】

感染症保健活動以外にも，保健所業務である精神保

健事業や難病保健事業に参加し，保健師は，〈コロナ禍

でも地域支援の質を保持〉し，〈感染対策に留意した保

健事業の開催〉を行っていることを学んでいた．

IV．考 察

1．第 1波 COVID-19 流行下に実施した実習の効果

今までの実習と今回の実習で最も異なる点は，学生

も保健師も見えない脅威である COVID-19流行の渦中

に身を置き，住民や自分自身への健康危機を感じなが

ら実習が実施された点である．また，COVID-19に関す

る保健師活動別の実習時間は 98時間（19.0%）であり，

学生は通常の実習では経験が難しいパンデミック下で

の住民対応や疫学調査，クラスター対応等，多岐にわ

たる保健師の業務を実際に見聞きすることができてい

た．それにより，学生は，リアルタイムに現実的で具

体的な感染症保健活動と健康危機管理活動を学ぶこと

ができていた．

今までの実習における感染症保健活動は，慢性感染

症である結核が主であり，服薬確認を目的にした周囲

への感染の心配がない結核患者の家庭訪問等，単発的

な体験が多かった．そのため，感染症とその他の疾患

の最大の違いである「うつる」（平野，2008）ことや，

感染症の発生と拡大を防ぐための対策とともに，その

患者や家族などの人権に配慮しなければならない感染

症保健活動の特徴（宮園，2020）について，学生が現

実味をもって実際の感染症保健活動を具体的に理解す

表 4 第 1波 COVID-19 流行下の保健所保健師の活動における学生の学び（健康危機管理活動）

カテゴリー サブカテゴリ― コード

医療資源の確保

感染症対応できる医療機関を迅
速に集約，整備

平常時から顔をつないで迅速に情報収集する
医療機関の受け入れ態勢を分類する
医療機関，本庁と速やかに医療体制を整備する

住民個々にあった医療機関の
選別

住民の感染リスクを見極めて医療機関への受診を判断する
住民と医療機関の特性を判断して受診調整する

情報の一元化による共有と
予測

情報を一元管理して活動体制を
整備

コロナ禍で起こっている一つひとつの現象をデータで可視化する
関係機関や個々の保健師の活動状況を集約する

情報共有の体制整備
平常時から関係機関と情報共有できる関係をつくる
連絡会開催の準備と運営を担う
保健所内外の連絡会で率先して情報を共有する

第 1波の情報を分析して次の感
染爆発を予測 第 1波の情報を分析して次の感染爆発の対応に備える

感染拡大を防止するための
適切な人員配置

迅速に感染拡大を防止するための
役割配置

適材適所に職員を配置して迅速にクラスター発生対応を行う
他職員の活動状況を把握しながら自分の役割を確実に果たす

専門職の連携した感染対策 医師や保健師とコンタクトして適切な感染症対応を判断する

通常の保健活動を堅持
コロナ禍でも地域支援の質を保持 地域で暮らす当事者の支援活動は止めない

通常業務の中でコロナ禍の健康ニーズをキャッチする
感染対策に留意した保健事業の
開催

不安をあおる過度な感染対策は避ける
クラスター感染が起きないように慎重に保健事業を開催する
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ることは困難であった．一方，今回の実習では，感染

拡大が現在進行中である第 1波 COVID-19の流行下で

あり，【迅速，確実な感染拡大防止】の対策を体験する

と同時に，保健師から住民の生の声や風評被害の現実

を聞き，【コロナに脅える住民の沈静化】を図る感染症

保健活動の特徴を捉えることができていた．そのよう

に，即時即応で「集団」をまもりながらも【患者に迅

速かつ普段通りの対人支援姿勢】で「個人」を支援す

る保健師の対人支援の技術や展開方法を学ぶことがで

きていた．

さらに，COVID-19に翻弄されながらも【個から地域

を見据えた対応】は，まさに保健師ならではの対応で

あり，保健師の専門性や公衆衛生看護の視点を持ち合

わせて活動に臨む保健師の熱意や姿勢も学生は感じ取

ることができていた．

また，健康危機管理活動における【医療資源の確保】

【情報の一元化による共有と予測】【感染拡大を防止す

るための適切な人員配置】【通常の保健活動を堅持】

は，資源管理，情報管理，組織運営・管理，事業・業

務管理に該当すると考えられ，まさに，学生は，感染

症の健康危機管理の中で整えるべき具体的な内容を学

ぶことができていた．今までの実習では，限られた実

習期間の中で，学生が健康危機管理を実体験すること

は十分にできず，被災地への災害派遣経験がある保健

師から災害時の健康危機管理の実際を聞くことによっ

て，災害発生時における保健師の実際の活動を学んで

いた．そのため，学生が災害の渦中にいるわけではな

く，当事者のように現実味をもって活動の実際や特徴

を具体的に理解することは困難であった．これまでの

先行研究においても，実習中に健康危機管理の実際を

体験することは難しく，保健師教育に求められる実践

能力と卒業時の到達目標と到達度において「地域の健

康危機管理能力」の到達度の低さが課題となっている

（富田ら，2020；鈴木ら，2016）．一方で，今回の実習

は，学生自身も COVID-19流行の渦中に身を置き，健

康危機を感じながらの実習であったため，保健師の情

勢に合わせた動きや健康危機管理の具体的な管理内容

を学ぶことができていた．

保健所での実習時間は，学生一人当たり 39.6時間，

つまり，約 1週間という限られた実習期間ではあった

ものの，学生は第 1波 COVID-19流行下に感染症発生

時の健康危機の実際を体験したことによって，第 1波

COVID-19流行下の保健所保健師の活動がリアルタイム

に現実味をもって印象付けられた．そして，感染症保

健活動，健康危機管理活動における保健師の活動や求

められる役割が，より具体性を持って学べたのではな

いかと考える．

2．実習の今後の課題

今回のように，健康危機の場に学生が身を置いて実

習を行った先行研究には，被災地での実習における活

動報告がある．田村ら（2008）は，被災地に身を置く

ことで，学生は現実の事象として被災地住民の健康生

活上の援助ニーズと保健師の役割を捉えており，その

場に身を置いて学ぶ経験は極めて価値が高いと示して

いる．しかしながら，学生が，健康危機の渦中に身を

置きながら学習することは，通常の実習としてあり得

るものではない．そのため，今回のように，実習期間

中に学生が感染症保健活動や健康危機管理活動を現実

的に学べる場面をどのように作っていくかが今後の課

題となる．現実的に学べる場面とは，地域住民，保健

師，学生がやり取りできる場面である．臨地実習でし

か学べないことに，保健師の熱意や姿勢，事務所の雰

囲気，住民との距離感，住民の暮らしぶり，関係機関

との連帯感といった現場を共有するからこそ感じられ

る学び（塩見ら，2020）がある．そのような現場を学

生が共有できるように，地域住民，保健師，学生がや

り取りできる場面を実習施設と大学が協議して積極的

に作っていく必要があると考える．さらに，健康危機

管理対応は，講義や演習で意識的に学習させる必要性

に加えて，実習においても学生が学習している内容を

明確に意識できるように工夫する必要性（鈴木ら，

2016）がある．単なる保健事業の参加や保健師の説明

を聞くだけで終わるのではなく，学生が健康危機管理

活動をイメージし，自分ならばどのように対応するか

を考えることができる講義・演習・実習が連動した教

育方法を今後検討していく必要があると考える．

また，今回の第 1波 COVID-19流行下のように，学

生がその時期にしか学ぶことができない内容を見逃

さずに，それらを実習で学生にどのように体験させて

いくかについても実習施設と大学で検討する必要が

ある．今その時に起こっている健康危機や喫緊の地域

の健康課題とそれらに対する現実の保健師活動を学生

に体験させる意義を重視した実習方法を今後も実習施

設と検討していきたい．そしてなにより，第 1 波

COVID-19流行下においても臨地でリアルタイムに保健

師の活動を学習できたのは，実習施設の理解と協力を

得られたからであった．危機の時こそ，実習施設と大
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学が連携し合える関係づくりを日頃から大切にしてい

きたい．
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表2　活動報告の構成（例）

項　目 準ずる項目 内　容

抄録 目的，方法，結果，考察にわ
けて，見出しをつけて記載す
る（構造化抄録）．和文抄録
は400字以内，英文抄録は
250 words以内とする．英文
抄録は省いてもよい．

キーワード 6語以内

はじめに まえがき 活動の背景や目標など，活動
報告としての目的

方法 方法と対象 活動の対象や方法

活動内容 活動結果 活動内容や取り組みの特徴，
活動の結果

考察 結果についての検討，活動を
通じて得られた知見，課題，
他の活動に応用できる点など

おわりに あとがき，
結論

今後の活動への示唆（省略も
可）

謝辞など 謝辞，当該活動への助成や便
宜供与など

文献 文献の記載は原稿執筆の要領
を参照

4．研究倫理

1） 投稿論文は，他の出版物（国の内外を問わず）に

すでに発表あるいは投稿されていないものに限

る．二重投稿は禁止する．インターネット上で全

文公開されている内容（機関リポジトリにおける

学位論文の全文公開を含む）は，すでに発表され

たものとみなす．

2） 人が対象である研究や報告は，「人を対象とする

医学系研究に関する倫理指針」（以下 URL参照）

にそって倫理的に配慮され，その旨が本文中に明

記されている必要がある．

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/12/__

icsFiles/afieldfile/2014/12/22/1354186_1.pdf

3） 原則として研究者が所属する施設などの倫理審査

委員会の承認を得る．承認した倫理審査委員会の

名称，承認番号，承認年月日を本文中に記載す

る．

4） 研究や報告全体を通じて，施設や個人が特定され

ないよう，また所属機関の知的財産権の保護に十

分配慮して記述する．

5） 投稿論文の著者とは，投稿された論文に重要な知

的貢献をした者である．著者の資格は，以下の三

1．筆頭著者および共著者の資格

筆頭著者は，本会員である団体（以下，会員校とい

う）に所属している者，または賛助会員とする．但

し，共著者や，編集委員会から依頼された原稿の筆頭

著者についてはこの限りではない．筆頭著者および共

著者は，投稿された論文の知的内容に貢献した者であ

り，全ての著者が論文の内容について承諾したことと

する．

2．原稿の種類

1）原稿の種類は，研究，活動報告，その他であり，

それぞれの内容は以下のとおりである．

 【研究】研究・調査に関する新しい知見が論理的

に示されており，公衆衛生看護学，並びに公衆衛

生看護教育の知識の発展に貢献すると認められる

もの．

 【活動報告】活動や事例の報告として意義があり，

公衆衛生看護学，並びに公衆衛生看護教育の発展

に寄与すると認められるもの．

 【その他】公衆衛生看護学，並びに公衆衛生看護

教育に関する見解などで，編集委員会が適当と認

めたもの．

3．投稿原稿の構成

投稿原稿の構成については，原則として研究は表1

のとおりとする．表1の構成以外の場合は，投稿時に

その理由を記す．活動報告については，参考として表

2に例を示す．
表1　研究の構成

項　目 準ずる項目 内　容

抄録 目的，方法，結果，考察にわ
けて，見出しをつけて記載す
る（構造化抄録）．和文抄録
は400字以内，英文抄録は
250 words以内とする．

キーワード 6語以内
緒言 はじめに 研究の背景，目的
方法 方法と対象，

材料など
調査，実験，解析に関する手
法の記述および資料・材料の
集め方など

結果 結果 調査などの結果
考察 結果の考察，評価
結語 おわりに 結論（省略も可）
謝辞など 謝辞，当該調査への助成や便

宜供与など
文献 文献の記載は原稿執筆の要領

を参照

保健師教育（全国保健師教育機関協議会誌）　投稿規程
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者を特定できるような事項を記載しない．但し，

副本でも研究倫理審査委員会の承認を得ている場

合は，委員会名・承認番号，承認日などを伏せ字

にして，記載する．異なる機関に属する者が共著

である場合は，各所属機関に番号をつけて氏名欄

の下に一括して示し，その番号を対応する著者の

氏名の右肩に記す．別に英文表紙をつけ，表題，

著者名，所属機関名，キーワードを英語（日本語

のキーワード数と同じ）で記載する．

4） 2）原稿はA4判横書きで，1行の文字数は25字，

1ページの行数は32行（800字），余白は左右上

下35 mmとし，適切な行間をあける．

5） 原稿は，表紙と抄録以外のページに通しの行番号

をつけて印字する．数字およびアルファベット

は，原則として半角とする．

6） 投稿原稿の1編は本文，文献，図表を含めて以下

の字数以内（スペースを含む）とする．これを超

えるものについては受領しない，もしくは短縮を

求める．研究16枚以内（16,000字以内） 活動報

告16枚以内（16,000字以内）．図表の目安は，1

ページ全体を使用した大きさの場合は800字換

算，1/2ページ程度の場合は400字換算とする．

7） 外国語はカタカナで，外国人，日本語訳が定着し

ていない学術用語などは原則として活字体の原綴

で書く． 

8） 年の表記は，原則として西暦を用いる．元号表記

は，行政資料の名称など必要な場合のみとする．

9） 図，表および写真は，図1，表1，写真1などの

通し番号をつけ，本文とは別に一括し，本文原稿

右欄外にそれぞれの挿入希望位置を記載する．

10） 文献の記載方法は以下のとおりとする．

（1）文献については，本文中に著者名，発行年次を

括弧表示する．著者が複数の場合には「～ら」ま

たは「～ et al.」と筆頭著者の姓を記載する．

例）

「……重要性が示唆され（湯沢，1997），……」

「……に関する文献（田中ら，2010）……」

「……（2001）の定義する……」

「……Davis et al.（2014）の研究では，……」

（2）文献は著者名のアルファベット順に列記する．

但し，共著者は3名まで表記し，3人の著者名+

『，他』とする（以下の例を参照）．英文の文献で

著者が4人以上の場合は，3人の著者名 +『, et 

al.』とする．

点に基づく．（1）研究の構想，デザイン，または

データ収集，分析，解釈に重要な貢献があった．

②論文の作成または重要な知的内容に関わる批判

的校閲に関与した．③出版原稿の最終承認を行っ

た．資金の獲得，データ収集，または研究グルー

プへの部分的な助言のみを行っただけでは著者資

格は認められない．著者はすべて著者資格を満た

し，著者資格を満たす人物はすべてその名が列挙

されていなければならない．

6） 投稿論文の作成に際し，企業・団体などから研究

費助成，試料提供，便宜供与などの経済的支援を

受けた場合は，謝辞などにその旨を記載しなけれ

ばならない．

5．原稿受付と採択

1） 投稿原稿は随時受け付けるが，9月30日を締切

りとし，その後審査を開始する．

2） 下記6の投稿手続きを経た原稿の到着日を受付日

とする．

3） 受付日と到着順に付す受付番号とを，投稿者に通

知する．

4） 原稿の採否は査読を経て編集委員会が決定する．

5）編集委員会の判定により，原稿の修正および原稿

の種類の変更を著者に求めることがある．

6）投稿された論文は理由の如何を問わず返却しな

い．

7）修正を求められた原稿はできるだけ速やかに再投

稿する．返送から3か月以上経過した場合は投稿

取り下げとみなし，新投稿として扱う．

8）査読が複数回にわたる場合は，掲載が次期になる

場合もある．

9）採用決定後に所定の著作権譲渡同意書に著者全員

が自筆署名して，編集係に郵送する．著作権譲渡

同意書の提出確認後に掲載する．

6．投稿手続きと原稿執筆の手順

1） 原稿は原則として，パーソナルコンピューターな

どのソフトウエアで作成する．

2） 投稿原稿は，本文，図，表，写真，抄録などをす

べて正1部，副1部を提出する．

3） 正本表紙には，表題，希望する論文の種類，原稿

枚数，図，表および写真などの数，著者名，所属

機関名，投稿論文責任著者の氏名・連絡先（所属

機関，所在地，電話，ファクシミリ，電子メール

アドレス），キーワードを日本語で記載する（6

語以内）．副本には著者名，所属，謝辞ほか投稿
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例）

Davies N., Donovan H. (2016): National survey of  

commissioners’ and service planners’ views of  

public health nursing in the UK. 141, 218–221. doi: 

10.1016/j.puhe.2016.09.017

（4）インターネットのサイトなど，逐次的な更新が

前提となっている資料を引用する場合は，サイト

名とアドレスを明確に記載するとともに，検索し

た年月日も付記すること．

・ 著者名（発行年）：表題，アドレス（検索日：

年月日）

例）

厚生労働省（2013）：平成28年度保健師活動領

域調査（領域調査）の結果について，http://

www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hoken/katsudou/ 

09/ryouikichousa_h28.html（検 索 日：2017年 3

月1日）

11） 250 words以内の英文抄録並びに400字以内の和

文抄録をつけること．「活動報告」は英文抄録を

省いてもよい．和文抄録と英文抄録の構成は，目

的（Objective）・方法（Methods）・結果（Results）・

考察（Discussion）にわけて，見出しをつけて記載

する．英文抄録はネイティブチェックを受ける．

12） 原稿の終わりに謝辞などの項を設けることができ

る．

13） 投稿時には，カバーレターを添付する．カバーレ

ターには，原稿を他誌へ同時投稿していないこ

と，未発表であること，英文抄録（Abstract）の

ネイティブチェックを受けたことを明記する．

14） 投稿原稿は，電子メールにて以下のメールアドレ

ス宛てに送付する．なお，1メールあたり10 MB

まで受信可能である．10 MBを超える場合はオン

ラインストレージを利用して送付する．オンライ

ンストレージの利用ができない場合は，編集係ま

で送付前に連絡する．

【原稿送付先・問い合わせ先】

〒113-0033　東京都文京区本郷2丁目27番地16

大学通信教育ビル5階中西印刷（株）内

一般社団法人全国保健師教育機関協議会機関誌　

「保健師教育」編集係

E-mail：japhnei-ed@nacos.com

TEL: 03-3816-0738　FAX: 03-3816-0766

15） 投稿規程に従っていない場合は，原稿を受け付け

ない場合がある．

【雑誌掲載論文】

・ 著者名（発行年次）：論文の表題，掲載雑誌名，

号もしくは巻（号），最初のページ数－最後の

ページ数．

例）

大森純子，三森寧子，小林真朝，他（2014）：公

衆衛生看護のための“地域への愛着”の概念分

析，日本公衆衛生看護学会誌，3(1)，40–48．

Keller L. O., Schaffer M. A., Schoon P. M., et al. (2011): 

Finding common ground in public health nursing 

education and practice. Public Health Nursing, 28(3), 

261–270. doi: 10.1111/j.1525-1446.2010.00905.x

【単行本】

・ 著者名（発行年次）：書名（版数），ページ数，出

版社名，発行地．

・ 著者名（発行年次）：章などの表題，編者名，書

名（版数），ページ数，出版社名，発行地．

例）

村嶋幸代，鈴木るり子，岡本玲子編（2012）．大

槌町　保健師による全戸家庭訪問と被災地復興：

東日本大震災後の健康調査から見えてきたこと，

1–256，明石書店，東京．

佐伯和子（2014）：第3章　地域全体への公衆衛

生看護技術　3 社会システムへの働きかけ，佐伯

和子編，公衆衛生看護学テキスト第2巻公衆衛生

看護技術，132–151，医歯薬出版株式会社，東京．

Stanhope M., Lancaster J. (2015): Public health 

nursing: population-centered health care in the 

community (9th edition). 20–30, Mosby, St Louis.

【翻訳書】

・ 原著者名（原書の発行年次）／訳者名（翻訳書の

発行年次）：翻訳書の書名（版数），ページ数，出

版社名，発行地．

例）

Glanz K., Rimer B. K., Lewis F. M. (2002)／曽根智史，

渡部基，湯浅資之，他訳（2006）：健康行動と健

康教育：理論，研究，実践．217–236，医学書院，

東京．

（3）オンライン版でDOIのある場合は，DOIを記載

する．なお，オンライン版でDOIのない場合は，

アドレス（URL）を記載する．

・ 著者名（発行年次）：論文の表題，掲載雑誌名，

号もしくは巻（号），最初のページ数－最後の

ページ数．doi：DOI番号
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16） 改訂稿送付の際も電子メールにより受け付ける．

7．著者校正

1）査読を経て，編集委員会で受理された投稿原稿に

ついては著者校正を1回行う．

2）著者校正の際の加筆は原則として認めない．

8．著作権

著作権は本団体に帰属する．掲載後1年間は本団体

の承諾なしに他誌に掲載することを禁ずる．なお，本

団体の方針に基づき，データベースなどとして再利用

することがあるので，同意の上，投稿する．

9．著者が負担すべき費用

1）掲載料は無料とする．

2）別刷料はすべて実費を著者負担とする（別途参照）．

3）図表など，印刷上，特別な費用を必要とした場合

は著者負担とする．

10．附則

この規程は，2017年 5月13日から施行する．

2018年 5月12日一部改正．

2019年 5月11日一部改正．

2020年 11月 15日一部改正．

2021年 3月13日一部改正．

2022年 3月13日一部改正．



編集後記

新型コロナウイルスの感染拡大から2年が経過しました．第6波は予想以上に高止まりが続き収束が見えない中，

第6巻の編集は大詰めを迎えています．教育現場では，オンラインを活用した講義や演習のノウハウは蓄積されたも

のの，手探りの状況が続いています．また，2022年 4月のカリキュラム改正を迎え，保健師教育のさらなる充実に

向けた取り組みが始まります．第6巻は，コロナ禍の教育や新カリキュラムに役立つ情報が満載です．内容をかいつ

まんでご紹介します．

まず，講演記事の金井先生の記事では，保健師と訪問看護師の間にある住民の健康ニーズに応えることができる

“コミュニティ・ナース”の養成の必要性と可能性について述べられています．次に，工藤先生の記事では，新型コ

ロナウイルス感染症に対応する保健所保健師の活動の実際と題して，ドキュメンタリー映画「終わりの見えない闘い

―新型コロナウイルス感染症と保健所―」をご紹介頂いています．

事業報告では，教育評価と上乗せ教育に関する報告を4本掲載しています．まず，教育評価については，保健師教

育におけるミニマム・リクワイアメンツを基に作成された「保健師教育評価の指標（改正版）全国保健師教育協議会

版（2020）」が，教育課程委員会より紹介されています．加えて，2021年度に新たに設置された教育評価準備委員会

が，これまでの全保教の取り組みや，教育体制委員会と教育課程委員会の活動などを踏まえて「保健師教育の評価の

意義及び方向性」をまとめています．上乗せ教育に関しては，教育体制委員会が上乗せ教育の推進を目的に夏季教員

研修で企画した「大学院の設置に至るプロセスとカリキュラムの実際」と「大学院化を予定する会員校のためのオン

ライン交流会」の報告があります．これから教育評価や上乗せ教育を検討される方は必読です．

調査報告では，2つの調査報告を掲載しています．全国の保健師教育機関を対象に実施した「令和2（2020）年度

公衆衛生看護学実習に関する調査」と，大学院修士課程または大学専攻科で保健師教育を行う機関を対象に行った

「令和3（2021）年度 調査健康危機管理への教育的取り組みに関する緊急調査」です．全国の状況を俯瞰し，実習や

健康危機管理教育のあり方を考えることのできる貴重な資料です．

委員会活動報告，ブロック活動報告では，コロナ禍でも活発に行われた活動内容が紹介されています．

研究・活動報告では，今回は3本の活動報告を掲載しています．まず，公衆衛生看護学臨地実習で起こる倫理的葛

藤事例を用いたオリエンテーションでの教育方法に関する論文では，着眼点がユニークでよく練られた教育方法が紹

介されています．次に，ケアシステムの構築と施策化する能力獲得に向けた実習に関する論文は，2022年のカリキュ

ラム改定で充実が必要とされているタイムリーな内容です．最後に，コロナ禍での実習効果と今後の課題を検討した

論文は，コロナ禍だからこそできる実習があることを学生の視点から知ることができる報告です．

保健師教育に携わる先生方におかれましては，教育・研究の合間を縫って保健所の応援に出向かれる等，多忙を極

める中，ご寄稿やご投稿いただき誠に有難うございました．次号も保健師教育の質向上にお役立て頂ける内容になり

ますよう，編集委員一同，尽力して参ります．引き続き，皆様からのご寄稿・ご投稿をお待ちしております．

 （編集委員長　田口敦子）



編集委員会（五十音順）
委員長
　　田口敦子（慶應義塾大学）
副委員長
　　小澤涼子（天使大学）
会計担当
　　吹田　晋（慶應義塾大学）

委　員
　　石川志麻（慶應義塾大学）
　　岩崎りほ（東京大学大学院）
　　加藤由希子（慶應義塾大学）
　　今野浩之（山形県立保健医療大学）
　　櫻井純子（湘南鎌倉医療大学）
　　南部泰士（東京医療保健大学）
　　望月宗一郎（健康科学大学）

「保健師教育」査読委員
（委嘱期間2021年 10月 1日～2023年 5月31日）

赤星琴美 吾郷美奈恵 麻原きよみ 安齋ひとみ 安齋由貴子 安藤智子 五十嵐千代 和泉京子
和泉比佐子 糸井和佳 伊藤美樹子 伊藤美千代 岩本里織 上田　泉 宇田優子 大木幸子
大河内彩子 大澤豊子 大塚敏子 岡久玲子 岡本玲子 小野ミツ 表志津子 金山時恵
金子仁子 川村佐和子 神崎由紀 岸恵美子 喜多歳子 北宮千秋 日下純子 工藤恵子
工藤節美 小板橋恵美子 纐纈朋弥 合田加代子 小林亜由美 近藤明代 斉藤恵美子 斎藤照代
坂本真理子 佐藤美由紀 柴田恵子 白井文恵 白石知子 新谷奈苗 菅原京子 鈴木知代
鈴木浩子 鈴木良美 鈴木るり子 関　美雪 世古留美 臺　有桂 田口理恵 田高悦子
立林春彦 坪川トモ子 富田早苗 豊島泰子 中尾理恵子 成木弘子 畷　素代 難波峰子
西嶋真理子 西地令子 野原真理 野村美千江 野呂千鶴子 芳我ちより 長谷川美香 鳩野洋子
浜崎優子 播本雅津子 廣金和枝 廣田幸子 福川京子 藤井智子 蒔田寛子 眞崎直子
松尾和枝 松永洋子 松原三智子 三浦康代 水谷聖子 三橋美和 三徳和子 山口　忍
山口智美 山口淑恵 山口佳子 横溝珠実 吉田礼維子 両羽美穂子 若杉里実 渡井いずみ
渡邉多恵子

今年度の投稿論文の受付期限は，9月末日です．ご投稿をお待ちしております．

【投稿論文送付先】
一般社団法人全国保健師教育機関協議会機関誌「保健師教育」編集係　宛
〒113-0033　東京都文京区本郷2丁目27番地16　大学通信教育ビル5階中西印刷（株）内
TEL: 03-3816-0738　FAX: 03-3816-0766　E-mail: japhnei-ed@nacos.com
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